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１ 管内の概況 
 

（１）管内の状況 

管轄地域は、青森県の北東部、下北半島の大半を占め、三方を海(太平洋、津軽海峡、陸奥

湾)に囲まれ、南は上北地方と接しています。 

１市１町３村からなり、面積は 1,416.08㎢で、本県の 14.68％を占めています。 

地勢は、むつ市内を流れる田名部川の低地を挟み、東部はなだらかな丘陵台地を形成して単

調な海岸丘陵地域に続き、西部は釜臥山を頂点とする急峻な山地が海岸まで迫る山岳地帯とな

っています。集落は狭い海岸地帯及び田名部川、大畑川、川内川など中小河川流域に形成され

ています。 

気象は、東部は春の終わり頃から夏にかけて吹く偏東風（通称「やませ」）のため冷涼な日

が多く冷害に見舞われやすく、西部は冬季に季節風の影響で積雪が多くなります。 

 

※参考資料 

面積：平成 29年 10月 1日現在（国土交通省国土地理院全国都道府県市区町村別面積調） 

 

（２）人口、産業、就業者数、所得 
    管内人口は、71,773人（平成 29年 10月 1日現在）で県計の 5.61％を占め、人口密度は 50.7

人/㎢となっています。 

    管内の年齢 3区分別人口は、年少人口（15歳未満）8,038人、生産年齢人口（15～64歳）

40,173人、老年人口（65歳以上）23,226人となっています。 

管内の産業構造を産業別就業者数でみると、第１次産業は 3,390人（10.0％）、第２次産業

は 7,452 人（22.0％）、第３次産業は 23,070 人（68.0％）となっており、第３次産業が高い

ウエイトを占めています。 

    管内の人口１人当たり市町村民所得は 2,233 千円、むつ市が 2,244 千円、下北郡が 2,224

千円となっています。 

 

 

 ※参考資料 人口：平成 29年青森県の人口（青森県企画政策部統計分析課） 

       管内人口の総数には年齢不詳者を含む｡ 

         人口密度：人口÷面積（平成 29年 10月 1日現在） 

産業別就業者数：平成 27年国勢調査（総務省統計局） 

         市町村民所得：平成 26年度市町村民経済計算（青森県企画政策部統計分析課） 
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概況のデータ 

項目 単位 むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 郡計 管内計 県計 

総面積 ㎢ 864.12 52.10 295.27 69.55 135.04 551.96 1,416.08 9,645.64 

人口総数 人 56,585 4,994 6,324 1,855 2,015 15,188 71,773 1,278,450 

人口密度 人/㎢ 65.5 95.9 21.4 26.7 14.9 27.5 50.7 132.5 

年少人口 人 6,470 562 695 155 156 1,568 8,038 140,057 

生産年齢人口 人 31,937 2,776 3,552 917 991 8,236 40,173 724,104 

老年人口 人 17,903 1,596 2,077 783 867 5,323 23,226 403,170 

第 1次産業就業者数 人 1,386 612 960 199 233 2,004 3,390 75,300 

第 2次産業就業者数 人 5,591 566 854 208 233 1,861 7,452 124,032 

第 3次産業就業者数 人 19,002 1,380 1,650 547 491 4,068 23,070 407,585 

1人当たり 

市町村民所得 
千円 2,244 1,835 2,318 2,529 2,141 2,224 2,233 2,405 

 

  管内地図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

むつ市 

佐井村 

大間町 

風間浦村 

東通村 

保健総室、福祉こども総室 

(むつ保健所),(下北地方福祉事務所、青森県むつ児童相談所) 
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２ 沿革 
 

（１） 地域健康福祉部の沿革 

平成 14年  4月  組織機構の統合により、むつ保健所、下北地方福祉事務所、青森県 

むつ児童相談所からなる下北地方健康福祉こどもセンターが新設さ 

れ、総務企画室が設置される。 

平成 18年  4月  地域県民局を設置する組織改正により、下北地域県民局地域健康福 

祉部となる。 

平成 19年  4月  組織改正により、総務企画室が企画調整室となる。 

平成 20年  4月  組織改正により、企画調整室が廃止される。 

 

（２） 各総室の沿革 

ア 保健総室（むつ保健所） 

昭和21年  2月  日本医療団大湊病院大平分院内に青森県大湊保健所として創設 

昭和34年  9月  大湊田名部保健所と改称（市制施行） 

昭和35年  8月   むつ保健所と改称（市名改称） 

昭和40年 12月  大湊庁舎新築 

平成14年  4月  組織機構の統合により、下北地方健康福祉こどもセンター保健部 

（むつ保健所）となり、保健予防課、生活衛生課（環境衛生課を改称） 

        健康増進課の３課体制となる。 

平成18年  4月  地域県民局を設置する組織改正により、下北地域県民局地域健康福 

祉部保健総室（むつ保健所）となる。 

平成19年  4月  組織改正により、保健予防課を改称し指導予防課となる。 

平成28年  4月  むつ市中央1丁目3-33に建設していた青森県むつ健康福祉庁舎が完 

成し、下北地方福祉事務所、青森県むつ児童相談所とともに同庁舎へ移                  

         転した。 

         

イ 福祉こども総室（下北地方福祉事務所） 

昭和26年 10月  田名部町大字田名部柳浦1番地（現むつ松木屋）に下北社会福祉 

事務所として発足し、庶務課、福祉課の２課体制となる。 

昭和29年  5月  郡部福祉事務所統廃合により、下北地方福祉事務所となる。 

昭和42年  9月  むつ合同庁舎新築完成により移転（むつ市中央１丁目１番８号） 

昭和54年  4月  新福祉事務所構想にもとづく新体制（福祉六法総合担当制）により、 

総務課、福祉第一課、福祉第二課の３課体制になる。 

      平成 5年  4月  組織機構の再編（福祉四法総合担当制）により、総務課、福祉調整  

                     課、福祉推進課の３課体制となる。 

      平成14年  4月  組織統合により、下北地方健康福祉こどもセンター福祉部（下北地  

                     方福祉事務所）となり、福祉調整課、福祉推進課の２課体制となる 

      平成15年  4月  組織改正により、福祉推進課が生活保護単法制となる。 

      平成16年  4月  組織改正により、福祉推進課が保護課と改称される。 

      平成17年  3月  市町村合併により川内町、大畑町、脇野沢村について、生活保護、

児童扶養手当、特別障害者手当の事務を新むつ市へ委譲する。 
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      平成18年  4月  地域県民局を設置する組織改正により、下北地域県民局地域健康福 

祉部福祉総室（下北地方福祉事務所）となる。 

      平成20年  4月  組織機構の統合により、下北地域県民局地域健康福祉部福祉こども 

総室となり、福祉調整課、保護課（以下、下北地方福祉事務所）、こ 

ども相談課（青森県むつ児童相談所）の３課体制となる。 

      平成28年  4月   むつ市中央1丁目3-33に建設していた青森県むつ健康福祉庁舎が完 

成し、むつ保健所、青森県むつ児童相談所とともに同庁舎へ移転した。 

     

ウ 福祉こども総室（青森県むつ児童相談所） 

平成 9年  4月  青森県中央児童相談所むつ支所がむつ合同庁舎内に開設 

平成14年  4月  組織機構の総合により、青森県中央児童相談所むつ支所から下北地  

方健康福祉こどもセンターこども相談部となるとともに、青森県むつ 

児童相談所に格上げとなり、こども相談第一課、こども相談第二課の 

２課体制となる。 

平成18年  4月   地域県民局を設置する組織改正により、下北地域県民局地域健康福  

祉部こども相談総室（青森県むつ児童相談所）となる。 

平成19年  4月   組織改正により、課を廃止し、次長を置く。 

平成20年  4月  組織機構の統合により、下北地域県民局地域健康福祉部福祉こども 

総室となり、福祉調整課、保護課（以下、下北地方福祉事務所）、こ 

ども相談課（青森県むつ児童相談所）の３課体制となる。 

平成28年 4月  むつ市中央1丁目3-33に建設していた青森県むつ健康福祉庁舎が完 

成し、むつ保健所、下北地方福祉事務所とともに同庁舎へ移転した。 
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（福祉こども総室） 

〒０３５－００７３ むつ市中央１丁目３－３３ 

（福祉調整課・保護課直通） 

 青森県むつ健康福祉庁舎２Ｆ 

TEL ０１７５－２２－２２９６ 

FAX ０１７５－２３－１１０３ 

（こども相談課直通） 

  青森県むつ健康福祉庁舎３Ｆ 

TEL ０１７５－２３－５９７５ 

FAX ０１７５－２３－５９８２ 

３ 機構図と分掌事務 
 

平成 14年 4月から、県の出先機関である保健所、地方福祉事務所、児童相談所を、県内６圏域

ごとに広域的、専門的な拠点として集約した「健康福祉こどもセンター」が新設されました。 

さらに、平成 18年 4月からは、市町村等との連絡・連携を一層密にしながら、ともに地域づく

りを進めていくため、試行的に、総合的な出先機関である「地域県民局」が、中南（弘前市）・三

八（八戸市）・下北（むつ市）の３地域に設置され、「健康福祉こどもセンター」は「地域健康福

祉部」という名称に改められました（平成 19年 4月からは、東青（青森市）、上北（十和田市）、

西北（五所川原市）にも県民局が設置され、６県民局体制になっています）。 

また、平成 20年 4月の機構改革により、企画調整室が廃止され、福祉総室とこども相談総室が

統合され、福祉こども総室となりました。 

 

（１）機構図（平成 30年 4月現在） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

保健総室長 

（むつ保健所長） 

下北地域県民局 

地域健康福祉部長 

（福祉こども総室長 

事務取扱） 
福祉こども総室長 

（下北地方福祉事務所長）

（むつ児童相談所長） 

指導予防課 （6名） 

生活衛生課 （5名） 

健康増進課 （10名） 

所管区域 

む つ 市 ・ 大 間 町 

東 通 村 ・ 風 間 浦 村 

佐 井 村 

（ただし、保護課は、 

むつ市を除く町村のみ所管） 

【福祉こども総室】20名 

【保健総室】   23名 

次 長 

(福祉調整課

長事務取扱) 

次 長 

福祉調整課 （3名） 

保 護 課 （7名） 

こども相談課 （7名） 

精神科医師 1人(精神保健福祉センター本務) 

地域共生社会担当 （1名） 

（保健総室） 

〒０３５－００７３ むつ市中央１丁目３－３３ 

         青森県むつ健康福祉庁舎１Ｆ 

   TEL ０１７５－３１－１３８８ 

FAX ０１７５－３１－１６６７ 
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（２）分掌事務 
 

 ○保健総室 

 

指導予防課 

・ 健康危機管理に関すること 

・ 医務及び薬務に関すること 

・ 地域保健に係る統計に関すること 

・ 地域保健医療計画及び地域保健医療推進協議会に関すること 

・ 下北地域県民局地域健康福祉部内の連絡調整及び連携に関すること 

・ 収入未済金の収納対策の総括に関すること 

 

生活衛生課 

・ 食品衛生に関すること 

・ 化製場等に関すること 

・ 旅館業、公衆浴場及び興行場に関すること 

・ 理容業及び美容業に関すること 

・ クリーニング業に関すること 

・ 墓地及び埋葬に関すること 

・ 建築衛生一般に関すること 

・ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること 

・ 水道に関すること 

・ 飲料水の改善に関すること 

・ 温泉に関すること 

・ 遊泳用プールに関すること 

 

健康増進課 

・ 保健・医療・福祉包括ケアシステムの推進に関すること 

・ 健康福祉対策の実施に関する企画及び調整に関すること 

・ 母子保健に関すること 

・ 健康づくり対策に関すること 

・ 栄養改善に関すること 

・ 介護予防に関すること 

・ 精神保健及び精神障害者福祉に関すること 

・ 難病対策に関すること 

・ 歯科保健の推進に関すること 

・ 人材育成に関すること 

・ 結核保健指導に関すること 

・ 感染症、その他の疾病の予防に関すること 

・ 予防接種に関すること 

・ 医師臨床研修、学生等実習に関すること 
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○福祉こども総室 

 

福祉調整課 

・ 戦傷病者特別援護法の規定による更生医療の給付及び補装具の支給に関すること 

・ 青少年の健全育成の推進に関すること 

・ 児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護及び育成の措置に関する  

こと 

・ 要保護女子の更生援護に関すること 

・ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること 

・ 社会福祉統計に関すること 

・ 災害救助法及び防災に関すること 

・ 日赤の地区事業に関すること 

・ 民生委員・児童委員に関すること 

    

保護課 

・  生活保護法に定める保護の措置に関すること 

・  生活困窮者自立支援に関すること 

 

こども相談課 

・ 児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に関すること 
・ 必要な調査並びに各種診断(社会診断・心理診断・医学診断・行動診断）に関すること 

・ 調査、診断に基づき必要な指導に関すること 
・ 児童の一時保護に関すること 

・ 施設入所等の措置に関すること 

・ 障害児施設等の利用契約に関すること 

・ 市町村における児童家庭相談の対応支援に関すること 

・ 里親に関すること 
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（３）各総室課別・職種別職員数一覧 

ア 所属別一覧                      平成 30年 4月 1日現在 

区分 

 

所属 

正  職  員 臨時・非常勤 合

計 

部

長 

総

室

長 

次

長 

総

括

主

幹 

課

長 

主

幹 

主

査 

主

事 

技

師 

専

門

員 

小

計 

非

常

勤

事

務

員 

臨

時

事

務

手 

母

子

自

立

支

援

員 

婦

人

相

談

員 
医
療
扶
助
相
談
・
指
導
員 

就

労

支

援

相

談

員 

嘱

託

医 

小

計 

管 理 職 1 1 2        4        0 4 

技師（医師）           0        0 0 

指導予防課     1  3 1 1  6 1       1 7 

生活衛生課     1 1 2  1  5        0 5 

健康増進課     1 2  3 3 1 10       1 1 11 

地 域 共 生 

社 会 担 当 
   1       1        0 1 

福祉調整課       1 2   3 1  1 1    3 6 

保 護 課     1 1  5   7     1 1 2 4 11 

こども相談課     1 1 1 4   7        0 7 

合  計 1 1 2 1 5 5 7 15 5 1 43 2 0 1 1 1 1 3 9 52 

※上記のほか、精神科医師１名在籍（精神保健福祉センター本務） 
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イ 職種別一覧 

区分 

 

職種 

正  職  員 臨時・非常勤 合

計 

部

長 

総

室

長 

次

長 

総

括

主

幹 

課

長 

主

幹 

主

査 

主

事 

技

師 

専

門

員 

小

計 

非

常

勤

事

務

員 

臨

時

事

務

手 

母

子

自

立

支

援

員 

婦

人

相

談

員 

医
療
扶
助
相
談
・
指
導
員 

就

労

支

援

相

談

員 

嘱

託

医 
小

計 

医 師  1         1       3 3 4 

獣 医 師     1 1 2    4        0 4 

保 健 師     1 1   3 1 6        0 6 

薬 剤 師     1    2  3        0 3 

(管理)栄養士      1     1        0 1 

保 育 士     1  1    2        0 2 

心理判定員      1  1   2        0 2 

福 祉        5   5        0 5 

一 般 事 務 1  2 1 1 1 4 9   19 2  1 1 1 1  6 25 

合  計 1 1 2 1 5 5 7 15 5 1 43 2 0 1 1 1 1 3 9 52 

※上記のほか、精神科医師１名在籍（精神保健福祉センター本務） 
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４ 平成 30年度組織目標 
 

（１）地域健康福祉部の組織目標 

地域住民が「健やか力」の向上を目指して健康で長生きし、安心して子どもを産み育て

られる地域になるための適時適切な保健・医療・福祉サービスの提供体制の充実・強化 

 

（２）各総室・各課の組織目標 

ア 保健総室 

①健康危機管理体制の確保 

②食品衛生及び生活衛生の推進 

③下北地域健康なまちづくりの推進及び保健・医療・福祉包括ケアシステムの推進 

（ア）指導予防課 

①健康危機管理体制の確保 

②医療事故防止のための立入検査の強化 

③薬事事故防止のための監視指導の強化 

（イ）生活衛生課 

①食品衛生の推進 

②生活衛生の推進 

（ウ）健康増進課 

①下北地域健康なまちづくり事業を中心とした健康づくりの推進 

②保健・医療・福祉包括ケアシステムの推進 

③感染症予防対策の充実 

④行政保健師・行政栄養士の人材育成と市町村保健師活動の充実 

 

イ 福祉こども総室 

①福祉各法に係る財務事務の適正実施 

②生活保護業務における査察指導の強化及び計画的な調査指導 

③様々な環境にある児童や家庭に対する支援の強化 

④青森県型地域共生社会の実現への取り組み強化 

（ア）福祉調整課 

①母子父子寡婦福祉制度の適正執行 

（イ）保護課 

①業務の進行管理と査察指導の強化及び計画的・効率的な訪問調査・指導の実施 

②自立支援プログラム及び健康管理支援の実施 

③収入未済額の減少 
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（ウ）こども相談課 

①相談・援助活動の充実・強化 

②相談対応職員の専門性の向上 

③子どもを産み育てやすい環境づくり 

④児童福祉施設との連携強化 

⑤家庭的養護の促進 

⑥収入未済解消の促進 

 

５ 平成 30年度相談等日程表 
 

（１）保健総室 

・精神保健福祉相談    保健師による相談  年７回 

精神科医による相談 年５回 

・療育相談        年４回           

・長期療養児療育相談（ひまわり相談）  毎月 第３木曜日    

・エイズ相談       毎月 第３水曜日 

・ウイルス性肝炎検査   毎月 第３水曜日   

・女性健康相談      毎月 第３木曜日      

・結核接触者健診（Ⅹ線検査）  指定日 

（ＱＦＴ検査） 毎月 第３水曜日 

・難病相談        毎月 第４火曜日 

（一部、異なる月もあります。） 

     （前もって予約が必要な相談等もあります。) 

 

（２）福祉こども総室 

・身体障害者巡回診査（福祉調整課）   年１回 

    ・医学診断（こども相談課）      毎月第１火曜日 

     （前もって予約が必要です。） 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

６ 平成 30年度各総室行事予定 
 

月 保健総室 福祉こども総室 福祉こども総室 

４ 

○ 委員監査 

○ 結核診査協議会 

（毎月第２・第４木曜日） 

○ 食品衛生責任者実務講習会(19日) 

 

○ 委員監査 

○ 母子父子寡婦福祉資金貸付審査会(毎月) 

○ 母子寡婦福祉資金償還協力員辞令交付式 

○ 下北郡民児協監査会 

○ こども相談課受理・判定・援助方針会議 

(毎週水曜日＝３月まで) 

○ 医学診断(毎月第１火曜日＝３月まで) 

○ むつ警察署第１回情報交換 

○ 県里親連合会総会 

 

５ 

○ 看護学生保健所実習（弘前学院大学） 

○ 食品衛生責任者養成講習会(16日) 

 

○ 児童相談所長会議（こどもみらい課） 

○ 県内児童相談所児童心理司会議 

◯ 下北地区子ども発達相談連絡協議会運営委員会 

◯ 児童福祉週間(５～11日) 

 

６ 

○ 対ＥＵ輸出ホタテガイサンプリング 

○ 親と子のよい歯のコンクール（９日） 

○ 食品衛生責任者実務講習会(19日) 

○ 下北地方保健協力員連絡会役員会 

(１回目) 

○ 管理栄養士学生保健所実習(青森県立保健大

学) 

○ 給食施設巡回指導（12月まで） 

○ 青森県薬物乱用防止指導員むつ地区協議会 

 

○ 郡民児協通常総会及び研修会 

○ 第１回県内児童相談所長会議 

○ 第１回児童相談所業務検討会 

○ むつ地域生活保護受給者等就労自立促進事業協

議会 

○ むつ・下北地区母子寡婦福祉会連絡協議会総会 

○ 母子家庭等就業・自立支援会議 

○ 管内市町村児童相談巡回支援 

◯ 配偶者暴力相談支援センター実務者等連絡会 

◯ 下北里親会サロン 

◯ 下北里親会役員会・総会 

◯ はまゆり学園職員基礎研修 

◯ 各市町村要対協代表者会議(６～９月まで順次) 
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月 保健総室 福祉こども総室 福祉こども総室 

７ 

○ 看護学生保健所実習（青森県立保健大学） 

○ 夏期食品一斉取締り 

○ 保健師連絡会議（１回目） 

○ 身体障害者巡回診査 

○ むつ警察署第２回情報交換 

○ 地域自立相談支援ネットワーク会議 

○ 児童養護施設等訪問調査 

○ 保育所職員基礎研修 

○ 婦人・家庭相談員及び母子自立支援員等業務連

絡会議 

○ 赤十字奉仕団委員長・事務担当者会議 

◯ 下北里親会サロン 

◯ 養育費専門相談員等研修会 

◯ 北海道・東北六県婦人保護研究協議会 

 

８ 

○ 食中毒予防キャンペーン   

○ 医療介護連携調整実証事業 

○ いのち支える包括的自殺対策事業「多分野合

同研修会」 

○ 全国児童相談所長会議・所長会総会 

○ 青森県母子寡婦福祉大会 

○ 家事関係機関との連絡協議会 

○ 東日本・家族応援プロジェクト in むつ(8/10～

9/2) 

 

９ 

○ 初任期・新任期保健師研修（１回目） 

○ 地域保健関係者研修（難病研修） 

○ 自殺予防対策街頭キャンペーン 

○ 食生活改善推進員連絡協議会合同研修会 

○ 難病患者・家族会（あすなろの会） 

○ 難病フォーラム（９日） 

○ 母子保健ネットワーク会議（１回目） 

○ 第１回地方福祉事務所長会議 

○ 東北ブロック児童福祉司研究協議会 

○ 東北ブロック児童心理司研究協議会 

○ 第１回滞納者検討会議 

○ むつ市地区暴力追放推進協議会定時総会 

◯ 親子ふれあい交流会 

○ はまゆり学園職員テーマ別研修 
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○ 看護学生実習（弘前医療福祉大学） 

○ 下北地域精神科救急医療システム連絡調整 

  委員会 

○ 難病患者等医療相談 

○ 食品衛生責任者養成講習会(17日) 

○ 地域保健関係者研修（感染症予防研修） 

○ 下北地方保健協力員連絡会研修会 

○ 認知症地域連携促進事業 

○ 下北郡民生委員児童委員研修会 

○ 生活保護法施行事務監査 

◯ 東北・北海道児童相談所業務研究協議会 

○ むつ警察署第３回情報交換  

○ 配偶者暴力相談支援センター実務者等連絡協議

会及び婦人相談員業務連絡会 

○ 大間地区犯罪被害者支援ネットワーク会議 

○ 母子・父子自立支援員等業務研修会 

○ 全国母子父子自立支援員研修会 

◯ 下北里親会サロン 

○ 里親講演会 

○ 保育所等職員テーマ別研修 
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月 保健総室 福祉こども総室 福祉こども総室 

11 

○ 対ＥＵホタテガイサンプリング 

○ 食品衛生責任者実務講習会(20日) 

○ 医療介護連携実証事業 

○ 地域生活支援広域調整会議 

○ 給食施設研修会 

◯ 東北・北海道児童相談所長会議 

◯ 東北ブロック児童相談所児童福祉司研究協議会 

○ 青森県社会福祉大会 

◯ 母子寡婦福祉指導者研修会 

◯ 下北里親会サロン(里親相互交流会) 

 

12 

○ 年末食品一斉取締り 

○ 地域災害医療対策協議会 

○ 地域新型インフルエンザ対策協議会 

○ 地域健康危機管理協議会 

○ 難病対策地域協議会 

○ 母子寡婦父子福祉資金貸付業務監査 

○ 配偶者暴力相談支援センター実務者等業務連絡    

  会議 

◯ 下北地区子ども発達相談連絡協議会 

◯ 下北里親会レクリエーション 

◯ 少年保護関係機関との連絡協議会 

◯ 三機関協議会(県警本部) 

１ 

○ 対ＥＵホタテガイサンプリング 

(３月まで) 

○ 市町村栄養改善業務支援事業研修会 

○ 地域保健医療推進協議会及び同保健対策部会

合同会議 

○ 保健師連絡会議（２回目） 

○ 母子保健ネットワーク会議（２回目） 

○ むつ警察署係第４回情報交換 

○ 第２回地方福祉事務所長会議 

◯ 下北里親会サロン 

２ 

○ 下北地方保健協力員連絡会役員会 

(２回目) 

○ 食品衛生責任者実務講習会(26日) 

○ 第２回県内児童相談所長会議 

○ 第２回児童相談所業務検討会議 

○ 第２回滞納者検討会議 

○ 生活困窮者自立相談窓口支援会議 

○ 母子・父子自立支援員等業務研修会 

３ 

○ 食品衛生責任者養成講習会（７日） 

○ 地域官民連携協議会(情報交換会)(２回目) 

○ 初任期・新任期保健師研修（２回目） 

○ 下北郡民児協役員会 

○ 生活保護担当課長及び査察指導員等会議 

◯ 下北里親会サロン 

 



15 
 

７ 地域健康福祉部の歳入・歳出の状況（平成 29年度） 
 

（１） 一般会計 

ア 歳入 
                                  （単位：円） 

款 目 節 細節 調定額 収入済額 不納欠損処分額 収入未済額 

分 担 金 

及 び 

負 担 金 

民  生 

負 担 金 

児童福祉費 

情緒障害児短期治療
施 設 等 措 置 費 

484,200 484,200   

子ども自立センター
み ら い 費 

81,000 81,000   

里親･母子生活支援施設･

児童養護施設措置費 
517,500 54,000  463,500 

知的障害児等措置費 92,700 92,700   

過年度収入 知 事 部 局 1,937,540 766,820  1,170,720 

使 用 料 
及 び 
手 数 料 

環 境 保 健

使 用 料 
土地建物等 保  健  所 3,127 3,127   

諸 収 入 

延 滞 金 延 滞 金 
健康福祉政策課 1,880 1,880   

こどもみらい課 6,360 6,360   

雑   入 

総 務 費 情 報 公 開 590 590   

民 生 費 生 活 保 護 費 8,574,882 4,436,889  4,137,993 

過年度収入 知 事 部 局 20,128,373 2,517,360  17,611,013 

雑 入 知 事 部 局 13,799 13,799   

合   計 31,841,951 8,458,725  23,383,226 

 

イ 証紙収入 
（単位：円）                            

款 目 節 細節 件数 金額 摘要 

使 用 料 

及 び 

手 数 料 

総 務 手 数 料 証   明 総 務 学 事 課 21 15,450  

環 境 保 健 

手 数 料 

医 薬 費 

医 療 施 設 等 許 可 4 97,000  

麻 薬 免 許 63 259,700  

医薬品医療機器等 52 582,200  

生活衛生費 

食品関係営業許可 477 5,848,750  

旅 館 営 業 許 可 2 14,800  

理容所等開設検査 7 112,000  

建築物衛生管理業者登録 1 35,000  

合   計 627 6,964,900  
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ウ 歳出 

（単位：円） 

款 目 令達額 支出額 残額 

民  生  費 

社 会 福 祉 総 務 費 46,900 8,300 38,600 

福 祉 事 務 所 費 2,864,354 2,567,399 296,955 

老 人 福 祉 費 630,000 164,280 465,720 

婦 人 福 祉 費 54,000 14,000 40,000 

障 害 者 福 祉 費 44,000 15,000 29,000 

児 童 福 祉 総 務 費 317,000 160,030 156,970 

児 童 措 置 費 8,000,000 5,241,747 2,758,253 

児 童 相 談 所 費 4,888,710 3,965,850 922,860 

ひ と り 親 家 庭 等 福 祉 費 1,203,400 1,165,305 38,095 

障 害 児 福 祉 費 11,000 6,000 5,000 

生 活 保 護 総 務 費 2,459,000 2,185,193 273,807 

扶 助 費 312,636,000 305,948,759 6,687,241 

小   計 333,154,364 321,441,863 11,712,501 

環 境 保 健 費 

結 核 対 策 費 1,308,000 1,005,586 302,414 

予 防 費 792,880 662,228 130,652 

母 子 保 健 対 策 費 364,880 169,429 195,451 

精 神 保 健 福 祉 費 540,260 259,536 280,724 

生 活 習 慣 病 対 策 費 2,607,830 1,852,060 755,770 

食 品 衛 生 費 617,000 553,452 63,548 

生 活 衛 生 総 務 費 606,540 604,940 1,600 

生 活 衛 生 指 導 費 81,000 61,060 19,940 

保 健 所 費 14,048,620 12,906,280 1,142,340 

医 務 費 681,320 299,595 381,725 

薬 務 費 206,000 150,165 55,835 

企 画 調 整 費 208,080 185,970 22,110 

自 然 保 護 総 務 費 27,000 27,000  

小   計 22,089,410 18,737,301 3,352,109 

合   計 355,243,774 340,179,164 15,064,610 
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（２） 特別会計 

ア 歳入  

（単位：円） 

款 目 節 細節 調定額 収入済額 不納欠損処分額 収入未済額 

諸 収 入 

母子福祉資金

貸 付金 収入 

現 年 度 
収 入 

元 金 30,642,858 30,485,501  157,357 

過 年 度 
収 入 

元 金 7,686,346 974,135  6,712,211 

利 子 94,964 21,583  73,381 

寡婦福祉資金

貸 付金 収入 

現 年 度 
収 入 

元 金 133,872 133,872   

雑 入 ・ 

母 子 寡 婦 

過 年 度 
収 入 

 19,000 19,000   

合   計 38,577,040 31,634,091  6,942,949 

 

イ 歳出  

                          （単位：円） 

款 目 令達額 支出額 残額 

母子父子寡婦 

福祉資金貸付費 

指  導  調  査  費 255,000 174,514 80,486 

母 子 福 祉 資 金 貸 付 費 24,000,000 19,115,500 4,884,500 

寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 費 700,000  700,000 

父 子 福 祉 資 金 貸 付 費 4,800,000 3,050,000 1,750,000 

合   計 29,755,000 22,340,014 7,414,986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

第２章 各総室の平成 29年度事業概要 
 

 

 

 

第２章‐Ⅰ  保健総室の概要 



18 

 

Ⅰ－１ 指導予防課 
 

１ 医務薬務 
 

（１）医務 
人口 10万人当たりの医療施設数、医療従事者数とも、県平均、全国平均よりも少なく、また、

医療施設、医療従事者がむつ市に集中しています。 

病院等の立入検査は、病院等の医療機関が、医療法その他関係法令により規定された人員及

び構造設備を有し、かつ適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、科学的

かつ適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的として行っています。 

  院内の事故防止対策の実施状況の確認のほか、医療従事者の勤務状況の確認に重点を置いて

実施しました。 

 

ア 医療施設数等                   （平成 30年 3月 31日現在） 

区   分 総 数 むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 
病   院 4 3 1                   
病 床 数 632 584 48    

 

一  般 454 406 48    
精  神 54 54     
結  核       
感 染 症 4 4     
療  養 120 120     

一般診療所 45 36 2 3 1 3 

 
無床診療所 38 30 2 2 1 3 
有床診療所 7 6  1   
病 床 数 105 86  19   

歯科診療所 24 20 1 2  1 
助 産 所       
施 術 所 30 28 2    
歯科技工所 7 5 1   1 
※一般診療所には特別養護老人ホーム等に設置されている入所者専用の医務室等を含む。 

 

イ 医療従事者数                 （平成 28年 12月 31日現在） 
区    分 総 数 むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 
医  師 109 

 
99 6 3 1  

歯 科 医 師 31 28 
 

1 1  1 
薬 剤 師 87 81 3 3   

 

ウ 立入検査の状況 

年度 
区分 

27 28 29 

対象施設数 対象施設数 対象施設数 立入件数 対象施設数 立入件数 

病 院 4 4 4 4 4 4 

一般診療所 44 16 44 15 45 15 

歯科診療所 23 9 23 8 24 9 

助 産 所       

施 術 所 32 11 30 13 30 4 

歯科技工所         6    6  7 1 
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エ 救急告示医療機関                 （平成 30年 3月 31日現在） 

№ 施設名 所在地 告示年月日 ＴＥＬ 

1 むつ総合病院 むつ市小川町一丁目2－8 平成29年2月1日 
0175- 

22-2111 

2 国民健康保険大間病院 下北郡大間町大字大間字大間平20-78 平成29年2月1日 
0175- 

37-2105 

 

（２）薬務 
薬局・医薬品販売業・毒物劇物販売業のほとんどは、むつ市に集中しています。薬事監視は

主に管理者の適正管理、手続等の記録の保存、制限品目の確認及び服薬指導の実施状況の確認

に重点をおき実施しました。 

また、麻薬取扱施設についても立ち入りし、記録・残数の確認等、適正使用についての指導

を行いました。 

 

ア 薬務関係施設数                 （平成 30年 3月 31日現在） 

         市町村名 

区分 
総 数 むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 

医薬品製造業（専業）     1     1     

化粧品製造販売業 1    1       

化粧品製造業 1  1    

薬局製剤製造販売業 3 3     

薬局製剤製造業 3 3     

薬局   23   21 1 1   

店舗販売業 23 19 1 1  2 

一般販売業           

卸売販売業     7     5  2   

配置販売業       

特例販売業                

 

一 般                    

歯 科       

ガ ス       

医療機器修理業 4 3  1   

高度管理医療機器等販売業等 33 29 1 3   

管理医療機器販売業等 146 133     7     3     2    1 

毒物劇物販売業   36   26     2    5     1     2 

 

一 般   27     19     2 4          2 

農業用   7 5            1 1          

特定品目     2 2     

麻薬取扱施設 57 49 2 4 1  1 
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イ 薬務関係監視の状況 

年度 

区分 

27 28 29 

 対象施設

数 

監視施設 対象施設 監視件数 対象施設 監視件数 

医薬品製造業（専業） 1  1  1  

化粧品製造販売業 1  1  1  

化粧品製造業 1  1  1  

薬局製剤製造販売業 4 3 4  3 1 

薬局製剤製造業 4 3 4  3 1 

薬局 23 15 

 

23 11 23 24 

店舗販売業 19 9 20 10 23 2 

一般販売業       

卸売販売業 7 3 7 4 7 6 

薬種商販売業       

配置販売業       

特例販売業 1  1 1   

医療機器修理業 4 2 4 2 4  

高度管理医療機器等販売業等 34 

 

18 34 15 33 23 

管理医療機器販売業等 145 13 144 16 146 7 

毒物劇物販売業 41 20 41 16 36 19 

麻薬取扱施設 57 30 56 32 57 40 

 

ウ 大麻・けしの除去状況 
大麻については、過去に管内で自生していた場所があるため調査しました。 
けしについては、不正栽培の発見があり、栽培者に除去させました。 

 

（ⅰ）大麻除去本数 
      年度 

区分 
27 28 29 

管 

内 

調査除去延箇所数   1 

除去本数    

県 

内 

調査除去延箇所数 192 120 200 

除去本数 373,622 117,122 106,523 
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（ⅱ）けし除去本数 
      年度 

区分 
27 28 29 

管 

内 

調査除去延箇所数 85 20 18 

除去本数 3, 229 615 246 

県 

内 

調査除去延箇所数 339 110 225 

除去本数 18,930 19,188 5,079 

 

エ 献血バスによる献血状況 
市町村献血推進協議会により、地域住民への献血思想の普及、職場における献血協力体 

制の組織化、献血バスの運行の手配等、広く献血活動が行われています。 

管内献血者数  平成 28年度 1,857人 → 平成 29年度  1,819人 

献血バス県全体 平成 28年度 22,907人 →  平成 29年度 25,082人 

区分 

 

市町村 

全血献血（献血バス） 

目標量 

(L) 

確保量 

(L) 

達成率 

(%) 

200ml 

(人) 

400ml 

（人） 

む つ 市 561.0 571.6 101.9 40 
 

1,409 
, 大 間 町 51.0 

 
50.0 98.0 

 
 125 

東 通 村 51.0 64.8 127.1  162 

風 間 浦 村 17.0 18.0 105.9  45 

佐 井 村 17.0 15.2 89.4  38 

管 内 計 697.0 
 

719.6 103.2 40 1,779 

青 森 県 10,047.0 9,822.4 97.8 1,052 24,030 

※ 献血バス（成分バス）は、平成 21年度から廃止となっています。 

 

オ 薬物乱用防止啓発活動 

実施事項 開催日 場所 対象者 対象人数 

青森県薬物乱用防止 

指導員むつ地区 

協議会総会 

平成 29年 6月 26日(月) むつ来さまい館 
青森県薬物乱用

防止指導員 
15名 

研修会 平成 29年 6月 26日(月) むつ来さまい館 
青森県薬物乱用

防止指導員 
15名 

薬物乱用防止教室 平成 29年 6月 27日（火） 
むつ市立関根中

学校 
生徒及び教職員 36名 

薬物乱用防止教室 平成 29年 7月 10日（月） 
むつ市立大畑中

学校 
生徒及び教職員 175名 

薬物乱用防止教室 平成 29年 7月 11日（火） 
県立大湊高等学

校 
生徒及び教職員 590名 

薬物乱用防止教室 平成 29年 11月 1日（水） 
県立むつ工業高

等学校 
生徒及び教職員 135名 

薬物乱用防止教室 平成 29年 11月 9日（木） 
県立大湊高等学

校川内校舎 
生徒及び教職員 19名 

薬物乱用防止教室 平成 29年 12月 8日（金） 
県立田名部高等

学校（定時制） 
生徒及び教職員 86名 
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２ 各協議会 
 

（１）下北地域保健医療推進協議会 
この協議会は、青森県保健医療計画に基づく地域における保健医療活動を効果的に推進する

ために設置しており、保健医療福祉に従事している者、学識経験者、行政機関の職員及び関係

団体の役職員等を委員に、地域の課題や取り組みについて協議し、保健医療計画に反映してい

くものです。   

平成 29年度は、以下のとおり地域協議会及び各部会を開催しました。 

開催日時 開催場所 出席数 内 容 

平成 29年 

9月 4日(月) 

18:30～20:00 

むつグラ

ンドホテ

ル 

委員 

26名 

オ ブ ザ

ーバー 

３名 

◆下北地域保健医療推進協議会、同医療対策部会及び保

健対策部会合同会議 

＜議事＞ 

(1)組織体制の見直しについて 

(2)健康あおもり２１下北圏域計画「Ｉ ＬＯＶＥ 

下北健康２１」（第２次）重点課題の目標達成状況

について 

(3)「青森県保健医療計画」の見直しについて 

 

 

（２）下北地域新型インフルエンザ対策協議会 
この協議会は、下北地域における新型インフルエンザ対策の充実を図るため、二次保健医療

圏ごとに設置され、医療・消防・警察・行政関係者等を委員に、圏域における新型インフルエ

ンザにかかる医療提供体制や下北地域新型インフルエンザ医療確保シートの策定について協議

を行います。 

平成 29年度に協議会の開催はありませんでしたが、下北地域新型インフルエンザ医療確保シ

ートを改正し、協議会委員に送付しました。 

 

（３）下北地域災害医療対策協議会 
この協議会は、災害時において関係機関が連携して地域医療を確保するため、二次保健医療

圏ごとに平成 26年度から設置され、医療・消防・行政関係者等を委員に、災害時の医療提供体

制の確保・構築のために協議を行い、災害時には、圏域の災害医療に関する基本的な情報の収

集・整理、医療資源の確認及び災害時の医療連携体制を構築するに当たって必要な資源の把握、

関係機関の情報共有、医療ニーズの把握・分析等を行います。 

平成 29年度に協議会の開催はありませんでしたが、協議会委員に地域災害医療コーディネー

ターを追加委嘱しました。 

 

（４）下北地域健康危機管理協議会 
この協議会は、管内における健康危機管理対策を講じるため、二次保健医療圏ごとに設置さ

れ、医療・消防・警察・行政関係者等を委員に、管内市町村における健康危機管理対策に関す

る現状等について協議を行います。 

平成 29年度に協議会の開催はありませんでしたが、下北地域県民局健康危機管理手引書を改

訂し、協議会委員に送付しました。 
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Ⅰ－２ 生活衛生課 
 

１ 食品衛生 
食品の安全性を確保するために食品衛生法に基づき策定した「青森県食品衛生監視指導計画」 

に基づく営業施設等の監視指導を実施し、食中毒の防止及び不良食品の排除に努めました。また、

衛生講習会の実施等により食品関連事業者等の衛生意識の向上、食品衛生に関する知識の普及並

びに最新の情報提供に努めました。 

 

（１）営業許可を要する業種･施設･許可･監視等の状況 
新規 134件及び継続 310件の営業許可を行うとともに、許可営業施設 2,076施設について「青

森県食品衛生監視指導計画」に基づく監視指導を 1,454件行いました。その結果、監視指導計

画の達成率は 136.4％でした。 

ア 営業許可施設数及び行政処分件数                      （単位：件） 

       区  分 
 
 業  種  

営
業
施
設
数 

許可件数 
廃
業
施
設
数 

監
視
指
導
件
数 

監
視
指
導
計

画
件
数 

監
視
指
導
計

画
達
成
率
％ 

行政処分 注意又は勧告 

継 
続 

新 
規 

営
業
禁
止 

営
業
停
止 

改
善
命
令 

物
品
廃
棄 

そ
の
他 

文 
書 

口 
頭 

飲
食
店
営
業 

食堂・ﾚｽﾄﾗﾝ等 305 48 
 

20 
７ 

46 184 168 109.5      141 43 

仕出・弁当 67 12 3 4 71 73 97.3      61 10 

旅館 103 31 2 10 100 116 86.2      76 24 

その他 478 43 29 54 319 181 176.2      143 176 

臨時 197 27 23 17 85 96 88.5      4 81 

喫茶店営業 53 11 2  37 17 217.7      35 2 

菓子製造業 109 15 7 4 98 54 181.5      83 15 

あん類製造業 1     1 0.0        

アイスクリーム類製造業 30 2 2 1 33 15 220.0      28 5 

乳処理業 1    2 1 200.0      1 1 

乳製品製造業 2    6 2 300.0      4 2 

乳類販売業 222 45 9 21 141 79 178.5      118 23 

臨時乳類販売業 1              

食肉販売業 136 26 10 15 111 77 144.2      91 20 

臨時食肉販売業 9  1            

食肉製品製造業 2  1 1 2 2 100.0      2  

魚介類販売業 220 32 14 19 168 102 164.7      136 32 

臨時魚介類販売業 11 2      2       

魚介類せり売り営業 5 3 1  7 4 175.0      7  

魚肉練り製品製造業 1    1 1 100.0      1  

食品の冷凍又は冷蔵業 13 2 3 2 11 12 91.7      10 1 

清涼飲料水製造業 4    2 4 50.0      2  

氷雪製造業 3 1 1  6 1 600.0      6  

食用油脂製造業 1     1 0.0        

みそ製造業 4    1 2 50.0       1 

ソース類製造業 3    5 2 250.0      5  

酒類製造業 4 1   3 2 150.0      3  

豆腐製造業 6    1 3 33.3       1 

めん類製造業 25 2 1  8 13 61.5       7 1 

そうざい製造業 55 6 3 6 46 35 131.4      38 8 

缶詰又は瓶詰食品製造業 5 1 2  6 2 300.0      3 3 

平成29年度 計 2,076 310 134 200 1,454 1,066 136.4      1,005 449 

平成28年度 計 2,142 277 105 184 1,202 1,100 109.2      867 335 

平成27年度 計 2,221 140 136 116 1,502 1,089 137.9      719 783 
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イ 市町村別営業許可施設数                      （単位：件） 

市町村名 

 

 

業 種  

む

つ

市 

大

間

町 

東

通

村 

風
間
浦
村 

佐

井

村 

そ
の
他
※ 

合
 

計 

飲食店営業                        706 107 69 33 30 8     953 

臨時飲食店営業      197 197 

喫茶店営業 47 4 1 1   53 

菓子製造業 75 6 20 5 2 1 109 

あん類製造業 1      1 

アイスクリーム類製造業 24 1 1 3 1  30 

乳処理業 1      1 

乳製品製造業 2      2 

乳類販売業 154 16 32 11 7 2 222 

臨時乳類販売業      1 1 

食肉販売業 97 6 19 5 4 5 136 

臨時食肉販売業      9 9 

食肉製品製造業 1  1    2 

魚介類販売業 132 36 23 9 8 12 220 

臨時魚介類販売業      11 11 

魚介類せり売営業 3 1 1    5 

魚肉練り製品製造業 1      1 

食品の冷凍・冷蔵業 11  1  1  13 

清涼飲料水製造業 2 1 1    4 

氷雪製造業 1  2    3 

食用油脂製造業  

   

   

1      1 

みそ製造業 3    1  4 

ソース類製造業 2  1    3 

酒類製造業 2 1 1    4 

豆腐製造業 4    2  6 

めん類製造業 10 1 14    25 

そうざい製造業 31 5 14 4 1  55 

缶詰又は瓶詰食品製造業 5      5 

平成29年度   計 1,316 185 201 71 57 246 2,076 

平成28年度   計 1,351 193 218 80 57 243 2,142 

平成27年度   計 1,404 203 233 77 63 241 

 

2,221 

※ その他は、臨時営業（飲食店、乳類、食肉、魚介類）、移動営業の県内一円（青森市、八戸市 

を除く。）等 
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（２）営業許可を要しない業種・施設・監視等の状況 

許可を要しない食品等取扱施設 834 施設について、「青森県食品衛生監視指導計画」に基づ

き監視指導を 643件行った結果、監視指導計画の達成率は全体で 265.7%でした。 

特に、健康被害発生時の影響が大きい学校及び社会福祉施設等の集団給食施設については、

「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、衛生管理状況の一斉点検を実施し、不備事項

に対する改善指導を行いました。                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）魚介類行商等の登録状況 

区分 新 規（件） 更 新（件） 登録数（件） 
営業者及び 

従業員の数（人） 

魚介類  11 13 
 

17 

アイスクリーム類  6 6 14 

計  17 19 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業  種  別 施設数 
監視指導 
件数 

監視指導 
計画件数 

達成率(％) 

給食施設 

学校 22 27 19 142.1 

病院・診療所 9 5 5 100.0 

事業所 13 4 4 100.0 

その他 60 40 31 129.0 

食品製造業 39 6 8 75.0 

野菜果物販売業 174 94 44 213.6 

そうざい販売業 108 87 27 322.2 

菓子(パンを含む)販売業 159 122 40 305.0 

食品販売業(上記以外) 187 122 47 259.6 

添加物の販売業 30 57 8 712.5 

器具・容器包装おもちゃの 
製造業又は販売業 

33 79 9 877.8 

計 834 643 242 265.7 
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（４）食品の収去検査実施状況 
不良食品の排除及び適正表示の徹底を図るため、県内で製造及び流通する食品を収去し、東

地方保健所、青森県環境保健センター（放射性セシウムについては（一社）青森県薬剤師会衛

生検査センターに委託）において検査を実施しました。また、夏期及び年末一斉取締において、

食品の収去及び不良食品の発見・排除に努めました。 

 

＜食品の収去検査実施状況＞                             （単位：件） 

 

 

検体名 

 

っ
検査 

年度 

検査した 

収去検体数 

微生物学的検査 理化学的検査 

良 不良 良 不良 

29 28 27 29 28 27 29 28 27 29 28 27 29 28 27 

魚介類 9 6 6 2 2 2    7 4 4    

冷

凍

食

品 

無加熱摂取                

加熱後摂取（凍結直前加熱）                

加熱後摂取（凍結直前未加熱）                

生食用冷凍鮮魚介類                

魚介類加工品 7 6 8  1 1    7 5 7    

肉卵類及びその加工品 5 4 6 1  1    5 4 5    

乳 2 2 2 1 1 1    3 3 3    

乳製品 1 1 1 1 1 1          

乳類加工品                

アイスクリーム類、氷菓 1 1 1 1 1 1          

穀類及びその加工品 8 8 7 3 3 3    5 5 4    

野菜類・果物・加工品 13 12 15 4 4 5    9 8 10    

菓子類 9 9 10 5 3 1  1 1 4 5 8    

清涼飲料水 2 1 2 1      1 1 2    

酒精飲料                

氷雪                

水                

缶詰・ビン詰食品 1 1 1       1 1 1    

その他の食品 9 12 6 7 7 6    2 5     

化学合成添加物                

器具及び容器包装                

おもちゃ                

計 67 63 65 26 23 22  1 1 44 41 44    

（放射性セシウム及び麻痺性貝毒、下痢性貝毒については理化学的検査の件数に追加。） 
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（５）不良食品等の発見及び措置状況 
    ２件の不良食品等の発生があり、再発防止のため営業者に対して指導等必要な措置を行いま 

   した。                              

   （単位：件） 

区分 

 

 

 

 

 

 食品名 

 

不

良

食

品

発

生

件

数 

 

消

費

者

の

届

出 

 

保

健

所

で

発

見 

発見 
場所 

不 良 理 由 行 政 措 置 の 状 況 

県 

 

内 

県 

 

外 

表

示

違

反 

規格 

基準 

カ

ビ 

･ 

異

物

混

入 

変

敗 

･ 

そ

の

他 

回 

収 

･ 

返

品 

･ 

廃

棄 

営

業

停

止 

整

備

改

善 

口

頭

指

導 

他

の

保

健

所

に

移

送 

そ

の

他 

細 

 

菌 

理

化 

学 

食 

 

品 

菓子類 1 1  1      1      1 

乳及び乳製品                 

食肉及び食肉製品 1 1  1     1       1 

魚介類及びその加工品 1 1   1    1       1 

清涼飲料水                 

めん類                 

そうざい及びその半製品 3 3  3     3       3 

その他の食品 1  1 1     1       1 

器具及び容器包装                 

平成29年度 計 7 6 1 6 1    6 1      7 

平成28年度 計 2 1 1 1 1 1    1      2 

平成27年度 計 4 3 1 3 1    2 2      4 

 

（６）行政処分等の状況    

                                    （単位：件） 

 

      区分 

 

 

 

 

年度 

違
反
件
数
（
実
数
） 

違反内容 違反条項 行政処分内容 
 

 

そ

の

他 

 

 

告 

 

発 

 

異 

 

物 

 

法

定

外

添

加

物 

 

規

格

基

準 

 

表 

 

示 

 

そ

の

他 

 

法 

6 

条 

 

法 

9 

条 

 

法

10

条 

 

法

11

条 

 

法

19

条 

 

法

52

条 

 

禁 

 

止 

 

停 

 

止 

 

廃 

 

棄 

 

整

備

改

善 

命

令 

平成29年度計                   

平成28年度計                   

平成27年度計                   
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（７）食中毒発生状況 
食中毒発生の未然防止を図るため、営業施設等に対する監視指導及び衛生講習会の実施等に

より食品取扱施設における食中毒防止対策の徹底を指導するとともに、一般家庭に対しても広

報等により食中毒予防の普及啓発に努めました。平成 29 年度の食中毒事件の発生はありませ

んでした。                 

年度 発生件数 患者数 

平成29年度   

平成28年度   

平成27年度   

 

（８）食品衛生関係講習会等の実施状況 
    食品衛生責任者講習会のほか、児童福祉施設の調理従事者に対する衛生講習会を延べ６回実

施し、総受講者数は 284名でした。 

＜平成29年度食品衛生関係講習会実績＞ 

№ 開催月日 内   容 
参加者
（人） 

対   象 

1 平成29年5月29日 食生活改善推進員養成講座 15 食生活改善推進員 

2 平成29年6月15日 食品衛生責任者講習会 50 食品衛生責任者 

3 平成29年9月12日 食品衛生責任者講習会 72 食品衛生責任者 

4 平成29年10月24日 
青森県保育連合会むつ支部給食
部会 一日調理実習 

18 保育園給食担当者 

5 平成29年11月16日 食品衛生責任者講習会 78 食品衛生責任者 

6 平成30年3月8日 食品衛生責任者講習会 51 食品衛生責任者 

６ 回   284  
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２ 生活衛生 
 

（１）生活衛生営業施設関係 
住民の日常生活と密接な関係にある理容所、美容所、クリーニング所、旅館、公衆浴場及び

興行場の生活衛生関係営業について、各々関係法令に基づき確認及び許可事務を行ったほか、

施設の衛生確保について監視指導を行いました。 

ア 生活衛生関係営業施設許可等の状況                (単位：施設) 

 
   施設区分 

 
 
 
 
 
許可等     
       

 

理

容

所 

 

美

容

所 

  

（

取

次

所

再

掲

） 
 

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所 

 

旅

館 

 

公
衆
浴
場 

 

興 
 

行 
 

場 

 

ホ

テ

ル 

 
旅

 

館 

 

簡
易
宿
所 

 

下

 

宿 

 

計 

 

一

 

般 

 

そ

の

他 

 

計 

許 可 
(確認) 

29年度 1 6           

28年度 1 6 1(1)  5   5     

27年度 1 10 1(1)  1 1  2     

廃 止 

29年度 3 7   3   3     

28年度 8 11   4 3  7     

27年度 4 10   4 1  5     

 

イ 生活衛生関係営業施設監視・指導の状況              （単位：件） 

  
    施設区分 
 
 
 
 
 
年 度 

 

理 
 

容 
 

所 

 

美 
 

容 
 

所 

  

（

取

次

所

再

掲

） 
 

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所 

 

旅

館 

 

公
衆
浴
場 

 

常

設

興

行

場 

 

ホ

テ

ル 

 

旅

 

館 

 

簡
易
宿
所 

 

下

 

宿 

 

一

 

般 

 

そ

の

他 

29 50 65 15(9) 13 54 10  16 9 3 

28 54 79 17(6) 19 44 9  21 3 3 

27 62 64 19(7) 12 52 20  15 6 2 
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ウ 生活衛生関係市町村営業施設数                  (単位：施設) 

  

     施設区分 

 

 

 

市町村名 

 

理 
 

容 
 

所 

美 
 

容 
 

所 

 

（
取
次
所
再
掲
） 

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所 

 

旅 

館 

 

公

衆 

 

浴

場 

 

常

設

興

行

場 

 

ホ

テ

ル 

 

旅

 

館 

 

簡

易

宿

所 

 

下

 
宿 

 
一

 

般 

 

そ

の

他 

む つ 市 105 152 32(12) 8 37 29  12 6 1 

大 間 町 15 12 2 1 12 7  1 1 1 

東 通 村 7 8 1(1) 1 16 6  2   

風 間 浦 村 6 5   16 8  3   

佐 井 村 3 5 1  9 4    1 

29年度 計 136 182 36(13) 
10 90 54  18 7 

3 
154 

 

25 

28年度 計 138 183 36(13) 
10 93 54  18 7 

3 
157 25 

27年度 計 145 188 35(12) 
10 92 57  18 7 

3 
159 25 

 

（２）水道及び飲料水関係 
水道法、青森県小規模水道規制条例及び青森県飲用井戸等対策要領に基づき、飲料水の衛生

確保を図るため、立入検査を実施し、施設の適正維持管理の徹底及び水質検査の励行について、

監視指導を行いました。 

また、飲用井戸については、管内市町村の協力を得ながら施設の実態把握に努めました。 

なお、事務の一部を権限移譲（専用水道及び簡易専用水道の事務をむつ市と東通村、飲用井

戸及び小規模受水槽水道の事務をむつ市、小規模水道の事務を東通村）したため当該部分は計

上していません。 

  ＜各種水道施設の状況＞                                             (単位：件) 

           
   区分                         

 
 
 
市町村名 

上

水

道

 
 
 
 
 
 
 

簡

易

水

道

 
 
 
 
 
 
 

専

用

水

道

 
 
 
 
 
 
 

小
規
模
水
道

 
 
 
 
 
 
 

飲用井戸     簡
易
専
用
水
道 

小
規
模
受
水
槽 

計 

一

 

般 

業

務

用 

む つ 市 1  － 10 － － － － 11 

大 間 町 1    12 5 9 2 29 
東 通 村 1  － －  10 － 5 16 

風 間 浦 村  3   6 2 4  15 

佐 井 村  1   11 1 1 4 18 

29年度 計 3 4  10 29 18 14 11 89 

28年度 計 3 4  9 29 18 13 11 87 

27年度 計 5 14  9 27 30 12 14 111 

  －：権限移譲 
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（３）建築物衛生関係 

    「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用、利用する一

定規模以上の特定建築物について立入検査を実施し、建築物の空気環境、飲料水、清掃及びね

ずみ昆虫等の防除のほか、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について指導を行

いました。 

    また、建築物衛生事業者の登録を行うとともに、事業者に対し作業及び機械器具の維持管理

の方法等について指導を行いました。 
 

ア 特定建築物施設数及び監視指導件数                    (単位：施設) 

     種 別 
市町村名 

興 行 場 百 貨 店 店  舗 事 務 所 学  校 旅  館 そ の 他 計 

む つ 市 1(1) 1(1) 3(3) 5(1) 1(1) 5(5) 1(1) 17(13) 

大 間 町 1(1)   2(2)    3(3) 

東 通 村    3(1)    3(1) 

風 間 浦 村         

佐 井 村       1(1) 1(1) 

29年度 計 2(2) 1(1) 3(3) 10(4) 1(1) 5(5) 2(2) 24(18) 

28年度 計 2(2) 1(1) 3(3) 10(4) 1(1) 5(6) 2(2) 24(19) 

27年度 計 2(2) 1(1) 4(4) 10(4) 

 

 6(6) 1(1) 24(18) 

   ( )内は、監視指導件数 

 

イ 建築物衛生に係わる登録営業所数                (単位：件数) 

 種別 
 
 
 
年度 

清掃業 
空  気
環  境
測定業 

空 気
調和用
ダクト
清掃業 

飲料水
水 質
検査業 

飲料水
貯水槽
清掃業 

排水管
清掃業 

ねずみ
昆虫等
防除業 

環境衛
生総合
管理業 

計 

29 4 2   5(1) 3  1 15(1) 

28 4(1) 2   5(1) 3(1) 1 1 16(3) 

27 4 2(1)   5(1) 3 1 1 16(2) 
（ ）内は、監視指導件数 

 

（４）その他の施設関係 

    管内にある学校プール以外の遊泳用プール、墓地及び火葬場等の設置状況は表のとおりです。 

                      (単位：か所)  

    種 別 
 
市町村名 

遊泳用プール       火 葬 場       墓 地       納 骨 堂       

む つ 市 3 4 97 3 

大 間 町 1 1 6  

東 通 村  1 28  

風 間 浦 村   6  

佐 井 村  1 13 1 

29年度 計 4 7 150 4 

28年度 計 4 7   150 4 

27年度 計 4 7 149 4 
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（５）化製場等関係 

ア 化製場の設置状況 

     下北郡東通村に１施設、風間浦村に１施設設置されています。 

 

   イ 死亡獣畜取扱場の設置状況 

     該当がありません。 

 

（６）温泉関係 

    温泉法に基づき源泉の適正管理について指導を行ったほか、温泉の利用許可事務及び温泉利

用施設の衛生監視・指導を行いました。 
 

ア 温泉（源泉）及び利用施設の監視指導状況               (単位：件) 

監視指導件数 

    区分 

年度 
合計 

源泉・掘さく 

・動力(増掘) 
利用施設 備  考 

29 46 6 40  

28 71 22 49  

27 49 17 32  

 

イ 温泉（源泉）数及び許可(承継承認)の状況               (単位：件) 

市町村名 
区分 

 
年度 

温泉数 
掘さく申請 

(掘さく許可） 

動力申請 

(動力許可) 

利用申請 

(利用許可) 

利用承継承認
申請（利用承
継承認） 

総 計 

29 73 
 

1(1)    

28 73 1(1)  2(2)  

27 72 1(1)  3(3)  

む つ 市 

29 51     

28 51   2(2)  

27 51 1(1)  3(3)  

大 間 町 

29 1     

28 1     

27 1     

東 通 村 

29 2     

28 2     

27 2     

風 間 浦 村 

29 16 1(1)    

28 16 1(1)    

27 15     

佐 井 村 

29 3     

28 3     

27 3     

  （ ）内は、許可・承認件数 
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Ⅰ－３ 健康増進課 
 

１ 保健・医療・福祉包括ケアシステムの推進 
保健・医療・福祉包括ケアシステムとは、地域のすべての住民がたとえ疾病や障害をもっても、

生きがいをもち、安心・安全な生活を送ることを目的に、保健・医療・福祉等の各機関が十分に

役割を果たすことができる仕組みを推進するものです。 

 

（１）地域・職域連携推進協議会 

地域保健と職域保健の連携により、生涯を通じた継続的な保健サービスの提供体制を整備す

ることを目的とし、地域・職域連携推進協議会を開催しました。平成 21年度から地域保健医療

推進協議会保健対策部会と併催し、健康あおもり 21下北圏域計画（第２次）の推進について協

議しました。 

開催日 開催場所 出席者 

平成 29年 

9月 4日 
むつグランドホテル 

26人 

（委員：15人、オブザーバー(市町村)：3人、事務局：

9人） 

 

（２）認知症地域連携懇談会 

    認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続

けることができる社会の実現を目指し、認知症の早期発見・早期対応のための体制整備や医療

及び介護の連携の推進を図ることを目的に懇談会を開催しました。 

開催日 内容 開催場所 出席者 

平成 30年 

1月 22日 

１ 情報提供 

（１）「県内の認知症施策の取組状況に

ついて」 

（２）「むつ総合病院認知症疾患医療セ

ンターの役割と取組状況につい

て」 

２ 情報交換 

「管内市町村の認知症施策の推進

に向けて」 

プラザホ

テルむつ 

14人 

（認知症疾患医療セン

ター：１人、認知症サ

ポート医：５人、市町

村(委託地域包括支援

センター含）：８人、

県高齢福祉保険課： 

１人、保健所：６人） 
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（３）医療介護連携調整実証事業 

顔と顔の見える関係づくりを大事にし、「橋渡し窓口」の内容の充実と橋渡し看護・介護の質

の向上に努め、更に医療と介護の連携が深まることを目的に事業を実施しました。 

 

年月日 内  容 

平成 29年 6月 12日 

13日 

＜病院等へ事業説明＞ 

・モデル事業開始にあたり、むつ総合病院、むつリハビリテーション

病院、大間病院、むつ下北医師会長へ高齢福祉保険課及び保健所で

説明廻り（院長、総看護師長、連携室等関係職員） 

平成 29年 8月 24日 ＜市町村等担当者会議＞ 

〇市町村及び地域包括支援センター職員が 19人出席 

・市町村及び地域包括支援センターへ事業説明及びケアマネアンケー

ト調査の依頼、入退院調整の現状及び在宅医療介護連携推進事業の

進捗状況等について意見交換 

平成 29年 8～10月 ＜ケアマネアンケート調査＞ 

・各市町村に対し、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所の

ケアマネを対象としたアンケート調査の集計を依頼し、調査結果を

分析 

平成 29年 11月 21日 ＜ケアマネ協議＞ 

〇市町村及び地域包括支援センター職員が 22人出席 

・市町村及び地域包括支援センターへケアマネアンケート調査結果の

情報提供及び現状の入退院調整の流れを確認 

平成 30年 1月 26日 

31日 

＜病院へ事業実施状況等説明＞ 

〇市町村及び地域包括支援センター職員が 22人出席 

・ケアマネアンケート調査結果の報告等について、むつ総合病院、む

つリハビリテーション病院、大間病院へ高齢福祉保険課及び保健所

で説明廻り（総看護師長、連携室等関係職員） 

平成 30年 2月 23日 ＜市町村・ケアマネ事業報告会＞ 

〇市町村及び地域包括支援センター職員が 24人出席 

・市町村及び地域包括支援センターへ事業報告書の内容等の意見交換 

平成 30年 3月 ＜事業報告書の作成＞ 

・病院、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等関係

機関あて報告書を送付 

※むつ下北医師会へは持参 
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（４）下北管内で開催されている各種協議会等への参加 

保健・医療・福祉の関係者が連携を強化し、地域にある既存の社会資源を有効活用し、サー

ビスを必要な人に一体的に提供できることを目的とした各種会議等に委員として参画しました。 

 

＜下北管内で開催されている各協議会等への参加＞ 

会議名 開催日及び内容 場所 

下北地域連携パス推進協議会

及び実務者連絡会 

協議会及び連絡会：１回（H29.8.7） 

・委員として出席 
公済会館 

むつ下北地域看護と介護の連

携作り委員会 

委員会：４回 

(H29.5.25、8.24、11.16、H30.2.22) 
むつ総合病院 

むつ下北地域橋渡し研修会 
研修会：２回 

（H29.9.2、10.14) 

むつグランドホテ

ル、下北文化会館 

むつ市地域ケア会議 
個別会議：１回（H29.10.18） 

合同会議：１回（H30.3.20） 
むつ市役所 

むつ市在宅医療・介護連携推進

協議会 

協議会：１回（H30.2.15） 

ワークショップ：１回（H29.10.8） 

・委員として出席 

むつ市役所、下北

文化会館 

 

（５）市町村保健福祉活動への支援 

市町村が行う保健福祉サービスの向上と、県内・圏域における保健福祉に関する情報の収集・

提供等を行うことにより、管内地域健康福祉施策の円滑な実施を図ることを目的に、市町村の

求めに応じて、下北地域県民局地域健康福祉部が持つ機能を活用し支援を行っています。 

 

＜市町村保健福祉活動への支援＞ 

市町村名 市町村からの要望とその他の支援内容 支援回数 

む つ 市 

①保健師活動打合せ 

②食生活改善推進員養成講座 

③下北地域県民局とむつ市との意見交換会 

④保健協力員総会 

⑤精神ケース検討、同行訪問 

⑥その他の支援 

・むつ市地域保健協議会 

・障害福祉計画等策定委員会 

・高齢者・障害者虐待防止等連絡協議会 

・合同地域ケア会議 

・むつ市在宅医療・介護連携推進協議会 

・市町村介護予防支援事業（むつ市現地支援） 

・国保・後期高齢者ヘルスサポート事業データヘルス計画作成支援に

係るヒアリング 

・むつ市地産地消運動協力店感謝祭（保健所ブース設置） 

年 31回 

大 間 町 

①保健協力会総会・研修会 

②食生活改善推進員総会・研修会 

③保健活動打合せ・評価会 

④健康づくり推進協議会 

年５回 
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東 通 村 

①保健師活動打ち合わせ・評価会 

②ヘルスプロモーション推進会議 

③国保・後期高齢者ヘルスサポート事業データヘルス計画作成支援に係

るヒアリング 

④国保・後期高齢者ヘルスサポート事業における保険者支援事業 

⑤市町村がん検診実地調査 

⑥健康まつり（保健所ブース設置） 

年 10回 

風間浦村 

①保健活動打合せ 

②ゆかい村フィットネス倶楽部 

③がん検診実地調査 

④青森県新任等保健師育成支援事業 

⑤海鮮どんぶり祭りにおける健康増進コーナー設置 

年９回 

佐 井 村 

①健康づくり推進協議会 

②がん検診実地調査 

③現地懇談会事前打合せ ２回 

④現地懇談会 

⑤保健活動打合せ・評価会 

⑥ヘルスアップ in佐井 （保健所ブース設置） 

年６回 

 

 

２ 健康づくり 
 

（１）喫煙対策推進事業 

喫煙はがん及び心臓病の重要な危険因子とされるとともに、また、喫煙者だけでなく、周囲

の非喫煙者にも健康被害を及ぼすことから、喫煙による健康被害に対する予防意識の普及啓発

を図ることを目的に事業を実施しました。 

 

ア 「空気クリーン車（受動喫煙防止対策実施車両）」推進事業 

現在、空気クリーン施設の登録は 252 件になっています。 
 

＜平成 29 年度までの登録状況＞ 

認証施設 

の種類 

官

公

庁 

文

化

施

設 

教

育

施

設 

保

育

施

設 

医
療
施
設
（
機
関
） 

福

祉

・

介

護

施

設 

体

育

施

設 

事

業

所 

公

共

交

通

機

関 

飲

食

店 

宿

泊

施

設 

そ

の

他 

タ
ク
シ
ー
等
の
車
両 

計 

交付済数 10 6 72 38 31 2 39   40 2 11 1 252 
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イ その他 

事業名 テーマ 
対象者 
参加者 

内容 

研修会 

①受動喫煙と「空気クリ

ーン施設」について 

②たばこもダメ！絶

対！ 

③受動喫煙対策につい

て 

①食品衛生責任者講習会

受講者 ４回 251名 

②・大畑中学校生徒、教

員 175名 

・大湊高校生徒、教員 

590名 

・大湊高校川内庁舎生

徒、教員 19名 

③・下北地区労働災害防

止団体等 17名 

・理容生活衛生同業組合 

30名 

・美容業生活衛生同業組

合 32名 

・アックスグリーンサー

ビス株式会社 ２回計 66

名 

①ミニ講話 

②防煙教室 

③健康教育 

検討会 

①妊産婦の喫煙対策に

ついて 

 

①むつ・下北管内母子保

健ネットワーク会議 

出席者 19名 

 

①意見交換 

 

広報活動 

①ポスターの掲示・パン

フレット配布 

②合同庁舎内放送 

①一般住民、親と子のよ

い歯のコンクール参加者 

②県民局職員 

 

①禁煙週間普及啓

発及び空気クリー

ン施設依頼時配布 

②禁煙週間普及啓

発 

 

（２）減塩の推進とバランスのよい食生活の普及 

食の環境づくり（青森のおいしい健康応援店認定事業） 

「肥満予防」「食塩摂取量の減少」「野菜摂取量の増加」を踏まえた食事メニューの提供を

行う飲食店等を認定し、県民が外食等を利用する際に適切なメニューを選択できる食環境の

整備を図ることを目的として実施しました。 

青森のおいしい健康応援店の認定は 36店になっています。 
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３ 栄養改善 

 

（１）給食施設栄養管理指導事業 

安全で栄養効果がある給食実施が適切に行われるために、給食従事者に対し栄養管理等

について研修会や個別巡回指導を実施しました。 

 

ア 給食施設栄養管理指導事業研修会 

開催日 内  容 場 所 参加者 

平成 30年 

3月 14日（水） 

講話 

栄養食事情報提供の必要性と活用 

演習 

栄養食事情報提供書を書いてみよう 

下北文化会館 病院、診療所、介護老人

保健施設、老人福祉施設、

障害者支援施設、福祉型

障害児入所施設、有料老

人ホームの管理栄養士、

栄養士、調理師、調理員 

 

イ 給食施設巡回指導 

年度 

個別巡回指導 給食施設数 

栄養士の 

いる施設 

栄養士の 

いない施設 

栄養士の 

いる施設 

栄養士の 

いない施設 

27 46 27 46 27 

28 47 22 47 22 

29 39 22 46 22 

 

（２）市町村栄養改善業務支援事業 

市町村保健計画の企画・立案及び地域住民を対象とした栄養相談等の栄養改善業務に従事す

る者の資質の向上を図り、市町村の栄養改善事業の推進を図ることを目的としています。 

管内市町村栄養士の配置は、平成 29年４月現在、むつ市に４名配置されています。そのほか

の管内町村の栄養改善業務は、主に地域活動栄養士が担当しています。 

 

ア 連絡調整会議・研修会 

 開催日 内  容 場 所 出席者 

連絡調整会

議・研修会 

平成29年 

6月21日（水） 

幼児の栄養指導について 

研修及び意見交換 
下北文化会館 

むつ市健康推進課１名 

地域活動栄養士１名 
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イ 保健所栄養士による市町村栄養改善業務援助回数 

年度 むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 合計 

27 4 1 2   7 

28 3 2  1 1 7 

 29 5 1  1  7 

 

４ 母子保健 

 

（１）未熟児等情報共有システム 

未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に未熟で、疾病にかかりやすく、心身に障害を残す

ことがあり、未熟児を養育する保護者の不安等も強いことから、未熟児等訪問指導を通じて育

児支援を適切にすすめ、関係機関と情報を共有し連携体制構築のため運用しています。 

 

＜平成 29年度未熟児等情報共有システム運用状況＞ 

市町村 低出生体重児数 
未熟児等出生連絡票

受理数 
未熟児等訪問指導連絡票

発行数 

むつ市 40件 19件 20件 

大間町 6件 2件 2件 

東通村 4件 2件 2件 

風間浦村    

佐井村    

計 50件 23件 24件 

 

（２）身体障害児等療育相談事業 

身体の機能に障害のある児又は機能障害を招く恐れのある児を早期に発見し、適切な治療上

の指導を行い、その障害の治療もしくは軽減を図ることを目的に療育相談を年４回開催しまし

た。 

また、身体障害児について障害の状態及び療育の状況を随時把握し、その状況に応じて適切

な福祉の措置について指導しています。 
 

＜相談者数、相談結果(相談者数の内、新規利用者数)＞   ＜相談内容（延件数）＞ 

 

 

 計 

肢体不自由 11 

補装具相談 1 

視覚障害 2 

聴覚・平衡機能障害 3 

音声・言語・咀嚼機能障害 11 

その他（栄養指導等） 8 

計 36 

 5 月 8 月 11 月 2 月 計 

要治療      

経過観察 5 8 6 9 28 

異常なし      

計 5 8 6 9 28（実人員 14） 
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（３）小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 
慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要とする児童等の健全育成

及び自立促進を図るため、小児慢性特定疾病児童等及びその家族からの相談に応じ、必要な情

報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整やその他の事業を行います。 

 

ア 療育相談（ひまわり相談・面接指導等）の実施状況  

 
利用者数延人数(実人員) 相談内訳数（延人数） 

計 男 女 申請 医療 看護 福祉 就学 栄養 歯科 他 計 

定期 

（12回） 
            

随時 
19 

(13) 

12 

(7)  

7 

(6) 
19        19 

合計 
19 

(13) 

12 

(7) 

 

7 

(6) 
19        19 

 
   イ 訪問指導  ※アの再掲 

訪問指導者数 

 計 男 女 

(3) 

2 
 

(3) 

2 

  

   ウ 電話相談 ： 延べ人数  1人 

 

（４）妊産婦支援体制整備事業 
ア 母子保健ネットワーク会議 

母子が健やかに妊娠、出産を迎え、育児を行うことができるよう、母子保健における課題

について関係機関が協議を行い、連携を一層強化することを目的として行っています。 

構成団体（医療、保健、福祉、その他団体の関係者） 

開催日 内   容 場 所 参加者 

平成 29年 

12月 11日 

(月) 

平成 29年度むつ・下北管内母子保健ネットワーク会議 

（１）情報提供内容 

  ・がん・生活習慣病対策課から、産後に「つながる」

禁煙支援事業について 

  ・平成 28年度妊産婦及び未熟児等情報共有システ 

ム運用状況 

（２）事例検討 

  ・ハイリスク妊産婦の支援・関係機関の連携のあり

方について 

 

青森県むつ

健康福祉庁

舎２階共有

会議室 

構成団体 

７団体 19名 

 

 

（５）女性健康支援事業 

思春期から更年期にいたる女性がその健康状態に応じ的確に自己管理を行うことがで

きるよう支援します。 

 

相談状況 

月１回の定期相談の開催、来所及び電話による随時相談を行い、相談件数は１件でした。 

疾患名 

・悪性新生物 

・膠原病 

・糖尿病 

・神経・筋疾患 

・慢性心疾患 等 
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（６）各種医療給付及び検査実施状況 

ア 小児慢性特定疾病医療費助成制度 
この制度は、長期にわたり療養を必要とする児童の健全育成を目的として、対象疾病の治

療にかかった費用の一部を公費によって助成するとともに、治療方法等の情報を今後の治療

研究に生かすものです。平成 27年 1月 1日から制度改正となり、対象疾病は 11疾患群から

14疾患群に追加・整理されました。 

平成 29 年度末現在、管内で小児慢性特定疾病医療受給者証を所持する対象児童数は

77 名となっています。 

 

イ 小児慢性特定疾病児童手帳交付事業 
上記アの対象児童に対し、緊急の連絡先等を記載する手帳（愛称：ひまわり手帳）を

交付しています。平成 29 年度の管内の交付件数は 10件となっています。 
 

ウ 先天性代謝異常等検査 
先天性代謝異常等検査は発見が遅れると障害の原因になる先天性の疾患を早期に発見し、

治療することを目的として全ての新生児を対象に実施しています。 

平成 25 年度から、新たな検査方法（タンデムマス法）が導入され、19 疾患について検査

することが出来るようになりました。 

先天性代謝異常検査結果、偽陽性であったのは２件、正常０件、確定診断０件あり、医療

機関と連絡をとり、精密検査の受診状況について確認しました。 

 

エ 青森県特定不妊治療費助成事業 
 不妊治療のうち、特定不妊治療（体外受精及び顕微授精）については、１回の治療費が高

額であり、その経済的負担が重いことから、費用の一部を助成しています。 

平成 29年度の管内の助成件数は 52 件となっています。 
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５ 歯科保健 
 

   （１）親と子のよい歯のコンクール 
幼児や保護者及び地域社会の歯科保健への関心を高めるため、健康な歯をもつ親と子を表彰

し、むつ・下北地域の母子歯科保健の推進を図るものとして、平成 29 年度「親と子のよい歯

のコンクール」第１次選考会をむつ下北歯科医師会と共催で実施しました。 

第１次選考会では、管内市町村から推薦のあった対象者 25組のうち 21組が参加し、参加者

の中から第１位の親子を決定、また参加者全員を表彰しました。 

 

 

＜開催実績＞ 

開催日 内  容 場 所 参加者 

平成29年 

6月10日（土） 

（１）下北地域県民局地域健康福祉部 

保健総室長挨拶 

（２）むつ下北歯科医師会会長講評 

（３）第１位者発表 

（４）第１次選考会参加者表彰 

下北文化会館 

２階大集会室 

管内市町村より推薦の

あった親子25組のうち

21組 

 

 ＜参加実績＞ 

年度 
コンクール対象者 

（３歳児健診むし歯０本児等） 
第１次選考会参加者数 

27 77組 28組 

28 32組 16組 

29 25組 21組 
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６ 精神保健福祉 
 

（１）入院通院医療事務関係 

ア 精神障害者申請・通報・届出及び移送の状況（平成 29年度）     （単位：件） 

区  分 
申請通報 

届出件数 

調査によ
り診察の
必要がな
いと認め
た者 

診察を受けた者 移送を行った件数 

法第 29条
該当症状
の者 

法第 29条
該当症状
でなかっ
た者 

調査から
１次診察
場所まで 

１次診察
場所から
２次診察
場所まで 

２次診察
場所から
病院まで 

一般の申請        

警察官の通報 1  1  1 1 1 

検察官の通報 1 1      

保護観察所長の通報  

 

 

      

矯正施設の長の通報 1 1      

病院の管理者の届出        

計 3 2 1  1 1 1 

 

イ 措置入院者                             （単位：人） 

28年度末患者数 29年度中新規患者数 29年度中解除患者数 29年度末患者数 

0 1 1 0 

 

ウ 入院形態別患者数（管内医療機関 平成 30年 3月 31日現在）    （単位：人） 

 総 数 措置入院 医療保護入院 任意入院 その他の入院 

平成 27年度 47  31 16  

平成 28年度 47  33 12  

平成 29年度 46  23 23  

 

エ 病名別入院患者数（管内医療機関 平成 30年 3月 31日現在）  （単位：人） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

統 合 失 調 症 27 23 22 

躁 う つ 病 7 5 6 

精 神 神 経 症 1 1 2 

精 神 病 質    

精 神 遅 滞 3   

て ん か ん 3 2 1 

中 毒 性 精 神 障 害   3 

そ の 他 及 び 不 明    

脳器質性精神障害 4 15 12 

そ の 他 の 精 神 病 2 1  

計 47 47 46 
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オ 精神障害者保健福祉手帳所持者数（各年度末日現在）      （単位：人） 

 む つ 市 大 間 町 東 通 村 風間浦村 佐 井 村 計 

平成 27年度 486 31 47 11 16 591 

平成 28年度 532 37 52 11 18 650 

平成 29年度 

計 560 37 48 14 20 679 

1級 133 5 15 3 5 161 

2級 355 25 24 9 14 427 

3級 72 7 9 2 1 91 

 

カ 自立支援医療受給者証（精神通院）所持者数（平成 30年 3月 31日現在） 

（単位：人） 

 む つ 市 大 間 町 東 通 村 風間浦村 佐 井 村 計 

症状性を含む器質性精神障害 23 1 2   26 

精神作用物質使用による精神

及び行動の障害 
16 1 2 1  20 

統合失調症、統合失調症型障害

及び妄想性障害 
375 23 32 9 8 447 

気分（感情）障害 164 15 9 7 5 200 

神経症性障害、ストレス関連障

害及び身体表現性障害 
65  3   68 

生理的障害及び身体的要因に

関連した行動症候群 
      

成人の人格及び行動の障害 11  1   12 

知的障害（精神遅滞） 32  4 1 1 38 

心理的発達の障害 62  3 1  66 

小児（児童）期及び青年期に

通常発症する行動及び情緒の

障害及び詳細不明の精神障害 

12 1 1   14 

てんかん 81 6 8 4 4 103 

その他の精神障害       

分類不明 62 4 2   68 

計 903 51 67 23 18 1062 
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（２）精神保健福祉相談状況 

実施日 指定日（年５回）受付時間 午後２時～３時 従事者 精神科医 

毎月第１月曜日 受付時間 午後１時～２時 従事者 保健師 

＜相談内容別相談件数＞                          （単位：件） 

                                                         

平 

成 

28 

年 

度 

相 

談 

件 

数 

平 

成 

29 

年 

度 

相 

談 

件 

数 

相 談 内 容 別 

受
診
・
入
院
に
つ
い
て 

通
院
・
服
薬
に
つ
い
て 

生
活
指
導
等
に
つ
い
て 

経
済
的
問
題 

性
格
・
行
動
上
の
こ
と 

患
者
へ
の
接
し
方
に
つ
い
て 

ア
ル
コ
ー
ル
に
つ
い
て 

薬
物
に
つ
い
て 

人
間
関
係
に
つ
い
て 

施
設
入
所
に
つ
い
て 

社
会
復
帰
に
つ
い
て 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て 

ひ
き
こ
も
り
に
つ
い
て 

自
殺
関
連 

思
春
期 

そ
の
他 

来 

所 

定期 9 6 1    2 1       2    

随時 23 19 3    8  3   1      4 

電話 63 60 2  1 1   1  5     22  28 

計 95 85 6  1 1 10 1 4  5 1   2 22  32 

 

（３）家庭訪問指導状況 

＜家庭訪問指導件数＞                           （単位：件） 

 

平
成
28
年
度 

平
成
29
年
度 

対象者別訪問状況 支援内容（延件数） 

総
計 

一
般 

社
会
復
帰 

ア
ル
コ
ー
ル 

受
診
に
向
け
た
調
整 

通
院
・
服
薬
指
導 

生
活
指
導 

ア
ル
コ
ー
ル 

薬
物 

社
会
復
帰 

自
殺
関
連 

延数 
64 

(18) 

35 

(16) 

35 

(16) 

28 

(14) 

7 

（2） 
 11 4 11   1  

※（ ）内の数値は実数 
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（４）自殺対策事業 

ア 包括的基盤強化事業 
（ア）多分野合同研修会 

開催日 出席者 内容 

平成 30年 

3月 1日（木） 

労働関係、経済問

題相談窓口、医療

機関、市町村等 

計 22名 

（事務局含む） 

１ 情報提供 

「下北地域の自殺の状況と関係機関の取り組みについて」 

 むつ保健所健康増進課 主査 鈴木 美佳 

２ 講演・事例検討 

「多職種が連携して支援するために」 

 講師 青森大学社会学部 社会学科 船木昭夫 教授 

   

 （５）市町村活動への支援 

   ア 事例検討会への参加等 

市町村名 内  容 

むつ市 医療観察法に係るケア会議（１事例、計１回）、ケア会議（１事例、計１回） 

風間浦村 
医療保護入院者退院支援委員会（１事例、１回）、退院前カンファレンス（１事

例、１回） 

 

イ 市町村との同行訪問 

   受診援助や継続ケース等への同行訪問を 18件行いました。うち、市町村保健師との同行訪問は

９件でした。 

 

 （６）精神障害者家族会及び当事者への支援 

   ア 精神障害者家族会 

家族会名 内   容 

むつ下北メンタル福祉家族会連合会 ・下北地域メンタル家族会学習・交流会に参加（１回） 

大畑町メンタル福祉家族会ひばの会 ・総会に出席（１回） 

＜管内家族会の状況＞ 

家族会名 設立年月日 事務局 
会員数 

(H29 年度末 ) 

あじさいの会（むつ市） 昭和 63年 11月 9日 アックス工房内 休止中 

北通り地区精神障害者家族会 平成 5年 3月 10日 風間浦村村民生活課 ８人 

ふれあい家族会（川内町） 平成 6年 7月 7日 むつ市役所川内庁舎 休止中 

ひばの会（大畑町） 平成 13年 4月 11日 むつ市役所大畑庁舎 11人 

むつ下北メンタル福祉家族会連合会 平成 21年 7月 23日 アックス工房内  

きさらぎの会（アックス工房） 平成 23年 2月 27日 アックス工房内 28人 
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東通村いちいの会 

（※３障害の家族会を統合） 
平成 26年 4月 1日 東通村社会福祉協議会 34人 

 

イ 当事者の会「なごみの会」 

   平成 28年 4月～休会中。 

 

（７）関係機関等連絡会議 

会議名 開催月日 場所 開催内容 出席者 

精神科救急

医療システ

ム連絡調整

委員会 

平成 30年 

2月 9日 

（金） 

公済会館 

１ 整備事業概要について 

２ 救急医療システム実績報告 

３ 救急医療システム実施状況 

４ 意見交換 

  医療機関の受入拒否によるたらい

回しや、退院後のフォローの難しに

ついて意見が出された。 

委員  ７名 

オブザーバー 

６名 

事務局 ４名 

計 17名 

 

 （８）地域生活支援広域調整等事業 

    平成 26年 4月の精神保健福祉法の一部改正により、精神障害者の地域生活への移行促進に向

けた見直しが行われました。精神障害者本人とその家族が、住み慣れた地域で適切な医療を受

け、本人が希望する生活を送ることができるよう、医療・保健・福祉分野の関係機関が連携し

て支援する体制づくりが必要となっています。 

 

ア 下北地域生活支援広域調整会議 
開催日 出席者 内  容 

平成 29年 

12月 8日（金） 

30名 

（指定特定相談支援事業所、障

害福祉サービス事業所、医療機

関、市町村、保健所） 

１．情報提供① 

「下北地域の長期入院者の現状について」 

２．情報提供② 

「地域移行支援を円滑に進めていくために 

～青森市での取組み～」 

青森市浪岡事務所  

精神保健福祉士 波田野隼也 

 相談支援事業所ほたる  

相談支援専門員 福士耕太氏 

３．事例検討 

４．意見交換 

   イ ケースの情報交換 
日時 場所 出席者 内容 

平成 29年 

4月 14日（金） 

むつ保健所 ７名 

相談支援事業所３カ所、

保健所 

地域移行支援を利用予定のケース

２名について、どのように支援して

いくか。 

平成 29年 

11月 16日（木） 

東通村役場 ６名 

相談支援事業所１カ所、

東通村、保健所 

地域移行支援を利用している東通

村ケースの進捗状況の確認並びに

情報共有。 
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 ７ 難病 
 

（１）指定難病医療費助成制度及び特定疾患治療研究事業 

原因不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働省が定める疾病を指

定難病といい、指定難病の患者に対して治療に係る医療費の一部を助成する制度を行っていま

す。平成 27年 1月 1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、平成 30

年 4月 1日までに医療費助成の対象疾病が段階的に 331疾病まで拡大されました。なお、制度

改正前に特定疾患治療研究事業で対象であった 5疾患については、負担の軽減を図ることを目

的に同事業で医療費の一部を公費負担しています。 

平成 29年度末における医療受給者は 490名です。 

 

ア 病名別特定医療受給者数 

疾病

番号 
病     名 

受 給 者 数 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

002 筋萎縮性側索硬化症 6 7 4 

005 進行性核上性麻痺 4 3 5 

006 パーキンソン病 77 74 71 

007 大脳皮質基底核変性症 2 2 2 

011 重症筋無力症 11 10 10 

013 多発性硬化症／視神経脊髄炎 12 12 16 

014 
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニュ

ーロパチー 

1 1 2 

017 多系統萎縮症 6 5 7 

018 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 30 30 29 

019 ライソゾーム病 5 5 5 

021 ミトコンドリア病 2 2  

022 もやもや病 10 8 3 

023 プリオン病  1 1 

026 HTLV-1関連脊髄症  1 1 

027 特発性基底核変性症   1 

028 全身性アミロイドーシス 1 1 1 

034 神経線維腫症 5 5 3 

035 天疱瘡 2 2 1 

037 膿疱性乾癬（汎発型） 1 1 1 

038 スティーヴンス・ジョンソン症候群  1  

040 高安動脈炎 6 5 4 

042 結節性多発動脈炎 2 1 1 

043 顕微鏡的多発血管炎 4 4 4 

044 多発血管炎性肉芽腫症 2 2 2 

045 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 1 2 2 

046 悪性関節リウマチ 6 5 3 

047 バージャー病 10 10 6 

049 全身性エリテマトーデス 30 31 26 
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疾病

番号 
病     名 

受 給 者 数 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

050 皮膚筋炎／多発性筋炎 6 6 6 

051 全身性強皮症 7 7 6 

052 混合性結合組織病 8 8 5 

053 シェーグレン症候群 1 5 3 

054 成人スチル病  1 3 

056 ベーチェット病 16 16 13 

057 特発性拡張型心筋症 11 10 9 

058 肥大型心筋症 2 2 1 

060 再生不良性貧血  1  

061 自己免疫性溶血性貧血  1 1 

063 特発性血小板減少性紫斑病 18 17 7 

065 原発性免疫不全症候群 1 2 2 

066 IgＡ 腎症 7 5 4 

067 多発性嚢胞腎 1  1 

068 黄色靱帯骨化症 6 7 3 

069 後縦靱帯骨化症 42 42 29 

070 広範脊柱管狭窄症   2 

071 特発性大腿骨頭壊死症 22 22 13 

072 下垂体性 ADH分泌異常症   1 

074 下垂体性 PRL分泌亢進症 1 1 1 

077 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 1 2 4 

078 下垂体前葉機能低下症 12 12 9 

081 先天性副腎皮質酵素欠損症 1 1 1 

084 サルコイドーシス 19 18 8 

085 特発性間質性肺炎 6 7 5 

086 肺動脈性肺高血圧症  1 2 

089 リンパ脈管筋腫症 1 1 1 

090 網膜色素変性症 13 13 12 

093 原発性胆汁性肝硬変 20 18 13 

095 自己免疫性肝炎 2 4 4 

096 クローン病 32 33 25 

097 潰瘍性大腸炎 78 78 64  

113 筋ジストロフィー  3 3 

117 脊髄空洞症 1   

119 アイザックス症候群  1 1 

127 前頭側葉変性症   1 

129 痙攣重積型（二相性）急性脳症 1 1 1 

162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。）   2 

218 アルポート症候群  1  

222 一次性ネフローゼ症候群 6 7 8 

271 強直性脊椎炎  1 1 

296 胆道閉鎖症  1 1 
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疾病

番号 
病     名 

受 給 者 数 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

300 IgG4関連疾患   1 

306 好酸球性副鼻腔炎 1 2 2 

合     計 579 589 490  

 

イ 病名別特定疾患医療受給者数 

 
病    名 

受 給 者 数 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

1 スモン 

 

1 1 1 

2 
プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植による

クロイツフェルト・ヤコブ病に限る。） 
   

3 重症多形滲出性紅斑（急性期）    

4 難治性の肝炎のうち劇症肝炎    

5 

 

重症急性膵炎    

合計 1 1 1 

 

（２）難病患者地域支援対策推進事業 

ア 難病患者等相談事業 

（ア）医療相談 
難病患者やその家族の医療及び日常生活上の相談に対し、専門職による指導・助言を行

い、在宅療養における疾患等に対する不安の解消を図りました。 

開催日、開催場所 対象 参加者数 内  容 個別相談 

平成 29年  
9月 9日(土) 

全疾患 

県内難病
患者と家
族 86名  
 
県内の難
病関係者 

第 1部 医療講演会 
・「難治性自己免疫疾患の克服へ向け
て」 

  講師 弘前大学大学院医学研究科 
     地域医療学講座 櫻庭裕大 
・報告「下北地域の難病事業について」 
  報告者 むつ保健所 横浜まり子 
 

第 2部 分科会（10ケ所） 
①ALS②脊髄小脳変性症・多系統萎縮症 
③膠原病④網膜色素変性症⑤てんかん 

 ⑥オストメイト⑦腎臓病・人工透析 
 ⑧フットケア⑨パーキンソン病 
 ⑩潰瘍性大腸炎・クローン病 

 

 

（イ）訪問相談 

医療相談に参加できない難病患者･家族が抱える日常生活及び療養上の悩みに対して相談 

を行うため、５名の在宅保健師に訪問相談員の証を交付し、選定した難病患者へ継続して 

訪問支援をしました。活動日数は 19日、活動件数は延べ 24件（実件数 12件）でした。 
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（３）青森県重症難病患者在宅療養支援事業 

一時入院は２名の患者が利用登録を行いました。 

 

（４）その他の活動 

ア 家庭訪問 

  主に患者や家族、関係機関から訪問依頼があった患者等に対して訪問しました。実件数 20

件、延べ 30件行いました。 

 

イ 所内面接指導 

特定医療受給者証新規交付時や更新時及び随時相談を行いました。128件の相談件数で 

した。相談内容は、申請等に関すること、医療、家庭看護、福祉制度、就労、食事･栄養に関す 

るもの等でした。 

 

ウ 電話相談 

随時電話相談を行い、相談件数は２件でした。 
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８ 人材育成 
 

（１）初任期及び新任期保健師研修 

初任期及び新任期保健師が保健師の専門性を発揮し、「みる」「つなぐ」「動かす」という地域

保健活動を展開できるよう、対人支援や保健事業実施のための基本的な実践能力を身につける

ことを目的に研修会を開催しました。 

 

＜初任期＞ 

     ・対象者：３人（むつ市：１人、風間浦村：１人、保健所：１人） 

・２回開催  

 開催日 内容 場所 参加者 

１ 
平成 29年 

10月11日 

・講話「市町村と保健所の保健師の役割について」 

・演習「事例検討」 

・到達目標及び行動目標チェック 

むつ健康福祉庁舎 ３人 

２ 
平成 30年 

3月 5日 

・演習「地域診断～事業を通して地域を診る～」 

・情報交換「先輩保健師からのエール」 

・今年度の振り返り 

むつ合同庁舎 ３人 

 

＜新任期＞ 

・対象者なしのため開催なし 

    

（２）青森県新任等保健師育成支援事業 

市町村の 20歳代等の若手保健師が行う保健活動について、行政機関で保健活動を経験したこ

とのある退職保健師がトレーナー保健師として直接支援を行い、「地域を見る能力」「地域に暮

らす人々や資源をつなぐ能力」「地域を動かす能力」等、保健師が有する専門能力の向上を図る

ことを目的に実施しています。 

平成 29年度は、風間浦村が活用しました。 

トレーナー活動期間 平成 29年 6月～平成 30年 2月（活動日数：18日） 

支援状況 

・家庭訪問（特定保健指導、がん検診要精検者、精神障害者）：10日（訪

問件数：42件） 

・地域診断：１日（村の健康課題の整理等） 

・その他：３日（打合せ、中間、評価会） 

 

（３）青森県保健所保健師等育成支援事業 

地域県民局地域健康福祉部保健総室の新任保健師が行う保健活動について、行政機関で保健

活動を経験したことのある退職保健師がトレーナー保健師として直接支援を行い、「地域を見る

能力」「地域に暮らす人々や資源をつなぐ能力」等、保健師が有する専門能力の向上を図ること

を目的に実施しています。 

トレーナー活動期間 平成 29年 6月～平成 30年 2月 

支援状況 

・家庭訪問   10日 （訪問件数 19件） 

・関係機関連絡 ２日  （保育所、障害児施設、役場訪問等） 

・その他     ５日 （打合せ会、計画・資料作成、健康教育準備、 

地区診断、評価会） 



53 

 

 

（４）保健師連絡会議 

市町村のリーダー期及び次期リーダー保健師がその機能を発揮し、チームリーダーとしての

役割を果たすことを目的に開催しました。 

・対象者：市町村管理期保健師、市町村中堅後期保健師、保健所保健師 

・２回開催 

 開催日 内容 場所 参加者 

１ 
平成 29年 

8月 31日 

・講話及び意見交換「統括及び次期リーダー保

健師の役割について」 

・協議及び情報交換「平成 29 年度保健師活動

の重点事業及び新規事業等の取組について」 

むつ健康福

祉庁舎 

15人 

・市町村：９人 

・保健所：６人 

２ 
平成 30年 

1月 24日 

・演習「自然災害時における保健師の役割」 

・情報提供「大規模災害発生時の県健康福祉部

の体制見直し」 

・情報交換「平成 29 年度保健師活動の重点事

業及び新規事業等の取組状況について」 

・保健師の人材育成について 

むつ健康福

祉庁舎 

16人 

・市町村：８人 

・保健所：６人 

・本庁：２人 

 

（５）看護学生等実習 

実習学校名 実習期間・学生数 実習内容 

青森県立保健大学健康科学部看護学科 

「保健学コース」 
7月 10日～13日  ６名 ・オリエンテーション 

・所長、次長、各課長、

各課担当者（母子･難

病・精神・結核・感染

症等）からの業務説明 

・家庭訪問見学、訪問後 

カンファレンス 

弘前医療福祉大学保健学部看護学科 10月 10日～13日 ３名 

弘前学院大学看護学部看護学科 5月 30日～6月 2日 ６名 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科 6月 19日～23日  ４名 

・オリエンテーション 

・所長、次長、各課長、

各課担当者（母子・健

康づくり・地区組織活

動）からの業務説明 

・健康教育、１歳６か月

児健診・給食施設巡回

指導等見学 
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９ 総合的地域診断システム構築事業 
 

地域及び保健所関連業務に係るデータを総合的に分析し、企画評価に活用することにより、複

雑多様化する健康課題の解決に向けた的確で効果的な健康施策を推進することを目的に、市町村

地域診断等に関することとして、特定健診・レセプトデータ等の集計及び総合的地域診断システ

ム推進事業を実施しました。 

 

（１）市町村地域診断等に関すること 

これまでも特定健康診査データ及びレセプトデータを用いた地域診断を実施してきたが、レ

セプトデータをより分析しやすいように新たにツールが作成されたことから、このツールを用

いて、市町村がレセプトデータの分析を行うことにより、地域診断を実施し、より効果的で効

率的な「健活」を推進できるようにすることを目的に実施しました。 

 

（２）総合的地域診断システム推進事業 

県本庁や保健所が担うべき情報分析機能を強化するために、ＩＴを活用した「知（情報）の

伝承」システムを構築するため、難病・精神関係の分析のためのツールが平成 23年度開発され、

相談等で活用が図られています。 
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１０ 組織育成 
 

（１）保健協力員連絡会 

健康づくりの担い手である保健協力員活動の活性化を図り、地域住民の健康水準の向上につ

なげるために、自主的活動に向けての支援を行いました。 

 

ア 市町村保健協力員配置状況（平成 29年度）                （単位：人）                      

市町村名 
むつ市 

むつ地区 

むつ市 

川内地区 

むつ市 

大畑地区 

むつ市 

脇野沢地区 
大間町 東通村 風間浦村 佐井村 計 

協力員数 126 40 73 23 38 60 30 34 424 

 組織会の有無 有 有 有 有 有 有 有 有  

設置年月日 S38年1月 S36年9月 S33年4月 H7年7月 S54年1月 H6年11月 S54年7月 S48年4月  

 

イ 保健協力員連絡･研修会事業 

青森県国民健康保険団体連合会からの助成を受け実施しました。 

役員会で研修内容を計画し、それぞれが役割を果たし、主体性を持って取り組みました。 

 

開催日 場 所 研修内容 参加者 

平成 29年 

6月 15日（木） 
むつ保健所 

第１回管内保健協力員連絡会役員会 

1．平成 29年度役員体制について 

2．平成 28年度下北地方保健協力員連絡会実績報告 

3．平成 28年度収支決算報告 

4．平成 29年度収支予算案  

5．平成 29年度下北地方保健協力員連絡研修会について  

6．各市町村の平成 29年度活動計画について 

19人 

平成 29年 

11月 10日（金） 

むつ来さま

い館 

平成 29年度下北地方保健協力員連絡会研修会 

1．講話及び演習 

 「笑いヨガ～笑いの力で健康寿命 UP！～」 

 講師 青森笑いヨガ研究所 津島弘美氏  

2．活動発表 

 風間浦村保健協力会、佐井村保健協力会 

3．交流会 

「自分たちの活動をパワーアップさせよう！」 

81人 

平成 30年 

2月 9日（金） 
むつ保健所 

第２回管内保健協力員連絡会役員会 

①平成 29年度活動報告、収支決算報告 

②平成 30年度活動計画案及び予算案について 

③平成 30年度役員体制について 

④情報交換 

・各地区活動経過報告 

・その他 

17人 
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（２）食生活改善推進員連絡協議会 

地域に密着した食生活改善活動にあたる食生活改善推進員の調理実習等地区組織活動を指導、

支援しました。 

 

ア 市町村食生活改善推進員の配置状況         （平成 30年 3月現在）（人） 

市町村名 
むつ市 

むつ地区 

むつ市 

川内地区 

むつ市 

大畑地区 

むつ市 

脇野沢地区 
大間町 東通村 風間浦村 佐井村 合計 

会員数 34 37 20 11 20 30 30 10 192 

 

イ 管内食生活改善推進員連絡協議会の育成・支援 

開催日 

 

場 所 内 容 参加

者 平成 29年 

4月 21日（金） 
むつ保健所 

第１回役員会 

・管内協議会総会の運営について 
９人 

平成 29年 

6月 22日（木） 
むつ保健所 

第２回役員会 

・平成 29年度新規事業について 
８人 

平成 29年 

5月 30日（火） 

むつ市中央公

民館 

管内食生活改善推進員連絡協議会並総会びに研修会 

 講話「食生活と健康づくりについて」 

むつ保健所健康増進課 主幹 中村広美 

51人 

平成 29年 

10月 4日（水） 
むつ保健所 

第３回役員会 

・だし活キッチンにおける「おにぎり」レシピについて 
８人 

平成 29年 

12月 12日（火） 
むつ保健所 

第４回役員会 

・飲食店麺類改善事業について 
７人 

平成 29年 

9月 8日（金） 
下北文化会館 

管内合同研修会 

・生涯骨太クッキング（生活習慣病とロコモ予防）調理実

習 

32人 

平成 29年 

10月 4日（水） 
下北文化会館 だし活伝道師ステップアップ研修会 32人 

平成 30年 

1月 9日（火） 
むつ保健所 

第５回役員会 

・飲食店麺類改善事業について、県理事会報告 
10人 
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（３）地域保健関係者研修 

多様化・高度化する保健ニーズを有する地域住民がより主体的に健康を高め、地域において安

心して生活できるよう、その支援者である地域健康福祉部・市町村等の地域保健関係者が、健康

な地域づくりを目指して専門的知識や技術を習得し、生活者重視の視点にたった保健福祉サービ

スが提供できるように、地域保健関係者の資質の向上及び関係者間の連携強化の方法について研

修することを目的として実施しました。 

回

数 
年月日 

研 修 内 容 

対象者 

受講者数 

テーマ 講師等 

健
康
福
祉
部 

市
町
村 

関
係
者 

そ
の
他 

計 

１ 
平成 29年
7月 22日 

神経難病患者の在宅療養支援 

 
青森県立中央病院 
臨床工学部 
技師 阿部 誠 
 
むつ総合病院 
地域連携部  
主任保健師 二本柳 舞 
 
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ 
弘前営業所長 成田 誠 
 

難病患者の支援
に関わる保健・医
療・福祉関係職員 

6 3 33  42 

２ 
平成 29年 
8月 31日 

 
保健師連絡会議（第１回） 
(1) 講話及び意見交換 
「統括及び次期リーダー保健
師の役割について」 
 
(2) 協議及び情報交換 
「平成 29年度保健師活動の重
点事業及び新規事業等の取組
について」 
 

がん・生活習慣病対策課 
総括副参事 
三浦 たみ子 

管内保健師 
（管理期保健師、
中堅後期保健師、
保健所保健師） 

6 8 1  15 

３ 
平成 29年 
11月28日 

感染症の発生予防と拡大防止
対策 

 
むつ総合病院 
感染対策室 
感染管理認定看護師 
工藤 一美 
 

保育所、幼保連携
型認定こども園
の職員 

6 1 23  30 

４ 
平成 30年
1月 24日 

 
保健師連絡会議（第２回） 
(1) 演習〈伝達研修〉 
「自然災害時における保健師
の役割」 
 
(2) 情報提供 
「大規模災害発生時の県健康
福祉部の体制見直しについ
て」 
 
(3) 情報交換 
「平成 29年度保健師活動の重
点事業及び新規事業等の取組
状況について」 
 
(4)「保健師の人材育成につい
て」〈伝達研修〉 

むつ保健所 
健康増進課 
主幹 阿部 久美 
 
健康福祉政策課 
主査 成家 昌治 
 
むつ保健所 
健康増進課長 
鳥谷部 牧子 

管内保健師 
(管理期保健師、
中堅後期保健師、
保健所保健師） 

6 8 2  16 
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１１ 虚偽・誇大広告の禁止等食品の表示に関する指導・相談 

 

健康増進法に基づく虚偽・誇大広告の禁止、食品表示法に基づく栄養成分表示等に関する食品

の表示が規定通りに行われることを目的として、食品関連業者からの相談を受け、また指導を実

施していますが、虚偽・誇大広告の禁示に関する指導・相談及び栄養成分表示に関する指導・相

談は０件でした。 

 

１２ 石綿（アスベスト）に係る健康相談状況 

石綿（アスベスト）に係る健康被害状況について関係企業から相次いで公表されていることを

契機として、住民の石綿に対する健康不安が高まっていることを受けて、県では、国の指示を受

けて保健所においてアスベストに関する健康相談を平成 17年 7月より実施し、平成 29年度は、

来所相談及び石綿健康被害救済給付申請件数は５件でした。 

 

 



59 

 

１３ 感染症予防 
 

（１）エイズ予防関係 
エイズ及び性感染症の予防・まん延防止を図るため、保健所に相談窓口を開設し、匿名での相

談・無料の検査を月 1回実施しています。ＨＩＶ抗体検査の他、性器クラミジア抗体検査及び梅

毒血清検査を行っています。 

  区分 

 

年度 

採血件数 相談件数 
相 談 内 訳 

電  話 来   所 

男 女 男 女 男 女 男 女 

27 4 7 13 1 13 1   

28 4 3 5  5    

29 5 5 11  11    

 

（２）ウイルス性肝炎検査・相談 
ウイルス性肝炎（Ｂ型・Ｃ型）の感染者の早期発見と早期治療に結びつけ、肝硬変、肝がん等

への進行を防ぐことを目的に、平成 23年 4月より無料の検査を月 1回実施しています。 

  区分 

 

年度 

採血件数 相談件数 
相 談 内 訳 

電  話 来   所 

男 女 男 女 男 女 男 女 

27 4 4 2 1 2 1   
28 1 3  1  1   
29 3 1       

 

（３）感染症発生状況（全数把握感染症）              （人） 

病       名 平成27年 平成28年 平成29年 

一類感染症 

エボラ出血熱    

クリミア・コンゴ出血熱    

ペスト    

マールブルク病    

ラッサ熱    

二類感染症 

急性灰白髄炎    

結核 13 11 15 

ジフテリア    

重症急性呼吸器症候群    

三類感染症 

コレラ    

細菌性赤痢   1 

腸管出血性大腸菌感染症 1 1  

腸チフス    

パラチフス    

四類感染症 ツツガムシ病 1   
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病       名 平成27年 平成28年 平成29年 

五類感染症 

アメーバ赤痢 1 2  

ウイルス性肝炎（Ａ型・Ｅ型除く）    

梅毒   2 

麻しん    

その他の感染症（省令で規定） 
1(カルバペネム耐

性腸内細菌感染症

) 

2(カルバペネム耐

性腸内細菌感染症

・水痘(入院例)) 

1(侵襲性肺
炎球菌感染

症) 

注）感染症発生動向調査システムデータから 

 

（４）感染症サーベイランス事業（定点把握感染症） 
管内における定点医療機関は６か所で、インフルエンザ６か所・小児科４か所・眼科１か所・

基幹１か所からの報告を集計し、週単位または月単位で県や国へ報告しています。 

平成 29年において最も報告数が多いのはインフルエンザ、これに続いて、感染性胃腸炎となっ

ています。 

感染症の発生動向をみながら、関係機関に情報提供し感染拡大防止に活用しています。 

感染症サーベイランス年次状況 

報告(届出)
区分 

調査単位 
（届出期間） 

疾  患  名 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

インフルエン

ザ定点 
週 

（次の月曜） 
インフルエンザ 1,193 1,944 1,966 

小児科定点 
週 

（次の月曜） 

ＲＳウイルス感染症 33 
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87 

咽頭結膜熱 43 8 52 

Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 103 152 319 

感染性胃腸炎 1,166 950 886 

小児科定点 
週 

（次の月曜） 

水痘 72 148 64 

手足口病 798 35 346 

伝染性紅班 205 111 9 

突発性発しん 85 77 84 

百日咳※  2  

ヘルパンギーナ 80 132 103 

流行性耳下腺炎 40 149 225 

眼科定点 
週 

（次の月曜） 

急性出血性結膜炎    

流行性角結膜炎 3  3 

性感染症 

定 点 

月

（翌月初日） 

性器クラミジア感染症 7 1 8 

性器ヘルペスウイルス感染症    

尖形コンジローム 3 2 4 

淋菌感染症       

基幹定点 

週 

（次の月曜） 

クラミジア肺炎（オウム病を除く）    

細菌性髄膜炎  1 5 

マイコプラズマ肺炎 156 240 141 

無菌性髄膜炎    

月
（翌月初日） 

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 8   

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症    

薬剤耐性緑膿菌感染症    

薬剤耐性アシネトバクター感染症    

  ※百日咳は平成 30年度から対象外となります。 
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（５）青森県肝炎治療特別促進事業（肝炎治療費助成制度） 

平成20年度より、将来の肝硬変、肝がんの予防及び肝炎ウイルスの感染防止を図ることを目

的にインターフェロン治療による「肝炎治療医療費助成」を行っています。医療費助成の対象

は年々拡大しており、平成30年2月にはＣ型慢性肝炎又はChild-Pugh分類Ａの代償性肝硬変に対

するインターフェロンフリー治療（レジパスビル／ソホスブビル配合錠による治療が医療費助

成の対象になっています。 

 

＜肝炎治療受給者証申請件数＞                         （件） 

      区分 

年度 
インターフェロン治療 

インターフェロン

３剤併用治療 

インターフェロン 

フリー治療 

核酸アナログ製剤 

治療 

平成 29年度   5 49 

平成 28年度   38 44 

平成 27年度  1 41 42 
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１４ 結核患者支援 

我が国における近年の結核罹患状況は、若年者層では低いが、社会の高齢化と共に発病者の高

齢化も進み全体では横ばいの傾向にあります。管内では、幸いなことに若年者の発病は少なく、

集団感染事例は起きていませんが、受診の遅れや診断の遅れによる重症化がみられます。 

   平成 19年 4月 1日より結核予防法が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律」に統合され、定期健康診断の結核検診は一般住民・事業所等の必ず検診を受けなければなら

ない者（対象）が緩和されました。一方、接触者健康診断は通知から勧告、措置と強化されまし

た。 

 

（１） 結核診査協議会 

結核診査協議会は月２回開催し、結核患者の入院勧告の可否及び医療内容の適否について診査

しています。 

   区分 

年度 

感 染 症 法 第 37条 の 2関 係 

（医療内容の適否） 

感染症法第20条関係 

（入院勧告の可否） 

計 

（件） 
備 考 

平成29年 13 5 18  

平成28年 11 1 12  

平成27年 13 13 26  

 

（２） 新登録患者数（市町村・年齢別） 

全国的には結核患者が高齢者に偏在する傾向は変わりませんが、若年者の発病も目立ってきて

いる点を留意しなければなりません。新登録患者のうち、管内の高齢者層の 70才以上が占める割

合は、平成 27年 55％、平成 28年 66％、平成 29年 85%となっています。       

   

                                  （平成 29年度） 

年齢階級 

 

市町村 

0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 

計 

(

別
掲)

潜
在
性 

結
核
感
染
症 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

4 9 14 19 29 39 49 59 69  

む つ 市      1 1 1 4 6 13 8 

大 間 町          2 2  

東 通 村             

風 間 浦 村             

佐 井 村             

平 成 2 9 年         1 6 7 8 

平 成 2 8 年      1    2 3 9 

平 成 2 7 年      1 1  2 5 9 4 
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（３）全登録者数（市町村・年齢別） 

全登録者数は高齢者層に多く、28年は 30～49歳の比較的若年の層と 60歳以上とで、半々とな 

っていましたが、29年は比較的若年の層と 60歳以上の層との比率は約 1:3となっています。  

（平成 29年 12月 31日現在） 

年齢階級 
 
市町村 

0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 

計 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

4 9 14 19 29 39 49 59 69  

む つ 市      2 1  2 4 9 

大 間 町          2 2 

東 通 村            

風 間 浦 村          2 2 

佐 井 村           

 

 

88545

45454

54545

454 

 

平 成 2 9 年      2 1  2 8 13 

平 成 2 8 年      2 2 1 1 3 9 

平 成 2 7 年     1 1 2 1 3 8 16 

※ 潜在性結核感染症は除く 

 

（４）結核患者登録状況（市町村・活動性別） 

ア 新登録患者                          （平成29年度） 

市町村 計 

性別 肺  結  核 

活動性 

肺 外 

結 核 
男 女 

登録時菌所見 

喀痰塗抹陽性 その他の結核菌

陽性 

菌陰性 

その他 初回治療 再治療 

む つ 市 5 1 4 3   2  

大 間 町 2 1 1   1 1  

東 通 村         

風 間 浦 村         

佐 井 村         

計 7 2 5 3  1 3  

※ 潜在性結核感染症は除く 
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イ 全登録患者                     （平成29年12月31日現在） 

市町村 計 

性別 
活  動  性  結  核 

不活動 

 

性結核 

肺  結  核 

活動性 

肺 外 

結 核 男 女 

登録時菌所見 

喀痰塗抹陽性 その他の結核

菌陽性 

菌陰性 

その他 初回治療 再治療 

む つ 市 9 3 6 3  1 4 1  

大 間 町 2 1 1   1 1   

東 通 村          

風 間 浦 村 2  2 1    1  

佐 井 村          

計 13 4 9 4  2 5 2  

※ 潜在性結核感染症は除く 

 

（５）結核患者有病率及び罹患率 
    人口の少ない町村では、患者 1 人が有病率・罹患率に与える影響が大きく、増減の変動が大

きくなるため単年の結果による評価が困難です。平成 26年から罹患率が減少していましたが、

平成 29年は上昇に転じました。 

区分 

市町村 

人 口 登録活動性 有 病 率 新 登 録 罹 患 率 

Ｈ２9・１０・１推定人口 患 者 数 （人口10万人対） 患 者 数 （人口10万人対） 

む つ 市 56,585 9 15.91  

40.05  

107.82 

5 8.8 

大 間 町 4,994 2 40.05  

107.82 

2 40.1 

東 通 村 6,324     

風 間 浦 村 1,855 2 107.82   

佐 井 村 2,015     

平 成 2 9 年 71,773 13 18.11 7 9.8 

平 成 2 8 年 73,307 8 10.91 4 5.5 

平 成 2 7 年 74,459   6 8.1 

 （注） 登録活動性患者数：有病率は平成 29年 12月 31日現在 

      新登録患者数：罹患率は平成 29年中 

  ※ 有病率＝（年末活動性全結核患者数）÷（人口）×（10万） 

  ※ 罹患率＝（年間新登録患者数）÷（人口）×（10万） 

  ※ 潜在性結核感染症は除く 
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（６）定期結核健康診断 

ア 一般住民結核検診状況                   （平成 29年度） 

（注）（Ｂ）は間接撮影を省略して直接撮影のみ行った者を含む。 

 

   イ その他事業所等結核健康診断状況                （平成 29年度） 

 

 

エックス線検査 
精密検査 

指導区分 

対象数 受診者数 受診率 対象数 受診者数 受診率 菌検査 

（Ａ） （Ｂ） (Ｂ)/(Ａ) （Ｃ） （Ｄ） (Ｃ)/(Ｄ)  

  ％   ％  

使用者 3,586  3,495  97.5 20  17  85.0  

学校長 648  640  98.8 8  7  87.5  

施設長 723  654  90.5 33  31  93.9  

平成29年度 4,957  4,789  96.6 61  55  90.2  

平成28年度 3,727 3,540 95.0 51 44 86.3  

平成27年度 2,105 2,017 95.8 29 28 96.6  

 

（７）接触者健康診断 

接触者健康診断においては、平成 29年は胸部Ｘ線検査延べ 30件、ＱＦＴ-３Ｇ検査延べ 

39件実施しました。 

 
胸部Ｘ線検査 

直接撮影者数 
QFT-3G検査数 

被発見者 

結核患者 
発病の恐れがあ

る者 

接 触 者 

健 康 診 断 

家  族 6 31   

そ の 他 24 8 7  

  ※被発見者には潜在性結核患者を含む。 
 

 種別 

 

 

市町村別 

胸部Ｘ線撮影 ＢＣＧ接種 

対象数 受診者数 受診率 対象数 被注射者数 受診率 

(A) (B) (B)/(A) (C) (D) (D)/(C) 

  ％   ％ 

む つ 市 19,017 2,874 15.1 401 341 85.0% 

大 間 町 1,769 342 19.3 35 40 114.3% 

東 通 村 2,220 797 35.9 34 35 102.9% 

風間浦村 1,411 383 27.1 5 5 100.0% 

佐 井 村 1,627 432 26.6 3 6 200.0% 

平成29年 26,044 4,828 18.5 478 427 89.3% 

平成28年 19,029 4,616 24.3 472 481 101.9% 

平成27年 15,286 4.154 27.2 563 549 97.5% 
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（８）相談及び訪問指導状況 
    年内の全新規登録者 15名のうち、14名（死亡後登録１名）に対し延べ 41件の訪問指導を実

施しました。所内相談は 18 件、電話相談は接触者や施設からの感染不安、健診等を主に 14 件

でした。 

   

（９） 結核対策特別促進事業 
ア 院内 DOTSカンファレンス 

    喀痰塗沫陽性患者１名について、独立行政法人国立病院機構青森病院で退院時 DOTSカンファ

レンスを実施しました。    

実施回数：１回 

 

イ 地域 DOTSカンファレンス 
    対象者がありませんでした。 
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I－４ 下北地域健康なまちづくり推進事業 

    下北地域は、「喫煙率が高い」「健診受診率が低い」「肥満者（児）割合が高い」ことが、大き

な健康課題であり、平成 25 年度に下北地域県民局内において健康課題の共有化が図られ、平

成 25 年 8 月 9 日に「下北地域県民局健康なまちづくり推進本部」を設置し、県民局が一体と

なった健康づくりの推進体制を構築しました。 

    地域健康福祉部では、「めざせ！下北ＭＵＥＮ（無煙）タウン事業」（平成 28～29年度重点事

業）として取り組みました。 

 

１ 下北地域県民局健康なまちづくり推進本部会議・幹事会合同会議 

   保健所が事務局を担い、県民局長を本部長として会議を開催し、事業の進捗状況の確認や合

意形成を図りました。 

平成 30年 3月 2日開催 

 

２ 下北地域健康なまちづくり推進事業プロジェクトチーム会議 

    保健所内にプロジェクトチームを立ち上げ、事業の企画・準備等分担し取り組み、計２回開

催しました。 

 

３ めざせ！下北ＭＵＥＮ（無煙）タウン事業 

（１）ワークショップの開催 

   飲食店経営者と一般住民等が対話を重ねることにより、飲食店経営者の意識の変容を促

し、飲食店を中心とした受動喫煙防止の行動化につなげることを目的に開催しました。 

 

開催月日 参加状況 内容 

第１回  

平成 29年 7月 26日 

14:00～16:00 

・飲食店経営者６人

(※禁煙問わず) 

・高校生 23人 

・一般住民６人 

・市町村３人 

・県職員７人 

・保健所職員７人 

 

計 52人 

〇高校生（未来を担う若い世代）を対象に飲食店の受

動喫煙対策について、今後、自分が貢献できること

について考える 

・各飲食店からの PRや高校生２人から、得意分野と

ワークショップに参加してできることは何か、今後

どうしていきたいかについて発表あり。地域のキー

パーソンである大安寺、りんどうの会からも自分達

が行っている活動等について発表あり。 

第２回  

平成 29年 11月 22日 

14:00～16:00 

・飲食店経営者８人

(※禁煙問わず) 

・事業所７人 

・一般住民２人 

・県職員７人 

・保健所職員８人 

 

計 32人 

〇事業所（働き盛り世代）を対象に下北地域の活性化

に向けて、今後、受動喫煙対策について自分ができ

ることを考える 

・麺山駒込本店（青森市）太田氏から、お店の受動喫

煙対策における取組等についての情報提供あり。 

・飲食店及び事業所から一言 PRタイムを設け、禁煙

化に向けた取り組みや考えについて発表あり。事業

所からは飲食店に行ってみたいとの話も出ていた。 
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第２回  

平成 29年 11月 22日 

14:00～16:00 

・飲食店経営者８人

(※禁煙問わず) 

・事業所７人 

・一般住民２人 

・県職員７人 

・保健所職員８人 

 

計 32人 

〇事業所（働き盛り世代）を対象に下北地域の活性化

に向けて、今後、受動喫煙対策について自分ができ

ることを考える 

・麺山駒込本店（青森市）太田氏から、お店の受動喫

煙対策における取組等についての情報提供あり。 

・飲食店及び事業所から一言 PRタイムを設け、禁煙

化に向けた取り組みや考えについて発表あり。事業

所からは飲食店に行ってみたいとの話も出ていた。 

第３回  

平成 30年 2月 27日 

14:00～16:00 

・飲食店経営者９人

(※禁煙問わず) 

・事業所 16人 

・市町村２人 

・県職員７人 

・保健所職員 10人 

 

計 44人 

〇今までの実施状況を振り返り、今後の下北地域の飲

食店における受動喫煙対策の推進に向けて何がで

きるかを考える 

・保健所から、２年間の事業実施状況の振り返りや空

気クリーン施設及び特別認証についての情報提供

あり。 

・飲食店及び事業所から経営状況の紹介や受動喫煙対

策への考え等について発表あり。 

  

（２）受動喫煙対策セミナーの開催 

    飲食店及び事業所で取り組んでいる受動喫煙対策について、講師及びパネリストが来

場者とパネルディスカッション方式で意見交換を実施しました。 

開催月日 参加状況 内容 

平成 29年 12月 3日 

14:00～16:00 

飲食店経営者(※禁煙

問わず)、医療推進協

議会会員、一般住民、

県職員、保健所職員 

 

計 54人 

・麺山駒込本店（青森市）、和風ダイニングみつのや、

山内土木からパネリストとして、禁煙化のメリット

やきっかけ、難しかったこと等について紹介あり。 

・お店の禁煙化に向けたメリットや経営についての講

演あり。 

 

（３）普及啓発 

     管内市町村の健康まつりに併せ、「保健所ブース」を設け、受動喫煙に関する啓発や健康相

談、呼気一酸化炭素濃度測定などを行いました。 

 

日  時 イベント 

平成 29年 7月 29日 風間浦村「ゆかい村海鮮どんぶりまつり」 

     11月 5日 東通村健康まつり 

        11月 11日 むつ市地産地消運動協力店感謝祭 

12月 10日 ヘルスアップ in佐井 
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（４）特別認証 

     施設内禁煙を実施している「空気クリーン施設」と健康に配慮した食品の提供を実施して

いる「青森のおいしい健康応援店」のダブル認証となっている飲食店を、健康増進に積極的

に取り組む「空気も食事もヘルシーなお店」として、下北地域独自の「特別認証」を行って

います。平成 28年度から平成 29年度の２年間で 30件の認証を目指し、平成 28年度の認証

は３件、平成 29年度の認証は 27件と目標を達成しました。 

     また、下北地域住民及び観光客への周知のため、事業に関わったすべての「空気も食事も

ヘルシーなお店」及び「受動喫煙防止に協力的なお店」の紹介冊子を作成し、ホテルや駅、

市町村、保育所、幼稚園に配布しました。 

 

４ 職員研修会 

   肥満予防のため「楽しく行動変容」をテーマに、どのように手法が成果につながるのかを

比較検証しながら、下北地域県民局等職員の健康増進を図ることを目的に開催しました。 

   県民局等職員に対し、グループワークをテーマ別に３回開催し、全所属に体重計を配布し

ました。また、肥満予防の行動化を把握するため、参加者全員に対し研修直後と６か月後の

アンケートの実施や研修終了後にフォローアップのためのレターメールを５回送付しました。 

 

開催月日 テーマ別 グループワーク 参加人数 

第１回 

平成 29年 9月 27日 

10:30～11:45 

コスト 
「体重管理できないと実は損をしていま

す」 
28人 

第２回 

平成 29年 10月 4日 

10:30～11:45 

宣言 
「体重管理のために、何ができるのでしょ

うか？」 
26人 

第３回 

平成 29年 10月 6日 

10:30～11:45 

励まし 
「今からでも、あなたの習慣は改善できま

す」 
26人 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２章‐Ⅱ  福祉こども総室の概要 



 

 70 

 

Ⅱ－１ 福祉調整課 

 

１ 母子父子寡婦福祉 
 

（１）相談指導活動の状況 

母子自立支援員が１名配置されており、担当職員及び関係機関と連携して相談指導を行

っています。 

平成 29 年度の相談指導件数は 1,172 件となっており、主な相談の内容としては、母子父

子寡婦福祉資金に関するものが 1,167 件（99.6％）で、相談のほとんどを占めています。 

 

（表１－① 母子自立支援員相談指導件数参照） 

 

（２）母子父子寡婦福祉資金の状況 

ア 平成 29 年度新規分の母子福祉資金の貸付決定件数は 12 件で、貸付額は 12,190 千円

となっています。その内訳は、修学資金が６件 10,440 千円、就学支度資金６件 1,750 

千円となっております。 

  同じく父子福祉資金の貸付決定件数は３件で、貸付額は 1,568 千円となっています。

その内訳は、修学資金１件 828 千円、就学支度資金２件 740 千円となっております。 

寡婦福祉資金は貸付がありませんでした。 

 

イ 平成 29 年度の母子福祉資金の償還状況をみると、現年度分の償還率は 99.5%で前年度

より 0.1%増、過年度分が 12.8％で前年度より 0.9％減となっています。 

また、寡婦福祉資金の現年度分の償還率は、前年度と同様 100％となっています。 

                  

（表１－② 平成 29 年度市町村別母子父子寡婦福祉資金貸付決定状況 

表１－③ 年度別母子父子寡婦福祉資金償還状況参照）
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表 1－① 母子自立支援員相談指導件数  

                     （単位：件） 

区   分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

生
活
一
般 

住宅    

医療・健康    

家庭紛争    

就労 1 3 

 

4 

 結婚    

養育費  2 1 

借金    

その他 2   

小    計 3 5 5 

児
童 

養育  1  

教育    

非行    

就職    

その他 1 1  

小    計 1 2  

経
済
的
支
援
・
生
活
援
護 

母子福祉資金 1,318 1,234 

1212 
1,133 

父子福祉資金 10 12 34 

寡婦福祉資金    

公的年金    

児童扶養手当    

生活保護 2   

税    

その他  1  

小    計 1,330 

 

 

1,247 

 

 

 

1,167 

そ
の
他 

売店設置(法第 25 条）    

たばこ販売(法第 26 条）    

母子世帯向公営住宅(法第 27 条）    

母子福祉施設の利用    

母子生活支援施設（児童福祉法第 38条）    

小    計    

合    計 1,334 

 
1,254 1,172 
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表 1－② 平成 29 年度市町村別母子父子寡婦福祉資金貸付決定状況 

母子父子福祉資金                        （単位：件、千円） 

区分 

市町村 

事業 

開始 

資金 

事業 

継続 

資金 

修学 

資金 

技能 

習得 

資金 

修業 

資金 

就職 

支度 

資金 

療養 

資金 

生活 

資金 

住宅 

資金 

転宅 

資金 

就学 

支度 

資金 

結婚 

資金 

児童 

扶養 

資金 

合計 

むつ市 
件数   6        6   12 

金額   10,440        1,750   12,190 

大間町 
件数               

金額               

東通村 
件数   1        1   2 

金額   828        150   978 

風間浦村 
件数           1   1 

金額           590   590 

佐井村 
件数               

金額               

合計 
件数   7        8   15 

金額   11,268        2,490   13,758 

 

 



 

 

 

表 1－③ 年度別母子寡婦福祉資金償還状況 

 

母子福祉資金                                                （単位:円、％） 
区分 

 

年度 

現  年  度 過  年  度 計 

調定額 収入済額 収入未済額 償還率 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 償還率 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 償還率 

平成 25年度 24,369,863 24,044,427 325,436 98.7 14,868,949 2,397,599  12,471,350 16.1 39,238,812 26,442,026  12,796,786 67.4 

平成 26年度 28,536,306 28,386,852 149,454 99.5 12,796,786 2,526,098  10,270,688 19.7 41,333,092 30,912,950  10,420,142 74.8 

平成 27年度 24,459,607 24,323,350 136,257 99.4 10,420,142 1,733,022  8,687,120 16.6 34,879,749 26,056,372  8,823,377 74.7 

平成 28年度 29,177,746 29,007,894 169,852 99.4 8,823,377 1,211,919  7,611,458 13.7 38,001,123 30,219,813  7,781,310 79.5 

平成 29年度 30,642,858 30,485,501 157,357 99.5 7,781,310 995,718  6,785,592 12.8 38,424,168 31,481,219  6,942,949 81.9 

 

   

寡婦福祉資金  （単位：円、％） 

区分 

 

年度 

現  年  度 過  年  度 計 

調定額 収入済額 収入未済額 償還率 調定額 収入済額 収入未済額 償還率 調定額 収入済額 収入未済額 償還率 

平成 25年度 133,872 133,872  100 376,813 161,342 215,471 42.8 510,685 295,214 215,471 57.8 

平成 26年度 133,872 133,872  100 215,471 215,471  100 349,343 349,343  100 

平成 27年度 133,872 133,872  100     133,872 133,872  100 

平成 28年度 133,872 133,872  100     133,872 133,872  100 

平成 29年度 133,872 133,872  100     133,872 133,872  100 
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２ 障害者（児）福祉 
 

在宅福祉の状況 

（１）身体障害者巡回診査及び更生相談の実施状況 

身体障害者に対し、巡回して医学的判定を行い、併せてその更生に必要な総合的相談を行

う身体障害者巡回診査は、平成 29 年度中に肢体不自由について行われ、34 人の利用があり

ました。 

 

３ 女性相談及び配偶者暴力相談関係 

  

（１）概要 

    婦人相談員１名が配置され、売春防止法に基づく要保護女子の保護更生のための助言・指

導を行うとともに、女性が抱える様々な問題に対する相談に応じています。 

    また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」に基づ

き、「配偶者暴力相談支援センター」として位置づけられ、被害者の相談に応じ、情報提供、

援助等を行っています。 

 

    （表 3－①経路別相談受付状況、－②相談処理状況、－③相談種別受付状況（延件数）、 

－④配偶者からの暴力等に対する相談実人員参照） 

                 

表 3－①  平成 29 年度  経路別相談受付状況（実人員）   

区分 

本

人

自

身 

警

察

関

係 

法

務

関

係 

他
の
婦
人
相
談
所 

他
の
婦
人
相
談
員 

福

祉

事

務

所 

他

の

相

談

機

関 

社
会
福
祉
施
設
等 

医

療

機

関 

労

働

関

係 

縁

故

者

・

知

人 

そ

の

他 

計 

来所巡回 

出  張 

新規 3            3 

再来     1        1 

電  話 
新規 2            2 

再来     １      １  2 

   合計 8 
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表 3－② 平成 29 年度 相談処理状況 

区 分 

処理済実人員 
指

導

延

件

数 

婦
人
保
護
施
設
に
入
所 

就

職

・

自

営 

結

婚 

家

庭

へ

移

送 

福

祉

事

務

所

へ

移

送 

婦

人

相

談

所

・

婦 

人

相

談

員

へ

移

送 

他

府

県

の

婦

人 

相

談

所

・

婦

人 

相

談

員

へ

移

送 

そ

の

他

の

関

係

機 

関

・

施

設

へ

移

送 

助

言

・

指

導 

そ

の

他 

計 

来所巡回 

出  張 
        3 1 4 13 

電 話         4  4  9 

 

表 3－③ 平成 29 年度 相談種別受付状況（延件数） 

区分 

入

所

相

談 

生

活

相

談 

求
職
、
自
営
相
談 

医

療

相

談 

恋
愛
、
結
婚
相
談 

子

ど

も

の

相

談 

離

婚

問

題 

家

庭

紛

争 

更

生

相

談 

不

良

交

遊

問

題 

貸

付

金

の

相

談 

そ

の

他 

計 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

来所巡回 
出  張 

 1      9    3 13 

電  話        8    1  9 

計  1      17    4 22 
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表 3－④ 平成 29 年度 配偶者からの暴力などに関する相談実人員 

区分 

本人からの相談 

本
人
以
外
か
ら 

 
 

の
相
談
件
数(

再
掲) 

合計 

被害者の年齢別 加害者との関係別 

20 

未満 
20代 30代 40代 50代 

60 

以上 
不明 

配偶者 

離

婚

済 

届

出

あ

り 

届

出

な

し 

不

明 

来所  1 1 2    4     4 

電話  2   2   3 1   1 4 

その他              

計  3 1 2 2   7 1   1 8 

 

４ 地域福祉 

 

（１）民生委員・児童委員及び主任児童委員 

社会福祉の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、

もって社会福祉及び児童福祉の増進に努めることを目的として、民生委員法第３条及び児童

福祉法第 16条により、各市町村に民生委員・児童委員及び主任児童委員の設置が定められて

います。 

平成 30 年 4 月 1 日現在、下北郡の民生委員・児童委員及び主任児童委員の定数は、大間

町 17 人、東通村 25 人、風間浦村 11 人、佐井村 13 人の 66 人であり、その活動内容は多岐

にわたっています。 

（表 4）平成 29年度町村別民生委員・児童委員及び主任児童委員の活動状況参照 
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表 4 平成 28年度町村別民生委員・児童委員及び主任児童委員の活動状況 

   大間町 東通村 風間浦村 佐井村 計 

項目 件数 

主任児童 
委員取扱 
件  数 
(再掲) 

件数 

主任児童 
委員取扱 
件  数 
(再掲) 

件数 

主任児童 
委員取扱 
件  数 
(再掲) 

件数 

主任児童 
委員取扱 
件  数 
(再掲) 

件数 

主任児童 
委員取扱 
件  数 
(再掲) 

  在 宅 福 祉 4  5 1 1    10 1 

内 介 護 保 険   2 1   4  6 1 

容 健康・保健医療 2 1 47 47 4  2  55 19 

別 子育て・母子保健   7 1   1  8 1 

相 子どもの地域生活 7  20 3   2  29 3 

談 子どもの教育・学校生活 13 1 43 13   11 7 67 21 

・ 生 活 費 5  39 1 3  56  103 1 

支 年 金 ・ 保 険   19  1  3  23  

援 仕 事   25 2     25 2 

件 家 族 関 係   41 11 1  1  43 11 

数 住 居 2  43 5 4  11  60 5 

  生 活 環 境 19 1 61 3 1  6  87 4 

  日 常 的 な 支 援 23  281 5 75  156  535 5 

  そ の 他 42 3 142 23 6  151 2 341 28 

  計 117 6 775 87 96  404 9 1,392 102 

分 高齢者に関すること 29  424 25 65  214  732 25 

野 障害者に関すること 10 1 36 4 17  10  73 5 

別 子どもに関すること 20 1 92 18   11 6 123 25 

相 そ の 他 58 4 223 40 14  169 3 464 47 

談 計 117 6 775 87 96  404 9 1,392 102 

    大間町 東通村 風間浦村 佐井村 計 

項目 件数 

主任児童 
委員取扱 
件  数 
(再掲) 

件数 

主任児童 
委員取扱 
件  数 
(再掲) 

件数 

主任児童 
委員取扱 
件  数 
(再掲) 

件数 

主任児童 
委員取扱 
件  数 
(再掲) 

件数 

主任児童 
委員取扱 
件  数 
(再掲) 

そ 調査・実態把握 115 17 29 9 54  3  201 26 

の 行事・事業・会議への参加協力 269 59 267 21 83 1 98 17 717 98 

他 地域福祉活動・自主活動 495 71 764 30 62  98 5 1,419 106 

の 民児協運営・研修 239 67 284 25 117 12 373 57 1,013 161 

活 証 明 事 務 26 1 90 2 15 1 7  138 4 

動 要保護児童の発見の通告・仲介 4  3      7  

訪問 訪問・連絡活動 935 22 1,168 24 1,374  2,304 55 5,781 101 

回数 そ の 他 622 1 794 123 338  611 23 2,365 147 

調整 委 員 相 互 281 34 214 45 30 12 435 271 960 362 

回数 その他の関係機関 329 25 312 27 99  178 51 918 103 

活 動 日 数 1,260 308 2,756 211 777 23 1,686 315 6,479 857 

定数 
民生委員 

児童委員 

主  任 

児童委員 

民生委員 

児童委員 

主  任 

児童委員 

民生委員 

児童委員 

主  任 

児童委員 

民生委員 

児童委員 

主  任 

児童委員 

民生委員 

児童委員 

主  任 

児童委員 

15 2 23 2 9 2 11 2 58 8 
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Ⅱ－２ 保護課 

１ 生活保護 
 

 （１）被保護世帯数、被保護人員、保護率、町村別生活保護の状況  

    平成 29年度の管内の月平均の被保護世帯数は、349世帯、被保護人員は 504人、保護率（人

口千人に対する被保護人員の割合）は 32.99‰となっており、青森県全体の保護率 23.38‰を

大きく上回っています。管内で最も保護率が高い町村は大間町で、51.67‰と県内の市町村で

も最も高くなっています。 

  （表 1－① 各年度別・町村別被保護世帯数、被保護人員数、保護率の推移 参照） 

 

 

 （２）保護の申請、開始及び廃止の状況 
    平成 29 年度の保護申請は 45 件で、前年度と比較して７件減少しており、開始件数は 36 件

で前年度と比較して３件の増加となっています。 

    廃止件数は 35件で、前年度と比較して 13件の増加となっています。廃止理由は、死亡が 23

件、他管内への転出が５件、収入の増加が３件、親類縁者の引き取りが２件となっています。 

  （表 1－②生活保護状況の推移 

   表 1－③平成 29年度町村別生活保護の状況 参照） 

 

 （３）被保護世帯の構成 

    平成 29 年度の被保護世帯の世帯類型別構成比をみると、高齢者世帯が 51.29％と最も高く、

次いで傷病障害者世帯が 23.50％、その他の世帯が 18.62％、母子世帯が 6.59％となっていま

す。 

   県全体と比較すると、母子世帯（県平均 2.99％）の割合が高くなっています。 

  （表 1－④被保護者世帯構成の推移 

   表 1－⑤平成 29年度町村別被保護者世帯の構成 参照） 

 

 

 （４）労働力類型別世帯の状況 
    平成 29 年度の被保護世帯の労働力類型別構成比をみると、働いている者のいない世帯が

90.8％、働いている者のいる世帯が 9.2％となっています。 

    働いている者のいない世帯については、前年度と比較してわずかながら増加しています。 

  （表 1－⑥労働力類型別世帯数の推移 

   表 1－⑦平成 29年度町村別労働力類型別世帯数 参照） 

 

 

 （５）保護費の支給状況 

    平成 29 年度における保護費支出総額は 6 億 458 万 9,663 円で前年度より 1,332 万 4,780 円

の増加となっています。支出総額を構成比でみると、医療扶助 48.1％と生活扶助 38.5％で全

体の約 87％を占めています。 

  （表 1－⑧扶助別生活保護費の推移 

   表 1－⑨平成 29年度町村別扶助別生活保護費の状況 参照） 
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 表 1－① 各年度別・町村別被保護世帯数、被保護人員数、保護率の推移 

                                （単位：世帯、人、‰） 
年度 

町村別 
25 26 27 28 29 

大間町 

世帯数 139 144 150 153 161 

実人員 247 243 244 254 258 

保護率 40.51 40.98 42.16 49.58 51.67 

東通村 

世帯数 84 90 92 92 95 

実人員 117 127 127 126 129 

保護率 16.67 18.32 18.60 19.38 20.29 

風間浦村 

世帯数 36 38 35 36 38 

実人員 50 51 46 47 50 

保護率 22.10 23.56 21.62 24.39 26.58 

佐井村 

世帯数 59 60 59 59 55 

実人員 77 76 74 73 67 

保護率 33.19 33.88 33.89 34.33 32.77 

下北郡 

世帯数 318 332 336 340 349 

指数 100.0 104.4 105.7 106.9 109.7 

実人員 491 497 491 499 504 

指数 100.0 101.2 100.0 101.6 102.6 

保護率 27.73 28.77 29.02 31.87 32.99 

県 保護率 22.67 22.97 23.12 23.20 23.38 

国 保護率 17.1 17.1 17.1 17.1 16.7 

注 1 各欄の数値は、年度別月平均のため計は必ずしも一致しない。  

(国の平成 29 年度保護率は平成 30 年 2 月現在) 

注 2 指数は、平成 25 年度を 100 としたもの。 
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 表１－② 生活保護状況の推移 

                             （単位：世帯、人、‰、件） 

 
区分 

 
 
 

年度 

世帯数 実人員 
保護率 

(‰) 

扶助別世帯数・人員 医療扶助人員 
保
護
申
請
数 

開始数 

却
下
件
数 

取
下
件
数 

廃止数 世
帯
数
の
増 

生
活 

住
宅 

教
育 

介
護 

医
療 

入
院 

外
来 

件
数 

人
員 

件
数 

人
員 

25年度  318  491 27.73 
 294  147  27  74  296 

 9 420  63  42  67  14  7  29  38 13 
 457  233  40  79  429 

26年度  332  497 28.77 
 302  149  27  84  302 

 10 421  44  36  49  8  7  25  30 11 
 457  233  40  79  429 

27年度  336  491 29.02 
 308  153  23  85  309 

 17 408 46  33  55  11  2  32  39 1 
 457  233  40  79  429 

28年度  340  499 31.87 
 309  150  23  87  313 

 17 401  52  33  56  14  1  22  32 11 
 460  226  35  93 432 

29年度  349  504 32.99 
 316  154  23  98  327 

 14 435  45  36  55  7  2  35  39 1 
 461  228  35 102 448 

注 1「世帯数」から「医療扶助人員」までは年度別月平均。このため計は必ずしも一致しない。 

  2「保護申請数」「廃止数」は年度合計 

  3「扶助世帯数・人員（生活）～（医療）」の上段は世帯数、下段は人員 

 

 

 

 表 1－③ 平成 29 年度町村別生活保護の状況 

                             （単位：世帯、人、‰、件） 

 
区分 

 
 
 

町村別 

世帯数 実人員 
保護率 

(‰) 

扶助別世帯数・人員 医療扶助人員 
保
護
申
請
数 

開始数 

却
下
件
数 

取
下
件
数 

廃止数 世
帯
数
の
増 

生
活 

住
宅 

教
育 

介
護 

医
療 

入
院 

外
来 

件
数 

人
員 

件
数 

人
員 

大間町 161 258 51.67 
153  93 18 30 148 

 6 222 16 16 22      14 18 2 
247 149 27 32 229 

東通村  95 129 20.29 
 84  28  3 38  89 

 3 108 14 11 19  1  2  13 13 △2 
114  35  6 38 111 

風間浦村  38  50 26.58 
 32  18  1  12  36 

 1  48 11  5  8  6    2  2 3 
 42  24  1  14  48 

佐井村  55  67 32.77 
 47  14  1 18  53 

 4  57  4  4  6      6  6 △2 
 57  19  1 18  61 

下北郡 349 504 32.99 
316 154 23 98 327 

14 435 45 36 55  7  2 35 39 1 
461 228 35 102 448 

注 1「世帯数」から「医療扶助人員」までは年度別月平均。このため計は必ずしも一致しない。 

  2「保護申請数」「廃止数」は年度合計 

  3「扶助世帯数・人員（生活）～（医療）」の上段は世帯数、下段は人員 
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 表 1－④ 被保護者世帯構成の推移 

                                 （単位：世帯、％） 

区分 

 

年度 

世帯数 
高齢者 

世 帯 

 
母子世帯 

傷病障害

者 世 帯 

 
その他 

の世帯 

 
計 

 

単身世帯 単身世帯 単身世帯 単身世帯 

25年度 
世 帯 数 155 

132 
25 62 

44 
76 

33 
318 

209 
構成比(％) 48.66 7.79 19.52 24.03 100 

26年度 
世 帯 数 162 

141 
25 69 

49 
75 

34 
331 

224 
構成比(％) 48.94 7.55 20.85 22.66 100 

27年度 
世 帯 数 167 

148 
26 78 

55 
64 

30 
336 

233 
構成比(％) 49.85 7.76 23.28 19.10 100 

28年度 
世 帯 数 171 

150 
22 81 

58 
67 

31 
340 

239 
構成比(％) 50.29 6.47 23.82 19.71 100 

29年度 
世 帯 数 179 

158 
23 82 

61 
65 

29 
349 

248 
構成比(％) 51.29 6.59 23.50 18.62 100 

注 数字は月平均のため計は必ずしも一致しない。 

 

 

 

 表 1－⑤ 平成 29 年度町村別被保護者世帯の構成 

                                 （単位：世帯、％） 

区分 

 

町村別 

世帯数 
高齢者 

世 帯 

 
母子世帯 

傷病障害

者 世 帯 

 
その他 

の世帯 

 
計 

 

単身世帯 単身世帯 単身世帯 単身世帯 

大間町 
世 帯 数 69 

60 
16 42 

30 
35 

14 
161 

104 
構成比(％) 42.59 9.88 25.93 21.60 100 

東通村 
世 帯 数 57 

49 
5 17 

14 
15 

7 
95 

70 
構成比(％) 60.64 5.32 18.08 15.96 100 

風間浦村 
世 帯 数 23 

20 
1 6 

4 
7 

3 
38 

27 
構成比(％) 62.16 2.70 16.22 18.92 100 

佐井村 
世 帯 数 29 

28 
1 18 

14 
8 

5 
55 

47 
構成比(％) 51.78 1.79 32.14 14.29 100 

下北郡 
世 帯 数 179 

158 
23 82 

61 
65 

29 
349 

248 
構成比(％) 51.29 6.59 23.50 18.62 100 

青森県 
世 帯 数 14,133 

12,929 
721 5,929 

4,867 
3,283 

1,915 
24,065 

19,711 
構成比(％) 58.73 2.99 24.64 13.64 100 

全国 
世 帯 数 863,761 

786,734 
92,145 420,597 

352,682 
253,562 

168,637 
1,630,065 

1,308,053 
構成比(％) 52.99 5.65 25.80 15.56 100 

注 数字は月平均のため計は必ずしも一致しない。 

  全国の数値は、平成 30 年 2 月現在のものである。 
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 表 1－⑥ 労働力類型別世帯数の推移 

                                  （単位：世帯、％） 

区分 

働いている者のいる世帯 働いている者

のいない世帯 世帯主が働いている世帯 世帯員のみ

が働いてい

る世帯 

合計 

常用 日雇 内職 その他 世帯数 構成比 世帯数 構成比 

平成 25 年度 12 1  11 9 33 10.4 284 89.6 

平成 26 年度 13   10 7 30 9.1 301 90.9 

平成 27 年度 14   10 6 30 8.9 306 91.1 

平成 28 年度 15 1  9 9 34 10.0 306 90.0 

平成 29 年度 14 2  9 7 32 9.2 317 90.8 

注 数字は月平均のため計は必ずしも一致しない。 

 

 

 

 表 1－⑦ 平成 29 年度町村別労働力類型別世帯数 

                                  （単位：世帯、％） 

区分 

働いている者のいる世帯 働いている者の

いない世帯 世帯主が働いている世帯 世帯員の

みが働い

ている世

帯 

合計 

常用 日雇 内職 その他 世帯数 構成比 世帯数 構成比 

大間町 13 2  2 6 23 14.2 139 85.8 

東通村    5 1 6 6.3 89 93.7 

風間浦村 1     1 2.6 37 97.4 

佐井村    2  2 3.6 53 96.4 

下北郡 14 2  9 7 32 9.2 317 90.8 

青森県 1,333 154 50 217 524 2,278 9.5 21,788 90.5 

全国 164,389 24,420 9,377 19,660 38,597 256,443 15.7 1,373,622 84.3 

注 数字は月平均のため計は必ずしも一致しない。 

  全国の数値は、平成 30 年 2 月現在のものである。 
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 表 1－⑧ 扶助別生活保護費の推移 

                                                      （単位：円、％） 

注 医療扶助には支払基金支払額を含み、介護扶助には国保連支払額を含む。 

表 1－⑨ 平成 29 年度町村別扶助別生活保護費の状況 

                                                      （単位：円、％） 

区分 
生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 施設事務費 合計 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

平成25年度 231,029,884 40.6 32,922,035 5.8 4,266,937 0.8 18,470,897 3.2 257,531,721 45.3   3,532,962 0.6 3 5 9 , 0 4 0  0.1 20,769,643 3.7 568,883,119 100 

平成26年度 241,815,154 40.9 32,873,112 5.6 3,961,852 0.7 21,633,801 3.7 264,200,056 44.7   4,463,078 0.8 8 3 6 , 0 0 0  0.1 21,276,444 3.6 591,059,497 100 

平成27年度 232,284,466 39.3 36,983,887  6.3 3,728,907 0 . 6 16,064,805  2.7 278,409,064 47.1   4,007,770 0.7 5 4 3 , 9 0 0  0.1 19,242,084 3.3 591,264,883 100 

平成28年度 237,943,184 41.0 38,542,643  6.7 3,963,916 0 . 7 13,732,097  2.4 261,914,250 45.1   4,359,574 0.8 8 6 7 , 4 7 0  0 . 2 18,522,720  3.2 591,264,883 100 

平成29年度 232,890,210 38.5 38,516,731  6.4 3,923,714 0 . 6 16,874,811  2.8 290,630,251 48.1   2,600,866 0.4 1 , 0 8 2 , 2 8 4  0 . 2 18,070,796  3.0 604,589,663 100 

区分 
生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 施設事務費 合計 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

大間町 125,667,500 77.8 23,000,073  14.2 2,875,314 1.8 26,800  3,773,809    1,733,568 1.1 363,712 0.2 4,110,964 2.5 161,551,740 100 

東通村 52,284,879  71.6 8,396,177 1 1 . 5 832,070 1.1 276,100  2,785,369    127,700 0.2 538,272 0.7 7,805,136 10.7 73,045,703  100 

風間浦村 22,302,086  74.7 2,889,424 9.7 86,220 0.3 9,140  533,682        4,031,076 13.5 29,851,628  100 

佐井村 32,635,745  79.6 4,231,057 10.3 130,110 0.3 25,056  922,143    739,598 1.8 180,300 0.4 2,123,620 5.2 40,987,629  100 

国保連払 - - - - - - 16,537,715  - - - - - - - - - - - - - 

支払基金払 - - - - - - - - 282,615,248 - - - - - - - - - - - 

下北郡 232,890,210 38.5 38,516,731  6.4 3,923,714 0.6 16,874,811  2.8 290,630,251 48.1   2,600,866 0.4 1,082,284 0.2 18,070,796  3.0 604,589,663 100 

青森県 8,544,660,291 34.6 2,556,739,076 10.3 62,867,968  0.3 1,007,652,530 4.1 12,016,393,588 48.6 1,154,200 0.0 50,847,063  0.2 36,414,010  0.1 430,022,105 1.7 24,706,750,831 100 

8
3
 

 

注 町村別の構成比は介護扶助と医療扶助を除く。青森県の金額は青森市と八戸市を除く。 
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Ⅱ－３ こども相談課 
 

〈相談業務等〉 
 

１ 相談業務 
 

（１）相談の種類と主な内容 

養 護 相 談 

父又は母等保護者の家出・失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による

養育困難児、棄児、迷子、虐待を受けた子ども、親権を喪失した親の子、後見

人を持たぬ児童等環境的問題を有する子ども、養子縁組に関する相談。 

保 健 相 談 
虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患（精神疾患を含む）等を有

する子どもに関する相談。 

障 

害 

相 

談 

肢 体 不 自 由 相 談 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。 

視 聴 覚 障 害 相 談 盲（弱視を含む）、ろう（難聴を含む）等視聴覚障害児に関する相談。 

言語発達障害等相談 

構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ子ども、言語発達遅滞、

学習障害や注意欠陥多動性障害等発達障害を有する子ども等に関する相談。こ

とばの遅れの原因が知的障害、自閉症、しつけ上の問題等他の相談種別に分類

される場合は、それぞれのところに入れる。 

重 症 心 身 障 害 相 談 重症心身障害児（者）に関する相談。 

知 的 障 害 相 談 知的障害児に関する相談。 

発 達 障 害 相 談 
自閉症・アスペルガー症候群・その他広汎性発達障害・学習障害・注意欠陥

多動性障害の児童に関する相談。 

非 

行 
相 

談 

ぐ 犯 行 為 等 相 談 

虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為若しくは飲酒、

喫煙等の問題行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ど

も、又は触法行為があったと思料されても警察署から児童福祉法第２５条によ

る通告のない子どもに関する相談。 

触 法 行 為 等 相 談 

触法行為があったとして警察署から児童福祉法第２５条による通告のあっ

た子ども、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関する相

談。受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定されている子ど

もに関する相談についてもこれに該当する。 

育 

成 

相 

談 

性 格 行 動 相 談 

子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、

内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格若しくは行動

上の問題を有する子どもに関する相談。 

不 登 校 相 談 

学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校（園）していない状態にある

子どもに関する相談。非行や精神疾患、養護問題が主である場合等にはそれぞ

れのところに分類する。 

適 性 相 談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。 

育 児 ・ し つ け 相 談 家庭内における幼児のしつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談。 

そ の 他 の 相 談 上記のいずれにも該当しない相談。 
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通 告 

 

指
定
医
療
機
関
委
託 

里

親

及

び 

里
親
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム

委

託 

児
童
自
立
支
援
施
設 

児

童

養

護

施

設 

児
童
心
理
治
療
施
設 

福

祉

事

務

所

送

致 

訓

戒

・

誓

約 

児
童
福
祉
施
設
入
所 

他

機

関

あ

っ

せ

ん 

児

童

福

祉

司

指

導 

児

童

委

員

指

導 

助

言

指

導 

障
害
児
施
設
等
利
用
契
約 

継
続
指
導
（
個
別
・
集
団
） 

家

庭

裁

判

所

送

致 

乳

児

院 
受 理 会 議 

相   談 ・ 調   査 

心 理 判 定 ・ 医 学 検 査 

市 町 村 

（ 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 ） 

児 童 相 談 所 

調 査 

ケ ー ス 検 討 会 議 

受 理 会 議 

一 時 保 護 

（ 行 動 観 察 等 ） 

判 定 会 議 

（社会診断・心理診断・行動診断・医学診断） 

援 助 方 針 の 決 定 

援 助 方 針 会 議 

児 童 福 祉 審 議 会 

相 談 

通 告 

支 援 

依 頼

 

意見照会 

意見具申 

助

言

指

導 

継

続

指

導 
他
機
関
あ
っ
せ
ん 

児
童
相
談
所
送
致 

障
害
児
入
所
施
設 

（２）業務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 歳未満の児童に関するあらゆる問題 

養護相談 保健相談 障害相談 非行相談 育成相談 その他の相談 

一

般

・

そ

の

他 

家

庭

裁

判

所 

警

察

署 
医

療

機

関 

保

健

所 

保
育
所
・
幼
稚
園 

学

校 

里

親 

児
童
福
祉
施
設
等 

民
生
・
児
童
委
員 

福

祉

事

務

所 

近

隣

・

知

人 

家

族

・

親

戚 

児

童

本

人 

相 談 

 

 

送致等 

支援 

通 報 

 

 

 

 

・相談 

・調査 

・診断 

ケース検討会議 

 

援助 

  ・助言指導 

  ・継続指導 

  ・他機関のあっせん 

 

コーディネート 

 

（要保護児童対策地域協議会） 

 
 

市 町 村 

相 談 

通 報 

送致等 
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（３）相談の状況 

ア 種類別受付数 

種類別受付数は表１のとおりです。 

平成 29 年度は、総件数 287 件で、平成 28 年度からやや増加しています。 

相談内容については、障害相談が 138 件で全体の 48.1%を占め、次に養護相談が 110 件

（38.3%）、育成相談が 17 件（5.9％）となっています。 

 

表１ 相談種類別受付数 

種別 

 
 
 
 
 
年度 

養 

 

 

護 

保 

 

 

健 

障  害 非 行 育  成 
そ

の

他 

計 

肢

体

不

自

由 

視

聴

覚

障

害 

言
語
発
達
障
害
等 

重

症

心

身

障

害 

知

的

障

害 

発

達

障

害 

小

 

計 

ぐ

犯

行

為

等 

触

法

行

為

等 
小

 

計 

性

格

行

動 

不

登

校 

適

性 

育

児

・

し

つ

け 

小

 

計 

27 86  4  7  105 5 121 1  1 31 6  4 41 17 266 

(％) 32.3  1.5  2.6  39.4 1.9 45.5 0.4  0.4 11.6 2.3  1.5 15.4 6.4 100 

28 105  3  4 3 122 4 136 7  7 10 3 3 1 17 13 278 

(％) 37.8  1.1  1.4 1.1 43.9 1.4 48.9 2.5  2.5 3.6 1.1 1.1 0.3 6.1 4.7 100 

29 110  5  3 3 121 6 138 1 3 4 8 1 6 2 17 18 287 

(％) 38.3  1.7  1.0 1.0 42.2 2.1 48.1 0.3 1.0 1.4 2.8 0.3 2.1 0.7 5.9 6.3 100 

 

イ 経路別受付数 

経路別の受付数は表２のとおりです。 

家族・親戚からの相談が 118件（41.1％）と一番多く、次に警察からの相談が 57件（20.0％）、

都道府県・市町村が 55 件（19.1％）、学校等が 16 件（5.5％）となっています。 

 

表２ 経路別児童受付数 

経路 

 

 

 

 

 

年度 

都道府県・ 
市町村 児

童
福
祉
施
設
・ 

指
定
医
療
機
関 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー 

警

察

等 

家

庭

裁

判

所 

保健所 
及び 

医療機関 
学校等 里

 

親

・ 

里
親
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム 

児

童

委

員

仲

介 

家

族

・

親

戚 

近

隣

・

知

人 

児

童

本

人 

そ

の

他 

計 

福
祉
事
務
所 

児

童

委

員 

そ

の

他 

保

健

所 

医

療

機

関 

学
校
・
幼
稚
園 

教
育
委
員
会
等 

27 23  26 22  37   7 5  4  124 5 10 3 266 

(％) 8.6  9.8 8.3  14.0   2.6 1.9  1.5  46.6 1.9 3.8 1.1 100 

28 19  46 27  38   10 15  7  104 5 4 3 278 

(％) 6.8  16.

5 
9.7  13.7   3.6 5.4  2.5  37.4 1.8 1.4 1.1 100 

29 16  39 14  57   6 15 1 2  118 10 3 6 287 

(％) 5.6  13.

5 
4.9  20.0   2.1 5.2 0.3 0.7  41.1 3.5 1.0 2.1 100 
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ウ 相談種類別受付数（市町村別） 

市町村別の受付数は表３のとおりです。 

むつ市が 240 件と全体の 83.6％を占め、次に大間町、東通村がそれぞれ 17 件（5.9％）

となっています。 

 

表３ 相談種類別受付数 

  種別 

 

 

 

 

市町村別 

  障  害 非 行 育  成 
そ

の

他 

計 

養

護 

保

健 

肢

体

不

自

由 

視

聴

覚

障

害 

言
語
発
達
障
害
等 

重

症
心

身

障

害 

知

的

障

害 

発

達

障

害 

小

計 

ぐ

犯

行

為

等 

触

法

行

為

等 

小

計 

性

格

行

動 
不

登

校 

適

性 

育

児
・

し

つ

け 

小

 

計   

む つ 市 100  5  1 2 94 6 108  3 3 5 1 6 2 14 15 240 

大 間 町 2     1 12  13 1  1      1 17 

東 通 村 6    2  7  9   1 2    2  17 

風間浦村       3  3          3 

佐 井 村 2   

 
   1  1          3 

管外・不明       4  4    1    1 2 7 

合 計 110  5  3 3 121 6 138 1 3 5 8 1 6 2 17 18 287 
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エ 相談の対応件数 

相談の対応件数は表４のとおりです。 

助言指導が 196 件と全体の 67.5％を占めています。措置によらずに通所や家庭訪問等に

より継続的な関わりをする継続指導が 18 件（6.2％）、また児童福祉施設への措置入所が７

件（2.4％）となっています。 

 

表４ 相談種類別対応件数 

対 応 

 

 

 

 

 

 

 

種  別 

面接指導 

児

童

福

祉

司

指

導 

児

童

委

員

指

導 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
指
導
委
託 

福

祉

事

務

所

送

致 

訓

戒

・

誓

約 

児童福祉施設 指

定

医

療

機

関

委

託 

里
親
・
里
親
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム 

法
第
２
７
条
第
１
項
第
４
号
に 

よ
る
家
庭
裁
判
所
送
致 

障
害
児
施
設
へ
の
利
用
契
約 

そ

の

他 

計 

助 

言 

指 

導 

継 

続 

指 

導 

他
機

関

あ
っ

せ

ん 

入 
 

所 

入
所
再
掲
（
法
第
２
７
条
の
３ 

に
よ
る
家
庭
裁
判
所
送
致
） 

通 
 

所 

養  護 90 14  6     3       1 114 

保  健                  

障 
 

害 

肢 体 不 自 由               4 1 5 

視 聴 覚 障 害                  

言語発達障害等 3                3 

重症心身障害               3  3 

知 的 障 害 70        1      8 41 120 

発 達 障 害 4               2 6 

小  計 77        1      15 44 137 

非 
行 

ぐ 犯 行 為 等    1              1 

触 法 行 為 等 1        2        3 

小  計 1   1     2        4 

育 

成 

性 格 行 動 4 3       1        8 

不 登 校 1                1 

適 性 4 1              1 6 

育児・しつけ 2                2 

小  計 11 4       1       1 17 

そ の 他 17  1              18 

計 196 18 1 7     7      15 46 290 
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オ 相談の内容について 

(ア) 養護相談 

養護相談に至った理由及び対応内容については、表５のとおりです。 

相談理由は、家族環境（虐待、経済的理由、就労等）から生じた問題で占められて

おり、家族環境のうち７割以上が虐待相談となっています。 

 

表５ 養護相談の理由別対応件数 

       理由別 
 
 
 
 
対 応 

棄

児 

家 

出 

（
失
踪
を
含
む
） 

死

亡 

離

婚 

傷 
病 

（
入
院
を
含
む
） 

家族環境 

そ
の
他 

計 虐

待 

そ
の
他 

小

計 

児童福祉施設入所          3  3  3 

里  親               

面 接 指 導          72 32 104  104 

そ  の  他          7  7  7 

計 

（％） 

     82 32 114  114 

     (71.9) (28.1) (100)  (100) 

 

(イ) 虐待相談 

虐待相談は相談種別では養護相談に区分されます。 

虐待相談対応件数は表６のとおりです。当所管内では、平成 25 年度の 80 件以降、

平成 26 年度の 60 件、平成 27 年度の 46 件と減少傾向でしたが、平成 28 年度は 68 件

と前年度に比べ大幅に増加し、平成 29 年度においては、82 件と過去最多の数となっ

ています。県全体でも 1073 件と大幅に増加し、統計を取り始めて以降、最多件数とな

っています。 

虐待の内容は表７のとおりです。心理的虐待が 46.3％（38 件）を占めています。 

また、被虐待児童の年齢別では、「小学生」が 45.1％（37 件）と最も多くを占めて

います。 

通告経路、虐待者、対応状況については、それぞれ表８、表９、表 10 のとおりです。 

 

表６ 虐待相談対応件数 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

むつ 53 45 80 60 46 68 82 

県計 698 842 822 834 922 949 1073 
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表７ 虐待の種別及び被虐待児童の年齢別内訳 

区   分 身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 
保護の怠慢・拒否 

（ネグレクト） 
計 

27  

年

度 

0 ～ 3 歳 未 満 2    8  1  11  

3～学齢前児童     4  5  9  

小  学  生 5    8  1  14  

中  学  生 3    7    10  

高校生・その他 1    1    2  

計 11    28  7  46  

28  

年

度 

0 ～ 3 歳 未 満 3    5  1  9  

3～学齢前児童 5    6  2  13  

小  学  生 2    15  5  22  

中  学  生 4  1  7  5  17  

高校生・その他 7        7  

計 21  1  33  13  68  

29  

年

度 

0 ～ 3 歳 未 満 3    7  5  15  

3～学齢前児童 1    6  4  11  

小  学  生 7    18  12  37  

中  学  生 3    3  7  13  

高校生・その他 2    4    6  

計 16    38  28  82  

注 ( )内は電話相談再掲です。 

 

表８ 通告経路 

区

 
 

分 

家
 

 

族 
親

 
 

戚 

近

隣

・

知

人 

児

童

本

人 

福

祉

事

務

所 

児

童

委

員 

保

健

所 

医

療

機

関 

児
童
福
祉
施
設
等 

警

察

等 

学

校

等 

市

町

村 

子

育

て

メ

イ

ト 

そ

の

他 

虐

待

者

本

人 

（

再

掲

） 

計 

27 年度 
2  1  2   3  35  1   2 46 

                

28 年度 
3  1     4 3 38 11 5  3  68 

                

29 年度 
4 5 3 2    2  54 8 4    82 

                

注 ( )内は電話相談再掲です。 
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表９ 虐待者について 

区

 
 

分 

実

父 

実
父
以
外
の
父
親 

実

母 

実
母
以
外
の
母
親 

祖

父 

祖

母 

兄

弟 

義

兄

弟 

親

戚 

そ

の

他 

不

詳 

両

親

（

再

掲

） 

計 

27 年度 
32 6 7       1   46 

             

28 年度 
30 2 29 2  1    4   46 

             

29 年度 
38 2 42          82 

             

注 ( )内は電話相談再掲です。 
 

表 10 対応状況 

区

 
 

分 

助

言

指

導 

継

続

指

導 

他
機
関
あ
っ
せ
ん 

児
童
福
祉
司
指
導 

児
童
福
祉
施
設
入
所 

里

親

・ 

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム 

そ

の

他 

計 

27 年度 
42    1  3 46 

        

28 年度 
47 5  10 4  2 68 

        

29 年度 
61 11  6 3  1 82 

        

注 ( )内は電話相談再掲です。

 

 (ウ) 里親制度について 

○里親制度 

里親は、児童を一時的又は継続的に自分の家庭内に預かって養育することを希望さ

れる方であって、都道府県の研修を修了し、知事が適当と認定した方です。 

里親制度は、家庭的環境に恵まれない児童を個人の家庭に預け、その温かい愛情と

家庭的雰囲気の中で育てようとする制度です。 

平成 21 年 4 月から里親制度が改正され、現在は「養子縁組希望里親」、「養育里親」、

「親族里親」、「専門里親」の４種類があります。 

管内の委託状況は表 11 のとおりです。 

 

表 11 里親・里子の状況          （平成 30 年 3 月 31 日現在） 

管内登録里親数 
委託里親 

委託里子数 
実数 受託率（％） 

5 1 20.0％ 4 
 
（参考） 
○養子縁組希望里親～養子縁組によって養親となることを希望する里親 
○養育里親～実親が育てられるようになるまで、あるいは子どもが社会的に自立できるようになるまで育てる里親 
○親族里親～両親等が死亡、行方不明等により、その子どもの三親等以内の親族が養育する里親 
○専門里親～虐待を受けた経験等がある子どもで、家庭的な援助を必要とする子どもを養育する里親 
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○小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）について 

   小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）とは、保護者のない児童又は保護

者に監督させることが不適当であると認められる児童の養育に関し、相当の経験を有

する方等の住居において複数の児童について養育を行う事業です。県内の事業所は青

森市に３か所・八戸市に２か所となっています。 

 

 ※里親等委託率（平成 30 年 3 月 31 日現在） 

＝
里親委託児童数(4人)＋里親ファミリーホーム委託児童数(3人)

乳児院入所児童(2 人)＋養護施設入所児童(10人)＋里親・里親ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ委託児童(7人)
＝36.8％ 
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（エ） 障害相談 

障害相談は相談全体に占める割合が最も大きく、48.1％を占めています。障害相談

の内訳は表 12 のとおりで、知的障害が全体の 87.6％を占めています。 

 

表 12 障害相談受付件数 

障         害 

肢

体
不

自

由 

視

聴
覚

障

害 

言
語
発
達
障
害
等 

重
症
心
身
障
害 

知

的

障

害 

発

達

障

害 

計 

5  3 3 121 6 138 

 

 

（オ） 非行相談 

非行相談の状況は表 13、表 14 のとおりです。平成 29 年度は４件と、昨年度に比べ

て減少しています。 

 

表 13 非行相談受付件数 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

11 8 10 2 1 7 4 

 

表 14 非行相談の理由別対応件数 

理由別 

 

 
 

 

対応 

ぐ犯行為等相談 触法行為等相談 

計 

暴 
 

 

力 

虚 

言 

癖 

浪 

費 

癖 

家
出
・
浮
浪 

自
家
金
銭
持
出 

シ
ン
ナ
ー
等
吸
引 

性

的

逸

脱 

そ 

の 

他 

小 

計 

窃 
 

 

盗 

傷
害
・
恐
喝 

放
火
・
弄
火 

そ 

の 

他 

小 

計 

児 童 福 祉 
施 設 入 所          2    2 2 

面 接 指 導       1  1    1 1 2 

そ の 他                

計       1  1 2    2 4 

 

（カ） 不登校相談 

不登校相談の状況は表 15 のとおりです。例年、おおむね５件前後で推移していま

す。 

 

表 15 不登校相談受付件数 

23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

6 2 4 4 6 3 1 
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２ 判定業務 
 

判定・診断指導件数の推移については表 16 のとおりです。 

相談別判定件数は表 17のとおりです。障害に関する判定が 61件で 74.4％を占めています。 

医学的・心理学的検査状況については、表 18 のとおりです。 

 

表 16 判定件数等の推移 

     年 度  
 
 
 

区 分 

平
成 

平
成 

平
成 

平
成 

平
成 

平
成 

平
成 

23 24 25 26 27 28 29 

年
度 

年
度 

年
度 

年
度 

年
度 

年
度 

年
度 

判定件数 126 90 116 90 72 82 77 

医学的診断指導件数 57 41 59 45 69 72 75 

心理診断指導件数 641 493 448 448 326 446 375 

 

表 17 相談別判定件数 

養 
 

 
 

 

護 

保 
 

 
 

 

健 

障  害 非 行 育  成 

そ

の

他 

計 

肢
体
不
自
由 

視
聴
覚
障
害 

言
語
発
達
障
害
等 

重
症
心
身
障
害 

知

的

障

害 

発

達

障

害 

小
計 

ぐ
犯
行
為
等 

触
法
行
為
等 

小
計 

性

格

行

動 

不

登

校 

適

性 

育
児
・
し
つ
け 

小
計 

9      59  59 1 2 3 1  5  6  77 

 

表 18 医学的・心理学的検査状況 

検査 

 
 
 

 
 
対象者 

医学的診断指導 心理診断指導 

診
察
・
指
導 

医
学
的
検
査 

そ

の

他 

計 

知

能

検

査 

発

達

検

査 

人

格

検

査 

そ
の
他
の
検
査 

面
接
・
観
察
・
指
導 

計 

児 童 34   34 69 48 16 5 98 236 

保護者 38   38 1   3 97 101 

その他 3   3     38 38 

計 75   75 70 48 16 8 233 375 
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表 19 判定書（証明書）の交付状況 

特別児童 
扶養手当 

愛護手帳 
障害児保育 
意見書 

そ  の  他 
（福祉手当・障
害証明書） 

計 

6 58  22 86 

  

表 20 心理療法・カウンセリングの状況 

   実施者 

 

  

 

 

対象者 

心理療法・カウンセリングの状況 

医

師 

児
童
心
理
司
等 

児
童
福
祉
司
等 

そ
の
他
の
所
員 

計 

児   童  31 105  136 

保 護 者  65 324  389 

そ の 他  35 226  261 

計  131 655  786 

 

表 21 心理療法・カウンセリングの件数等の推移（医師を除く） 

年  度 

 

 

種   別 

平
成 

平
成 

平
成 

平
成 

平
成 

25 26 27 28 29 

年
度 

年
度 

年
度 

年
度 

年
度 

児童心理司等 223 288 221 187 131 

児童福祉司等 400 442 327 429 655 

その他の所員      

※件数は延べ件数です。 
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３ 一時保護業務 
 

一時保護の状況については表 22、表 23 のとおりです。 

平成 29 年度に一時保護（一時保護委託を含む。）した児童の実人員の総数は 11 人（延べ

人員 263 人）で、そのうち中央児童相談所一時保護所での一時保護は６人（延べ 159 人）、

児童福祉施設や里親への一時保護委託が５人（延べ人員 104 人）となっています。 

相談種類別では養護相談の実人員が８人（延べ人員 164 人）、非行相談の実人員が２人(延

べ人員 75 人)、育成その他の相談が１人(延べ人員 24 人)となっています。 

 

表 22 一時保護の状況 

区 分 保護の内容 実人員 延べ人員 

27 年度 

中央児童相談所の一時保護 2 56 

所 内 保 護   

保 護 委 託 5 112 

小   計 7 168 

28 年度 

中央児童相談所の一時保護 4 140 

所 内 保 護   

保 護 委 託 8 374 

小   計 12 514 

29 年度 

中央児童相談所の一時保護 6 159 

所 内 保 護   

保 護 委 託 5 104 

小   計 11 263 

※ 所内保護は、むつ児童相談所内等において直接行った一時保護です。 

 

表 23 相談種類別一時保護児童数 

区 分 相  談  種  別 実人員 延べ人員 

27 年度 

養     護 5 112 

保     健   

障     害   

非     行 1 32 

育 成 そ の 他 1 24 

小   計 5 120 

28 年度 

養     護 10 488 

保     健   

障     害 1 2 

非     行   

育 成 そ の 他 1 24 

小   計 12 514 

29 年度 

養     護 8 164 

保     健   

障     害   

非     行 2 75 

育 成 そ の 他 1 24 

小   計 11 263 
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〈各種支援業務〉 
 

１ 子ども虐待防止対策 

 

（１）子ども虐待ホットライン 

児童虐待の防止と早期発見・早期対応を図ることを目的として、虐待に関する通告・通

報を受ける専用電話（ホットライン・フリーダイヤル 0120－72－6552）を設置しており、

平成 28 年度は３件でした。 

 

（２）被虐待児フォローアップ事業 

虐待経験を持つ児童やその保護者への治療的援助、虐待経験を有する児童を指導してい

る児童福祉施設職員への援助を目的としてフォローアップ事業を実施しています。 

 

 

２ 市町村支援 
 

児童福祉法の改正後、市町村が第一義的な児童家庭相談窓口を担うこととなりました。そ

のため、児童相談所は、緊急性のあるケースや専門的な支援が必要なケースの対応と、市町

村への助言等の後方支援など、より専門的な立場からの役割が求められています。 

こども相談課（児童相談所）では、市町村児童相談担当者の資質向上を図るため、市町村

巡回支援や児童家庭相談担当者研修を実施し、市町村の児童家庭相談体制の充実を図ってい

ます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  資 料 集 
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１ 保健総室資料 
 

（１）予防接種実施状況 

一類・二類疾病という呼称から A 類・B 類疾病への呼称変更、Hib ワクチン、小児用肺炎球

菌ワクチン、ヒトパピローマウイルスの定期接種化等々、予防接種法が改正（平成 25 年 4

月 1 日施行）されました。 

ア．A 類疾病（平成 28 年度実施分） 

①ジフテリア・百日せき・破傷風（DPT、DT） 
（単位：人） 

市町村名 

三種混合（ＤＰＴ） 二種混合（ＤＴ） 

1期 1期 2期 

初回 追加 初回 追加 
接触者 

接種者 接種者 接種者 接種者 

む つ 市  2 

 

  429 

 

 

 

大 間 町     46 

東 通 村 1    29 

風 間 浦 村     8 

佐 井 村     15 

計 1 2   527 

 

②急性灰白髄炎（単抗原 IPV） 
               （単位：人） 

 初回 追加 

 第1回 第2回 第3回 接種者 

む つ 市 1 9 9 18 

大 間 町     

東 通 村    4 

風間浦村     

1 

100 

佐 井 村     

7 

100 

計 1 9 9 22 

 

③ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎（DPT-IPV） 
                                           （単位：人） 

 
初回 追加 

第1回 

kaikai 

第2回 

Kai kai 

第3回 対象者 

接種率 む つ 市 409 420 417 445 

大 間 町 34 34 26 24 

東 通 村 41 45 48 52 

風間 浦 村     

佐 井 村 6 7 6 13 

計 490 506 497 534 
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④麻しん・風しん  
（単位：人） 

市町村名 

1 期 2 期 

接種者数 接種者数 

麻しん・風
しん混合 麻しん 風しん 計 麻しん・風

しん混合 麻しん 風しん 計 

む つ 市 415   415 455   455 

大 間 町 27   27 46   46 

東 通 村 50   50 54   54 

風間浦村 8   8 11   11 

佐 井 村 8   8 8   8 

計 508   508 574   574 

 

⑤日本脳炎 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

   ⑥Hib（ヒブ）感染症 

                                                        （単位：人） 

                                 

市町村 

第 1 期 

第 2 期 初回 
追加 

第 1 回 第 2 回 

む つ 市 858 827 815 263 

大 間 町 31 38 56 117 

東 通 村 63 61 62 70 

風間浦村 8 8 10  

佐 井 村 3 3 14 6 

4 

100 
計 963 937 957 456 

 第1回 第2回 第3回 第4回 

む つ 市 409 409 402 416 

大 間 町 33 32 33 28 

東 通 村 44 41 39 52 

風間浦村 7 10 11 8 

佐 井 村 7 6 6 6 

計 500 498 491 510 
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⑦小児肺炎球菌感染  

（単位：人） 

 

 

 

 

 

⑧ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防） 

＊平成 25 年 6 月 14 日以降、定期の予防接種の積極的な勧奨の差し控えを行っています。 

（単位：人） 

 第1回 第2回 第3回 

む つ 市    

大 間 町 2 2 2 

東 通 村    

風間浦村    

佐 井 村   2 

計 2 2 4 

 

⑨水痘 

             （単位：人） 

 

 

 

 

⑩B 型肝炎 

                                 （単位：人） 

 

 

 

 

 第1回 第2回 第3回 第4回 

む つ 市 405 413 405 414 

大 間 町 33 33 34 28 

東 通 村 44 41 39 55 

風間浦村 7 10 11 7 

佐 井 村 7 6 6 6 

計 496 503 495 510 

 第1回 第2回 

む つ 市 423 324 

大 間 町 28 23 

東 通 村 44 38 

風間浦村 11 5 

佐 井 村 8 10 

計 514 400 

 第1回 第2回 第3回 

む つ 市 272 253 79 

大 間 町 28 26 8 

東 通 村 28 23 5 

風間浦村 4 4 1 

佐 井 村 5 5  

計 337 311 93 
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⑪BCG 

                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

イ．B 類疾病：インフルエンザ 

（単位：人） 

市町村 
年

度 

60 歳以上 65 歳未満 65 歳以上 

対象者 接種者 対象者 接種者 

む つ 市 

26 66 4 16,809 10,190 

27 56 24  9,934 

28 40 17  10,254 

大 間 町 

26 10  1,620 511 

27 9 5  567 

28    618 

東 通 村 

26 8 3 2,112 1,485 

27 11 5  1,493 

28 11 6  1,533 

風間浦村 

26 4  822 348 

27 2 2  345 

28 2 2  405 

佐 井 村 

26 4 3 878 576 

27 4 1  531 

28 3 1  580 

計 

26 92 10 22,241 13,110 

27 82 37  12,870 

28 

28 

55 

7 

6 

56 26  13,390 

 

 

 

注）データは、地域保健・健康増進事業報告による。 

A 類疾病：集団予防に重点、努力義務あり。 

B 類疾病：個人予防に重点、努力義務なし。 

 

 5月未満 
5月以上 

1歳未満 

む つ 市 3 402 

大 間 町  25 

東 通 村 5 40 

風間浦村  6 

佐 井 村 1 2 

計 9 475 
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（２）母子保健事業関係資料 

ア 小児慢性特定疾病医療費助成制度対象児童数 （平成 30 年 3 月 31 日現在 単位：人） 
 むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 計 

01 悪性新生物 5     5 

02 慢性腎疾患 1 1    2 

03 慢性呼吸器疾患 2     2 

04 慢性心疾患 16  6  1 23 

05 内分泌疾患 16 1 3   20 

06 膠原病 2  1 3    6 

07 糖尿病 7 4    11 

08 先天性代謝異常 1     1 

09 血液疾患 1     1 

10 免疫疾患 1     1 

11 神経・筋疾患 2  1   3 

12 慢性消化器疾患  1    1 

13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 1     1 

14 皮膚疾患       

計 55 8 13  1 77  

 

イ 小児慢性特定疾患児手帳（ひまわり手帳）交付事業       （単位：件） 
 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

01 悪性新生物 1  2 

02 慢性腎疾患    

03 慢性呼吸器疾患 2 1 1 

04 慢性心疾患 2 2 2 

05 内分泌疾患 2 4 2 

06 膠原病   1 

07 糖尿病 2  1 

08 先天性代謝異常 1   

09 血液疾患    

10 免疫疾患 1 1  

11 神経・筋疾患 1 1  

12 慢性消化器疾患  1 1 

13 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群  1  

14 皮膚疾患    

計 12 11 10 
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ウ 妊産婦連絡票等実施状況（平成 29 年度） 
（単位：件） 

市
町
村
名 

妊

娠

届

け

出

数 

妊

婦

連

絡

票

提

出

数 

妊

婦

保

健

指

導

報

告

書 

発

行

数 

指導週数別 指導方法別 
要連絡・指導 

妊産婦連絡票 
妊産婦保健指導結果連絡票 

妊
婦
連
絡
票
の
提
出
は
な
い
が
保
健
指

導

を

実

施

し

た

数 

～  
12 

～  
20 

～  

28 

週 

窓

口 

訪

問 

電

話 

そ

の

他 

受

理

票 

内 訳 
発

行

数 

内 訳 

妊

婦 

産

婦 

妊
婦
連
絡
票
受
理
後
の

面
接
を
通
じ
た
連
絡 

妊
娠
期
間
中
の
支
援
を

通
じ
た
連
絡 

要
連
絡
・
指
導
妊
産
婦
連
絡
票

に
基
づ
く
訪
問
結
果
連
絡 

そ

の

他 

11 

週 

19 

週 

27 

週 ～  

む つ 市 368 

 

362

2 

367 344 18 3 

 

2 360 1 5 1 10 3 7 15 3 2  10  28 

大 間 町 30 30 30 28 2    30     2   2 

2  

2     2    

 東 通 村 41 41 41 33 8    41      2    2  3    1  2    

風間浦村 6 

 

6 6 4 2   6                

佐 井 村 7 7 7 7       6 1                

計 452 446 451 416 30 3 2 443 2 5 1 14 3 11 20 3 3 14  28 

                                〔資料：妊婦連絡票等実施報告〕 

 

エ 妊婦の喫煙飲酒等状況（平成 29 年度） 
（単位：件） 

区分             
母の年代 10 代 20 代 30 代 40 代以上 計 

職 

業 

主 婦 5 65 82 7 159 
勤 務 3 145 123 7 278 
その他 3 

0 

2 4  9 
未記入      

喫 
 

 

煙 

無 9 164 177 10 360 

有 

1～10 本 1 5 

1 

6  12 
11～20 本  1 2  3 
21 本以上      
本数未記入      

妊娠後禁煙 1 42 24 4 71 
未記入      

同
居
者
の
喫
煙 

無 3 129 121 6 259 

有
（
複
数
可
） 

夫 2 66 78 7 153 
父 1 17 7 1 26 
母 3 13 7  23 

兄弟姉妹 1 6 2 1 10 
祖父 1 3 1  5 
祖母  2   2 
その他 2 4 3  9 

未記入       
職
場
内

周
囲
の

喫
煙 

無  3 115 98 4 220 
有   29 25 3 57 

未記入   1    1 
ア
ル
コ
ー
ル
類 

飲まない 10 132 134 10 286 
時々飲む  1 1 1  3 
ほぼ毎日       
妊娠後禁酒   79 74 3 156 
未記入     1 1 

〔資料：妊婦連絡票等実施報告〕 
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オ 乳児健康診査（平成 28 年度）  
                   （単位：人） 

市町村 
１～2か月児健康診査 3～5か月児健康診査 6～8か月児健康診査 9～12か月児健康診査 
対象人員 受診実人員 対象人員 受診実人員 対象人員 受診実人員 対象人員 受診実人員 

む つ 市 387 339 402 401 63 63 441 422 
大 間 町 31 28 34 32   29 27 
東 通 村 40 39 40 40 37 35 15 7 
風 間 浦 村 5 5 8 8 7 7 7 7 

 佐 井 村 8 8 
7 

7 7   5 4 
計 471 419 491 488 107 105 497 467 

 〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 
 

カ １歳６か月児健康診査   

                      

市町村 年度 
対象人員 

（単位：人） 
 

受診者数 
（単位：人） 

受診率 
（単位：％） 

要精検者実人員 
（単位：人） 

要精検率 
（単位：％） 

む つ 市 
26 450 436 96.9 30 6.9 
27 429 407 94.9 21 5.2 
28 456 424 93.0 22 5.2 

大 間 町 
26 42 40 95.2 2 5.0 
27 35 30 85.7 3 10.0 
28 30 28 93.3 2 6.6 

東 通 村 
26 52 45 86.5 2 4.4 
27 49 42 85.7 1 2.4 
28 57 48 84.2 3 6.3 

風 間 浦 村 
26 4 3 75.0   
27 12 12 100.0 1 8.3 
28 2 2 100.0   

佐 井 村 
26 2 2 100.0   
27 6 6 100.0 1 16.7 
28 12 12 100.0 1 8.3 

計 
26 550 526 95.6 34 6.5 
27 531 497 93.6 27 5.4 
28 557 514 92.3 28 5.4 

 〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 
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キ １歳６か月児歯科検診実施状況 
                    

市町村 年度 
対象者数 

（単位：人） 
受診者数 

（単位：人） 
受診率 

（単位：％） 
むし歯の総数 
（単位：本） 

１人あたりの 
むし歯の総数 
（単位：本） 

む つ 市 
26 450 436 96.9 33 0.08 
27 429 407 94.9 61 0.15 
28 456 424 93.0 25 0.06 

大 間 町 
26 42 39 92.9 10 0.26 
27 35 30 85.7 17 0.57 
28 30 28 93.3 4 0.14 

東 通 村 
26 52 45 86.5 8 0.18 
27 49 42 85.7 8 0.19 
28 57 48 84.2 8 0.17 

風 間 浦 村 
26 4 3 75.0   
27 12 12 100.0   
28 2 2 100.0   

佐 井 村 
26 2 2 100.0   
27 6 6 100.0 1 0.17 
28 12 12 100.0   

計 
26 550 525 95.5 51 0.10 
27 
 

531 497 93.6 87 0.18 
28 
 

557 514 92.3 37 0.07 
 〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 

 

 

ク ３歳児健康診査 
                                      

市町村 年度 対象人員 
（単位：人） 

受診者数 
（単位：人） 

受診率 
（単位：％） 

要精検者実人員 
（単位：人） 

要精検率 
（単位：％） 

む つ 市 

26 455 440 96.7 53 12.0 

27 464 452 97.4 154 34.0 

28 461 444 96.3 183 41.2 

大 間 町 

26 52 47 90.4 6 12.8 

27 43 40 93.0 15 37.5 

28 42 40 95.2 21 52.5 

東 通 村 

26 59 53 89.8 12 22.6 

27 45 37 82.2 22 59.5 

28 61 56 91.8 30 53.6 

風 間 浦 村 

26 8 8 100.0   

27 13 12 92.3 3 25.0 

28 4 4 100.0   

佐 井 村 

26 9 9 100.0   

27 13 13 100.0 5 38.5 

28 2 2 100.0   

計 

26 583 557 95.5 71 12.7 

27 578 554 95.8 199 35.9 

28 570 546 95.8 234 42.9 

                              〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 
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ケ ３歳児歯科検診実施状況 
                     

市町村 年度 
対象者数 

（単位：人） 
受診者数 

（単位：人） 
受診率 

（単位：％） 
むし歯の総数 
（単位：本） 

１人あたりの 
むし歯の総数 
（単位：本） 

む つ 市 

26 455 440 96.7 738 1.68 

27 464 449 96.8 724 1.61 

28 461 444 96.3 520 1.17 

大 間 町 

26 52 47 90.4 137 2.91 

27 43 40 93.0 150 3.75 

28 42 40 95.2 99 2.48 

東 通 村 

26 59 54 91.5 102 1.89 

27 45 37 82.2 94 2.54 

28 61 56 91.8 98 1.75 

風 間 浦 村 

26 8 8 100.0 4 0.50 

27 13 12 92.3 32 2.67 

28 4 4 100.0 6 1.50 

佐 井 村 

26 9 9 100.0 28 3.11 

27 13 13 100.0 12 0.92 

28 2 2 100.0   

計 

26 583 558 95.7 1,009 1.81 

27 578 551 95.3 1,012 1.84 

28 570 546 95.8 723 1.32 

〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 
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（３）健康診査関係資料 

ア 特定健康診査実施状況                      

 

市町村 年度 受診率 

む つ 市 
25 20.6% 

26 25.2% 

27 27.5% 

大 間 町 
25 21.0% 

26 22.6% 

27 25.6% 

東 通 村 
25 41.0% 

26 42.4% 

27 43.4% 

風 間 浦 村 
25 29.7% 

26 30.8% 

27 29.2% 

佐 井 村 
25 30.4% 

26 35.1% 

27 37.4% 

計 
25 28.5% 

26 31.2% 

27 32.6% 

            〔資料：国民健康保険図鑑〕 

 

イ 胃がん検診実施状況 
                                      

※受診率の算定対象年齢を 40 歳から 69 歳までとして計算しています。 

※平成 28 年度は、算定対象年齢を 50 歳から 69 歳まで、受診率を「（受診者数＋前年度受診者数－２年連続受

診者数）／対象者数」で算定しています。 

〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 

市町村 年度 対象人員 
（単位：人） 

受診者数 
（単位：人） 

受診率 
（単位：％） 

要精検者数 
（単位：人） 

要精検率 
（単位：％） 

精検受診者数 
（単位：人） 

精検受診率 
（単位：％） 

む つ 市 
26 10,677 2,060 19.3 207 10.0 176 85.0 

27 10,580 2,081 19.7 195 9.4 151 77.4 

28 18,177 1,613 12.3     

大 間 町 

26 1,034 275 26.6 27 9.8 7 25.9 

27 1,027 342 33.3 40 11.7 25 62.5 

28 1,779 263 30.0     

東 通 村 
26 2,379 647 27.2 77 11.9 51 66.2 

27 2,357 646 27.4 57 8.8 45 78.9 

28 2,099 546 33.7     

風 間 浦 村 
26 774 131 16.9 12 9.2 12 100.0 

27 667 131 19.6 11 8.4 9 81.8 

28 703 120 17.8     

佐 井 村 
26 802 153 19.1 17 11.1 15 88.2 

27 811 167 20.6 25 15.0 20 80.0 

28 740 143 24.6     

計 

26 15,666 3,266 20.8 340 10.4 261 76.8 

27 15,442 3,367 21.8 328 9.7 250 76.2 

28 23,498 2,685 11.4     
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ウ 肺がん検診実施状況 
                        （単位：人） 

市町村 年度 
対象人員 

（単位：人） 
受診者数 

（単位：人） 
受診率 

（単位：％） 
要精検者数 
（単位：人） 

要精検率 
（単位：％） 

精検受診者数 
（単位：人） 

精検受診率 
（単位：％） 

む つ 市 
26 10,677 2,407 22.5 34 1.4 29 85.3 

27 10,580 2,400 22.7 36 1.5 32 88.9 

28 26,196 2,367 9.0     

大 間 町 
26 908 343 37.8 11 3.2 4 36.4 

27 902 400 44.3 9 2.2 9 100.0 

28 2,537 420 16.6     

東 通 村 
26 2,399 762 31.8 15 2.0 13 86.7 

27 2,377 791 33.3 7 0.9 4 57.1 

28 2,888 806 27.9     

風 間 浦 村 
26 774 230 29.7 8 3.5 8 100.0 

27 667 205 30.7 4 2.0 4 100.0 

28 941 231 24.5     

佐 井 村 
26 787 212 26.9 7 3.3 7 100.0 

27 802 210 26.2 3 1.4 2 66.7 

28 982 211 21.5     

計 
26 15,545 3,954 25.4 75 1.9 61 81.3 

27 15,328 4,006 26.1 59 1.5 51 86.4 

28 33,544 4,035 12.0     

※受診率の算定対象年齢を 40 歳から 69 歳までとして計算しています。 

〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 

 

エ 大腸がん検診実施状況 
                        

市町村 年度 
対象人員 

（単位：人） 
受診者数 

（単位：人） 
受診率 

（単位：％） 
要精検者数 
（単位：人） 

要精検率 
（単位：％） 

精検受診者数 
（単位：人） 

精検受診率 
（単位：％） 

む つ 市 
26 10,677 2,605 24.4 154 5.9 113 73.4 

27 10,580 2,694 25.5 134 5.0 94 70.1 

28 26,196 2,595 9.9     

大 間 町 

26 895 315 35.2 19 6.0 13 68.4 

27 890 385 43.3 32 8.3 20 62.5 

28 2,537 396 15.6     

東 通 村 
26 2,391 745 31.2 42 5.6 24 57.1 

27 2,370 746 31.5 36 4.8 30 83.3 

28 2,888 778 26.9     

風 間 浦 村 
26 774 174 22.5 14 8.0 11 78.6 

27 667 164 24.6 9 5.5 7 77.8 

28 941 173 18.4     

佐 井 村 
26 802 190 23.7 12 6.3 10 83.3 

27 808 212 26.2 9 4.2 5 55.6 

28 982 222 22.6     

計 

26 15,539 4,029 25.9 241 6.0 171 71.0 

27 15,315 4,201 27.4 220 5.2 156 70.9 

28 33,544 4,164 12.4     

※受診率の算定対象年齢を 40 歳から 69 歳までとして計算しています。 

〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 
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オ 子宮頸がん検診実施状況 
                          

市町村 年度 
対象人員 

（単位：人） 
受診者数 

（単位：人） 
受診率 

（単位：％） 
要精検者数 

（単位：人） 
要精検率 

（単位：％） 
精検受診者数 
（単位：人） 

精検受診率 
（単位：％） 

む つ 市 
26 8,334 1,637 30.2 26 1.6 21 80.8 

27 8,014 1,671 31.4 26 1.6 23 88.5 

28 18,546 1,796 14.2     

大 間 町 
26 556 195 72.3 2 1.0 2 100.0 

27 551 188 69.5 7 3.1 2 28.6 

28 1,588 250 30.2     

東 通 村 
26 1,713 437 65.6 14 3.2 8 57.1 

27 1,669 450 35.4 5 1.1 4 80.0 

28 1,864 464 33.5     

風 間 浦 村 
26 464 72 24.1 1 1.4 1 100.0 

27 439 85 28.1 3 3.5 3 100.0 

28 577 97 24.6     

佐 井 村 
26 485 91 26.4     

27 459 113 32.0 4 3.5 4 100.0 

28 557 111 28.0     

計 
26 11,552 2,432 37.1 43 1.8 32 74.4 

27 11,132 2,507 33.8 45 1.8 36 80.0 

28 23,132 2,718 17.4     

※受診率の算定対象年齢を 20 歳から 69 歳までとして計算しています。 

※受診率は、「（受診者数＋前年度受診者数－２年連続受診者数）／対象者数」で算定しています。 

〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 

 

カ 乳がん検診実施状況（視触診及びマンモグラフィ） 
                       

市町村 年度 
対象人員 

（単位：人） 
受診者数 

（単位：人） 
受診率 

（単位：％） 
要精検者数 
（単位：人） 

要精検率 
（単位：％） 

精検受診者数 
（単位：人） 

精検受診率 
（単位：％） 

む つ 市 
26 6,415 696 20.2 96 13.8 87 90.6 

27 6,353 631 20.7 69 10.9 48 69.6 

28 13,175 1,241 18.2     

大 間 町 
26 329 71 44.1 7 9.9 7 100.0 

27 325 79 46.2 5 6.3 1 20.0 

28 1,173 148 24.8     

東 通 村 

26 917 127 30.6 17 13.4 13 76.5 

27 829 127 30.6 16 10.7 11 68.8 

28 1,296 244 40.0     

風 間 浦 村 
26 335 28 15.8 2 7.1 2 100.0 

27 348 27 15.8 2 7.4 2 100.0 

28 443 22 15.6     

佐 井 村 
26 223 27 20.2 6 22.2 6 100.0 

27 383 25 12.5 2 8.0 1 50.0 

28 427 66 27.2     

計 
26 

 

8,219 949 22.2 128 13.5 115 89.8 

27 8,238 889 22.1 94 10.6 63 67.0 

28 16,514 1,721 20.5     

※受診率の算定対象年齢を 40 歳から 69 歳までとして計算しています。 

※受診率は、「（受診者数＋前年度受診者数－２年連続受診者数）／対象者数」で算定しています。 

※平成 28 年度はマンモグラフィのみの受診者を対象としています。 

〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 
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キ 健康手帳交付数 
                        （単位：人） 

項目 

 

市町村 

年度 40～74 歳 75 歳以上 計 

む つ 市 

26 135 38 173 

27 125 23 148 

28 73 23 96 

大 間 町 
26 70 11 81 

27 53 18 71 

28    

東 通 村 
26 135 5 140 

27 154 18 172 

28 172 12 184 

風 間 浦 村 
26    

27    

28    

佐 井 村 

26 10 4 14 

27 11 4 15 

28 10 5 15 

計 
26 350 58 408 

27 343 63 406 

28 255 40 295 

〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 

 

ク 健康教育実施状況 

項目 

 

市町村 

年度 
個別健康教育 集団健康教育 

指導開始(人) 指導終了(人) 開催回数(回) 参加延人員(人) 

む つ 市 
26   115 3,791 

27   182 4,925 

28   30 173 

大 間 町 
26   42 1,180 

27   37 1,225 

28   40 1,199 

東 通 村 

26   145 5,066 

27   146 6,226 

28   142 5,165 

風 間 浦 村 
26   15 630 

27   10 495 

28   15 584 

佐 井 村 
26   5 50 

27   11 131 

28   53 230 

計 
26   322 10,717 

27   386 13,002 

28   280 7,351 

〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 
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ケ 健康相談実施状況 

項目 

市町村 
年度 

重点健康相談 総合健康相談 

開催回数（回） 延参加人員（人） 開催回数（回） 延参加人員（人） 

む つ 市 
26 33 468 333 651 

27 68 1,201 110 1,480 

28 67 228 121 952 

大 間 町 
26 5 153 174 756 

27 3 80 175 878 

28 5 105 173 1,100 

東 通 村 
26 149 154 107 527 

27 113 345 146 326 

28 174 507 192 514 

風 間 浦 村 
26 10 311 25 25 

27 7 389 10 10 

28 8 373 15 15 

佐 井 村 
26 32 112 18 36 

27 17 80 4 74 

28 18 83 2 52 

計 
26 229 1,198 657 1,995 

27 208 2,095 445 2,768 

28 272 1,296 503 2,633 

〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 

 

コ 訪問指導実施状況                   

（単位：人） 

市町村 年度 被指導実人数 被指導延人数 

む つ 市 
26 183 226 

27 212 249 

28 155 170 

大 間 町 
26 70 91 

27 234 385 

28 249 271 

東 通 村 
26 74 126 

27 103 149 

28 182 252 

風 間 浦 村 
26 140 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 55 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 50 55 

佐 井 村 
26 86 103 

27 91 116 

28 92 105 

計 
26 553 691 

 

 

 

 

 

27 695 967 

 

 

 

 

 

28 728 853 

〔資料：地域保健・健康増進事業報告〕 
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（４）難病 

ア 平成 29 年度市町村別特定医療受給者数 

 市町村別 

病 名 

受 給 者 数 

市町村別 

病 名 
受 給 者 数 

市町村別 

病 名 

むつ市 大間町 東通村 風間浦村

村々村 
佐井村 計 

2 筋萎縮性側索硬化症 4     4 

5 進行性核上性麻痺 4  1   5 

6 パーキンソン病 59 1 9  2 71 

7 大脳皮質基底核変性症 2     2 

11 重症筋無力症 8  1  1 10 

13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 13  3   16 

14 
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運

動ニューロパチー 

1    1 2 

17 多系統萎縮症 4 1 2   7 

18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 23 3 1  2 29 

19 ライソゾーム病 3   2  5 

22 もやもや病 3     3 

23 プリオン病 1     1 

26 HTLV-1 関連脊髄症 1     1 

27 特発性基底核石灰化症  1    1 

28 全身性アミロイドーシス 1     1 

34 神経線維腫症 2 1    3 

35 天疱瘡 1     1 

37 膿疱性乾癬（汎発型） 1     1 

40 高安動脈炎 4     4 

42 結節性多発動脈炎 1     1 

43 顕微鏡的多発血管炎 2  2   4 

44 多発血管炎性肉芽腫症 1  1   2 

45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 2     2 

46 悪性関節リウマチ 3     3 

47 バージャー病 4  2   6 

49 全身性エリテマトーデス 17 4 4 1  26 

50 皮膚筋炎／多発性筋炎 3 2 1   6 

51 全身性強皮症 4 1 1   6 

52 混合性結合組織病 4    1 5 

53 シェーグレン症候群 3     3 

54 成人スチル病 2   1  3 

56 ベーチェット病 12 1    13 

57 特発性拡張型心筋症 6  2 1  9 

58 肥大型心筋症 1     1 

61 自己免疫性溶血性貧血 1     1 

63 特発性血小板減少性紫斑病 3  2  2 7 

65 原発性免疫不全症候群 1 1    2 

66 IgＡ 腎症 3  1   4 
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 市町村別 

病 名 

受 給 者 数 

市町村別 

病 名 
受 給 者 数 

市町村別 

病 名 

むつ市 大間町 東通村 風間浦村

村々村 
佐井村 計 

67 多発性嚢胞腎   1   1 

68 黄色靱帯骨化症 2   1  3 

69 後縦靱帯骨化症 23 1 4  1 29 

70 広範脊柱管狭窄症 1 1    2 

71 特発性大腿骨頭壊死症 8 1 4   13 

72 下垂体性 ADH 分泌異常症（中枢性尿崩症） 1     1 

74 下垂体性 PRL 分泌亢進症 1     1 

77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 2 1  1  4 

78 下垂体前葉機能低下症 7 1 1   9 

81 先天性副腎皮質酵素欠損症 1     1 

84 サルコイドーシス 5  1 2  8 

85 特発性間質性肺炎 4  1   5 

86 肺動脈性肺高血圧症 2     2 

89 リンパ脈管筋腫症 1     1 

90 網膜色素変性症 7 1 2 1 1 12 

93 原発性胆汁性胆管炎 11 1 1   13 

95 自己免疫性肝炎 3  1   4 

96 クローン病 16 2 5  2 25 

97 潰瘍性大腸炎 48 3 8 1 4 64 

113 筋ジストロフィー 3     3 

119 アイザックス症候群 1     1 

127 前頭側頭葉変性症 1     1 

129 痙攣重積型（二相性）急性脳症 1     1 

162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 2     2 

222 一次性ネフローゼ症候群 7    1 8 

271 強直性脊椎炎 1     1 

296 胆道閉鎖症 1     1 

300 IgG4 関連疾患 1     1 

306 好酸球性副鼻腔炎 2     2 

合       計 371 28 62 11 18 490 
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２ 福祉こども総室資料 
 

こども相談課資料 
 

（１）児童人口 

市町村 

平成 29 年 10 月 1 日現在 （推計人口） 

人口 

（Ａ） 

児童人口 

（B） 

児童人口の比率 
（Ｂ／Ａ×100） 

むつ市 56,585 8,099 14.3％ 

大間町 4,994 707 14.1％ 

東通村 6,324 880 13.9％ 

風間浦村 1,855 197 10.6％ 

佐井村 2,015 212 10.5％ 

管 内 合 計 71,773 10,095 14.0％ 

  ※児童人口は、0 歳～18 歳未満の人口です。 

 

（２） 児童福祉施設等入所・里親委託状況 
                平成 30 年 3 月 31 日現在 

ア 措置入所 
 

  
 
施設種別          施設名 

児

童

数 

児 童 養 護 施 設 
藤 聖 母 園 9 
美 光 園 1 

児 童 自 立 支 援 施 設 子ども自立センターみらい 

 
2 

乳 児 院 若 葉 乳 児 院 2 

知 的 障 害 児 施 設 
八 甲 学 園 2 

は ま ゆ り 学 園 1 

児 童 心 理 治 療 施 設 お お ぞ ら 学 園 4 

フ ァ ミ リ ー ホ ー ム の ぎ わ ホ ー ム 3 

里  親    4 

合  計 28 

 

イ  契約入所 
 

  
    
施設種別(旧)             施設名 

児

童

数 

知 的 障 害 児 施 設 

は ま ゆ り 学 園 14 
八 甲 学 園 1 
う み ね こ 学 園 1 
公 立 も み の き 学 園 1 

肢体不自由児施設  
はまなす医療療育センター 入 所   1 

あすなろ療育福祉センター 入 所  1 

重症心身障害児施設 
青 森 病 院 入 所 2 

はまなす医療療育センター 入 所 2 

合  計 23 
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３ 各種協議会委員等名簿 

 

（１）むつ保健所感染症診査協議会 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第 24 条の規定に基づき 

第 18 条（就業制限）、第 19 条（入院の勧告・措置時の報告）、第 20 条（入院期間の延長）    

に関する事項を審議するために設置しています。 
  

氏  名 所属団体・役職名 

葛西 雅治 むつ総合病院 内科部長 

千葉 喜代志 ちば小児科アレルギー科クリニック院長 

竹澤 笑美子 むつ人権擁護委員 

   ※ 委員の任期：平成 31 年 3 月 31 日まで 

 

（２）むつ保健所結核診査協議会 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第 24 条の規定に基づき 

第 18 条（就業制限）、第 19 条（入院勧告・措置時の報告）、第 20 条（入院期間の延長）

及び第 37 条の２結核医療費適正公費負担の申請に関する事項を審議するために設置し

ています。  

                                    

氏  名 役  職  名 

東海林 優 むつリハビリテーション病院長 

田村 研 田村胃腸科内科医院長 

竹澤 笑美子 むつ人権擁護委員 

※ 委員の任期：平成 31 年 3 月 31 日まで 
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（３）下北地域保健医療推進協議会 

ア 下北地域保健医療推進協議会委員 

氏  名 所属団体（役職名） 委員の構成 

三上 史雄 むつ下北医師会（会長） 

保健医療福祉
に従事してい
る者 

千葉 喜代志 むつ下北医師会（会員） 

橋爪 正 むつ総合病院（院長） 

松岡 保史 国民健康保険大間病院（院長） 

田中 志昌 むつ下北歯科医師会（会長） 

奥寺 一廣 青森県薬剤師会むつ下北支部（理事） 

小原 春美 青森県看護協会下北支部（支部長） 

相馬 光明 青森県理学療法士会（理事） 

横山 敏久 青森県栄養士会むつ地区会（会長） 

石野 了 むつ市社会福祉協議会（常務理事兼事務局長） 

布施 俊蔵 むつ下北地区老人福祉協会（副会長） 

猪口 和則 むつ市体育協会（専務理事兼事務局長） 

その他保健医
療福祉に関係
する者 

山道 喜三郎 下北地区労働基準協会（専務理事） 

工藤 昭治 むつ下北地域産業保健センター（コーディネーター） 

二本栁 玲子 ＡＭＬＳ協議会（会長） 

徳田 暁子 むつ市（健康づくり推進部長） 

行政機関の職
員及び関係団
体の役職員 

金澤 満春 下北郡町村会（会長） 

吉田 忠一 下北教育事務所（所長） 

※ 委員の任期：平成 32 年 3 月 31 日まで     
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イ 下北地域保健医療推進協議会保健対策部会員 

氏  名 所属団体(役職名) 委員の構成 

千葉 喜代志 むつ下北医師会（会員） 

保健医療福祉

に従事してい

る者 

 

田中 志昌 むつ下北歯科医師会（会長） 

蔦川 修生 青森県薬剤師会むつ下北支部（理事） 

横山 敏久 青森県栄養士会むつ地区会（会長） 

中川 洋二 下北食品衛生協会（会長） 

津川 るみ子 むつ保健所管内食生活改善推進員連絡協議会（監事） 

石野 了 むつ市社会福祉協議会（常務理事兼事務局長） 

小野 弘子 青森県保育連合会むつ支部（並木保育園園長） 

菊池 誠 青森県建築士会下北支部（支部長） 

その他保健医

療福祉に関係

する者 

猪口 和則 むつ市体育協会（専務理事兼事務局長） 

山道 喜三郎 下北地区労働基準協会（専務理事） 

工藤 昭治 下北地域産業保健センター（コーディネーター） 

秋元 みち子 下北養護教員会（会長） 

角谷 恵子 下北地方保健協力員連絡会（会長） 

新保 英治 
むつ・下北メンタル福祉家族会連合会（会長） 

（むつ・下北メンタル福祉家族会連合会長） 

畑山 勝利 下北地域広域行政事務組合消防本部（警防課長） 

長谷川 俊行 養護老人ホーム釜臥荘（園長） 学識経験者 

三國 美穂 下北郡町村会（大間町住民福祉課主任保健師） 

行政機関の職

員及び関係団

体の役職員 

※ 部会員の任期：平成 32 年 3 月 31 日まで 
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（４）下北地域新型インフルエンザ対策協議会 

 

※ 委員の任期：平成 32 年 3 月 31 日まで 

 所 属 職 名 氏 名 

1 むつ下北医師会 会長 三上 史雄 

2 むつ下北歯科医師会 会員 髙瀨 厚太郎 

3 青森県薬剤師会むつ下北支部 支部長 石山 毅憲 

4 青森県看護協会下北支部 支部長 小原 春美 

5 むつ総合病院 院長 橋爪 正 

6 国民健康保険大間病院 院長 松岡 保史 

7 下北地域広域行政事務組合消防本部 警防課長 畑山 勝利 

8 むつ警察署 警備課長 柳谷 宏治 

9 大間警察署 警備課長 石塚 将之 

10 むつ市 予防・医療課長 小田 晃廣 

11 大間町 総務課長 傳法 正広 

12 東通村 総務課長 小笠原 伸一 

13 風間浦村 参事兼総務課長 白取 伸一 

14 佐井村 参事兼総務課長 間山 英伸 

15 下北教育事務所 所長 吉田 忠一 

16 むつ市教育委員会 政策推進監 木下 尚一郎 

17 大間町教育委員会 教育課長 熊谷 直喜 

18 東通村教育委員会 教育総務課長 角本 晃 

19 風間浦村教育委員会 教育課長 嘉加 茂 

20 佐井村教育委員会 教育次長 田中 潔 

21 下北地域県民局地域連携部 主幹 念代  

22 
下北地域県民局地域健康福祉部 

（むつ保健所） 
保健総室長 平 紅 
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（５）下北地域災害医療対策協議会 

※ 委員の任期：平成 31 年 2 月 28 日まで 

 

 所 属 職 名 氏 名 

1 むつ下北医師会 会 長 三上 史雄 

2  〃 理 事 角田 俊吾 

3 むつ下北歯科医師会 会 員 髙瀨 厚太郎 

4 青森県薬剤師会むつ下北支部 支部長 石山 毅憲 

5 青森県看護協会下北支部 支部長 小原 春美 

6 むつ総合病院 院 長 橋爪 正 

7  〃 
循環器内科・ 

救急診療科部長 
加藤 武 

8 国民健康保険大間病院 院 長 松岡 保史 

9  〃 医 長 一戸 雅之 

10 
下北地域広域行政事務組合 

消防本部 
警防課長 畑山 勝利 

11 むつ警察署 警備課長 柳谷 宏治 

12 大間警察署 警備課長 石塚 将之 

13 むつ市 防災安全課長 佐藤 孝悦 

14  〃 予防・医療課長 小田 晃廣 

15 大間町 総務課長 傳法 正広 

16  〃 住民福祉課長 中新 由記子 

17 東通村 総務課長 小笠原 伸一 

18  〃 いきいき健康推進課長 三國 正人 

19 風間浦村 参事兼総務課長 白取 伸一 

20  〃 村民生活課長 岩間 貴志 

21 佐井村 参事兼総務課長 間山 英伸 

22  〃 参事兼住民福祉課長 中村 昭彦 

23 
下北地域県民局地域健康福祉部 

（むつ保健所） 
保健総室長 平 紅 
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（６）下北地域健康危機管理協議会 

※ 委員の任期：期間なし 

 所 属 職 名 氏 名 

1 むつ下北医師会 会 長 三上 史雄 

2 
下北地域広域行政事務組合 

消防本部 
警防課長 畑山 勝利 

3 むつ警察署 生活安全課長 大山 広志 

4 大間警察署 刑事生活安全課長 阿部 慎一 

5 むつ市 健康づくり推進課長 木村 公子 

6 むつ市川内庁舎 市民生活課長 濱中 亘 

7 むつ市大畑庁舎 市民生活課長 西正 文明 

8 むつ市脇野沢庁舎 市民生活課長 宮本 広治 

9 大間町 住民福祉課長 中新 由記子 

10 東通村 いきいき健康推進課長 三國 正人 

11 風間浦村 村民生活課長 岩間 貴志 

12 佐井村 参事兼住民福祉課長 中村 昭彦 

13 下北教育事務所 教育課長 成田 浩之 

14 
下北地域県民局地域健康福祉部 

（むつ保健所） 
保健総室長 平 紅 
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（７）民生委員児童委員協議会 

ア 町村民生委員児童委員協議会 

名  称 会 長 事務所所在地 電 話 

大間町 

民生委員児童委員協議会 
畠 山  章 

〒039-4601 
大間町大字大間字大間 104 
大間町住民福祉課内 

TEL 37-2111 

FAX 37-2478 

東通村 

民生委員児童委員協議会 
杉 本 輝 喜 

〒039-4222 
東通村大字砂子又字里 17-2 
東通村いきいき健康推進課内 

TEL 28-5800 

FAX 48-2510 

風間浦村 

民生委員児童委員協議会 
蛸 嶋 正 男 

〒039-4502 
風間浦村大字易国間字大川目 11-2 
風間浦村村民生活課内 

TEL 35-3111 

FAX 35-3733 

佐井村 

民生委員児童委員協議会 
中 村 喜 一 

〒039-4711 
佐井村大字佐井字糠森 20 
佐井村住民福祉課内 

TEL 38-2111 

FAX 38-2492 

（平成 31 年 11 月 30 日まで） 

 

イ 下北郡民生委員児童委員連絡協議会 

会 長 事務所所在地 電 話 

中 村 喜 一 
（佐井村民生委員児童委員協
議会会長） 

〒035-0073 
むつ市中央 1 丁目 3-33 
下北地域県民局地域健康福祉部 
福祉こども総室（下北地方福祉事務所）内 

TEL 22-2296 
FAX 23-1103 

（平成 31 年 11 月 30 日まで） 
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（８）母子・寡婦福祉会  

ア むつ・下北地区母子寡婦福祉会連絡協議会 

  区分 
役職名 氏 名 住  所 

会   長 大 嶋  ツ ギ むつ市大湊新町 

 

イ 市町村母子寡婦福祉会 

  区分 
市町村 

氏 名 住  所 

む つ 市 

会長 大嶋 ツギ  むつ市大湊新町 

副会長 滝沢 はつ子  むつ市川内町 

〃 木立 恵子  むつ市新町 

大 間 町 会長 傳法 代里子  下北郡大間町 

東 通 村 会長 西山 瞳  下北郡東通村 

風 間 浦 村 会長 小平 蓉子  下北郡風間浦村 

佐 井 村 会長 工藤 せつ子  下北郡佐井村 

（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

 

（９）母子寡婦福祉資金償還協力員  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
氏 名 

担 当 地 区 

安 野 ゆき子 む つ 市 

川 下   歩 む つ 市 

吉 田 和 子 む つ 市 

飛 内 登志江 む つ 市 
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４ 管内市町村健康福祉担当課一覧 

        （平成 30 年 4 月現在） 

市町村名 担当課等 課長等 所在地 電話番号 ＦＡＸ 

む つ 市 

健康づくり

推 進 課 
木村 公子 

〒035-8686 

むつ市中央 1-8-1 
22-1111 

代表 FAX 

23-5178 

予 防 ・ 

医 療 課 
小田 晃廣 

高 齢 者 

福 祉 課 
千代谷 賀士子 

子 ど も 

家 庭 課 
柳谷 恭子 

子 育 て 

支 援 課 
菅原 典子 

生活福祉課 加藤 博 

障 が い 

福 祉 課 
伊藤 恭雄 

む つ 市 

川 内 庁 舎 
市民生活課 濱中 亘 

〒039-5201 

むつ市川内町川内 477 
42-2111 42-2120 

む つ 市 

大 畑 庁 舎 
市民生活課 西正 文明 

〒039-4495 

むつ市大畑町中島 108-5 
34-2111 34-4930 

む つ 市 

脇野沢庁舎 
市民生活課 宮本 広治 

〒039-5331 

むつ市脇野沢渡向 107-1 
44-2111 44-2115 

大 間 町 住民福祉課 中新 由記子 
〒039-4601 

大間町大字大間字大間 104 
37-2111 37-2478 

東 通 村 
い き い き 

健康推進課 
三國 正人 

〒039-4222 

東通村大字砂子又字里 17-2 

保健福祉センター野花菖蒲の里内 

28-5800 48-2510 

風 間 浦 村 村民生活課 岩間 貴志 

〒039-4502 

風間浦村大字易国間字大川目

11-2  

総合福祉センターげんきかん

内 

35-3111 35-3733 

佐 井 村 住民福祉課 中村 昭彦 
〒039-4711 

佐井村大字佐井字糠森 20 
38-2111 38-2492 

 


